
備 考

【連携外国大学の設置者】

ベルギー王国アントワープ大
学

【連携外国大学の名称】

University of Antwerp
(Universiteit Antwerpen)

【連携外国大学の本部の位置】

Prinsstraat 13
2000 Antwerp, Belgium

【連携外国大学と調整を行う

　専任教員の状況等】

人数：1名

職名：准教授

地球社会統合科学府

　地球社会統合科学専攻 修士課程
31 22 8 4 65 0 8

(31) (22) (8) (4) (65) （0） (8)

　言語・文学専攻　博士後期課程
11 6 2 0 19 0 0

(11) (6) (2) （0） (19) （0） （0）

　言語・文学専攻　修士課程
10 6 2 0 18 0 10

(10) (6) (2) （0） (18) （0） (10)

(5) (8) (1) （0） (14) （0） （0）

　歴史空間論専攻　修士課程
5 8 1 0 14 0 10

(5) (8) (1) （0） (14) （0） (10)

(8) (8) (2) （0） (18) （0） （0）

既
設
分

　人文基礎専攻　修士課程
8 8 2 0 18 0 7

(8) (8)

　歴史空間論専攻　博士後期課程
5 8 1 0 14 0

　人文基礎専攻　博士後期課程

人文科学府

8 8 2 0 18

（0） (7)

0 0

0

別記様式第２号（その１の２）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｷｭｳｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

大 学 の 名 称 九州大学大学院（Graduate School, Kyushu University）

大 学 本 部 の 位 置 福岡県福岡市西区元岡744

計 画 の 区 分 研究科の専攻の設置（国際連携専攻）

フ リ ガ ナ ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ｷｭｳｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 国立大学法人　九州大学

大 学 の 目 的
九州大学は、教育基本法（平成18年度法律第120号）の精神に則り、学術の中心として広く知識

を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させるこ
とを目的とする。

新 設 研 究 科 等 の 目 的

新
設
研
究
科
等
の
概
要

新 設 研 究 科 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
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理学関係

20世紀後半からの世界的な人口増加や経済発展、化石燃料の枯渇等により、地球的規模の環
境・エネルギー問題が深刻化しており、これらを解決し、持続可能な国際社会を実現することが
求められている。このような環境・エネルギー問題解決の有効な手段の一つとして、脱炭素化社
会の実現に向けたナノ材料・ナノ科学に基づく新エネルギーの創生や貯蔵、水素利用、環境浄化
等に資する革新的物質・材料の研究・開発があり、当該分野において国や地域を越えた科学技術
の変革を先導する優れた研究人材の育成が求められている。

加えて、我が国においては、国際頭脳循環を推進し、次世代を牽引するトップ研究者の育成が
急務となっているが、これらは、新たな教育・研究の枠組みの下で海外の最先端科学の現場にお
いて実践的な研究に取り組むことによって達成されると考えられる。

このような状況に鑑み、九州大学大学院総合理工学府とアントワープ大学理学部が、これまで
の交流実績を発展させ、両大学が国際的なリーダーシップを発揮している電子顕微鏡に関連する
優れた人的及び教育・研究資源を核として、ナノ材料・ナノ科学を基盤として地球的規模の環
境・エネルギー問題を解決し、持続可能な国際社会の実現に資する革新的物質・材料の研究・開
発を牽引する国際性豊かな理工系リーダーを育成することを目的とする。

開設時期及
び開設年次

所在地
【基礎となる学部】
理学部

【連携外国大学の学部等名お
よび所在地】
Faculty of Science,
University of Antwerp

Prinsstraat 13
2000 Antwerp, Belgium

年 人 年次
人

人

博士（理学）
(Doctor of
Science)

　　年　月
第　年次

令和7年4月
第1年次

福岡県福岡市西
区元岡744

3 2
<62>

- 6
<186>

計 2

九州大学・アントワープ大学
総合理工学国際連携専攻

(International Joint Degree
Doctoral Program for

Interdisciplinary Science)

同一設置者内における変更状
況

（定員の移行，名称の変更
等 ）

教育
課程

新設研究科等の名称
開設する授業科目の総数

修了要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

九州大学・アントワープ大学
総合理工学国際連携専攻

0 科目 0 科目 0 科目 0 科目 0 単位

人文情報連係学府 修士課程　（　６）（令和６年４月事前相談）

システム情報科学府
情報理工学専攻 修士課程  〔定員増〕　 （　３０）（令和７年４月）
電気電子工学専攻 修士課程〔定員増〕　 （　３０）（令和７年４月）

　総合理工学専攻 博士後期課程〔定員減〕　 （△２）（令和７年４月）
総合理工学府

研　究　科　等　の　名　称

専任教員

助手
専任教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設
分

九州大学・アントワープ大学
総合理工学国際連携専攻

4人 5人 0人 1人 10人 0人 0人

(4) (5) (0) (1) (10) (0) (0)

計
0人 0人

(4) (5) (0) (1) (10) (0) (0)

4人 5人 0人 1人 10人

(2) （0） (18)

所属：九州大学・アントワー
プ大学総合理工学国際
連携専攻
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　創薬科学専攻　博士後期課程
6 1 0 4 11 0 0

(6) (1) （0） (4) (11) （0） （0）

薬学府

　創薬科学専攻　修士課程
15 5 1 0 21 0 22

(15) (5) (1) （0） (21) （0） (22)

　口腔科学専攻　修士課程
19 8 13 21 61 0 0

(19) (8) (13) (21) (61) （0） （0）

歯学府

　歯学専攻　博士課程
19 8 16 35 78 0 47

(19) (8) (16) (35) (78) （0） (47)

　医療経営・管理学専攻　専門職学位課程
16 1 0 6 23 0 5

(16) (1) （0） (6) (23) （0） (5)

　保健学専攻　博士後期課程
15 5 5 2 27 0 0

(15) (5) (5) (2) (27) （0） （0）

　保健学専攻　修士課程
16 6 9 5 36 0 55

(16) (6) (9) (5) (36) （0） (55)

　医科学専攻　修士課程
45 36 10 4 95 0 1

(45) (36) (10) (4) (95) （0） (1)

医学系学府

　医学専攻　博士課程
53 33 11 4 101 0 7

(53) (33) (11) (4) (101) （0） (7)

システム生命科学府

システム生命科学専攻　博士課程
31 21 6 30 88 0 19

(31) (21) (6) (30) (88) （0） (19)

　数理学専攻　博士後期課程
32 25 0 18 75 0 0

(32) (25) （0） (18) (75) （0） （0）

数理学府

　数理学専攻　修士課程
32 25 0 18 75 0 13

(32) (25) （0） (18) (75) （0） (13)

　地球惑星科学専攻　博士後期課程
15 14 0 8 37 0 0

(15) (14) （0） (8) (37) （0） （0）

　地球惑星科学専攻　修士課程
15 14 0 8 37 0 6

(15) (14) （0） (8) (37) （0） (6)

　化学専攻　博士後期課程
15 17 1 14 47 0 0

(15) (17) (1) (14) (47) （0） （0）

　化学専攻　修士課程
15 17 1 14 47 0 7

(15) (17) (1) (14) (47) （0） (7)

　物理学専攻　博士後期課程
14 18 1 12 45 0 0

(14) (18) (1) (12) (45) （0） （0）

理学府

　物理学専攻　修士課程
14 18 1 12 45 0 6

(14) (18) (1) (12) (45) （0） (6)

　産業マネジメント専攻　専門職学位課程
7 4 1 2 14 0 7

(7) (4) (1) (2) (14) （0） (7)

　経済システム専攻　博士後期課程
12 10 1 0 23 0 6

(12) (10) (1) （0） (23) （0） (6)

　経済システム専攻　修士課程
11 9 1 0 21 0 8

(11) (9) (1) （0） (21) （0） (8)

　経済工学専攻　博士後期課程
9 9 0 1 19 0 8

(9) (9) （0） (1) (19) （0） (8)

経済学府

　経済工学専攻　修士課程
9 9 0 1 19 0 8

(9) (9) （0） (1) (19) （0） (8)

法務学府

　実務法学専攻　専門職学位課程
11 2 0 0 13 1 43

(11) (2) （0） （0） (13) (1) (43)

　法政理論専攻　博士後期課程
34 17 0 0 51 0 5

(34) (17) （0） （0） (51) （0） (5)

法学府

　法政理論専攻　修士課程
26 16 1 1 44 0 21

(26) (16) (1) (1) (44) （0） (21)

　実践臨床心理学専攻　専門職学位課程
3 3 1 0 7 0 3

(3) (3) (1) （0） (7) （0） (3)

　空間システム専攻　博士後期課程
6 8 0 4 18 0 0

(6) (8) （0） (4) (18) （0） （0）

　空間システム専攻　修士課程
6 7 0 4 17 0 6

(6) (7) （0） (4) (17) （0） (6)

　教育システム専攻　博士後期課程
9 9 1 0 19 0 0

(9) (9) (1) （0） (19) （0） （0）

　教育システム専攻　修士課程
11 11 1 0 23 0 1

(11) (11) (1) （0） (23) （0） (1)

　行動システム専攻  博士後期課程
4 11 0 0 15 0 0

(4) (11) （0） （0） (15) （0） （0）

　行動システム専攻　修士課程
3 11 1 0 15 0 2

(3) (11) (1) （0） (15) （0） (2)

　人間共生システム専攻　博士後期課程
5 6 2 0 13 0 0

(5) (6) (2) （0） (13) （0） （0）

　人間共生システム専攻　修士課程
4 3 2 0 9 0 2

(4) (3) (2) （0） (9) （0） (2)

 都市共生デザイン専攻　博士後期課程
4 2 0 2 8 0 2

(4) (2) （0） (2) (8) （0） (2)

人間環境学府

　都市共生デザイン専攻  修士課程
4 2 0 2 8 0 10

(4) (2) （0） (2) (8) （0） (10)

　地球社会統合科学専攻　博士後期課程
28 27 8 0 63 0 4

(28) (27) (8) （0） (63) （0） (4)

0

(3) (3) （0） (2) (8) （0） （0）
 九州大学・釜山大学校都市・国際連携専攻

3 3 0 2 8 0
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　オートモーティブサイエンス専攻　修士課程
11 7 0 0 18 0 46

(11) (7) （0） （0） (18) （0） (46)

　ユーザー感性スタディーズ専攻　博士後期課程
3 2 0 2 7 0 0

(3) (2) （0） (2) (7) （0） （0）

統合新領域学府

　ユーザー感性スタディーズ専攻　修士課程
5 2 0 2 9 0 15

(5) (2) （0） (2) (9) （0） (15)

　生命機能科学専攻　博士後期課程
16 13 0 14 43 0 3

(16) (13) （0） (14) (43) （0） (3)

　生命機能科学専攻　修士課程
17 16 0 17 50 0 0

(17) (16) （0） (17) (50) （0） （0）

　農業資源経済学専攻　博士後期課程
4 4 0 3 11 0 0

(4) (4) （0） (3) (11) （0） （0）

　農業資源経済学専攻　修士課程
4 4 0 3 11 0 0

(4) (4) （0） (3) (11) （0） （0）

　環境農学専攻　博士後期課程
17 19 0 14 50 0 0

(17) (19) （0） (14) (50) （0） （0）

　環境農学専攻　修士課程
17 19 0 14 50 0 0

(17) (19) （0） (14) (50) （0） （0）

　資源生物科学専攻　博士後期課程
20 20 0 16 56 0 0

(20) (20) （0） (16) (56) （0） （0）

生物資源環境科学府

　資源生物科学専攻　修士課程
21 22 0 16 59 0 0

(21) (22) （0） (16) (59) （0） （0）

　総合理工学専攻　博士後期課程
50 53 0 30 133 0 2

(50) (53) （0） (30) (133) （0） (2)

総合理工学府

　総合理工学専攻　修士課程
50 53 0 30 133 0 30

(50) (53) （0） (30) (133) （0） (30)

　電気電子工学専攻　博士後期課程
17 17 0 12 46 0 3

(17) (17) （0） (12) (46) （0） (3)

　電気電子工学専攻　修士課程
18 18 0 12 48 0 28

(18) (18) （0） (12) (48) （0） (28)

　情報理工学専攻　博士後期課程
25 24 0 19 68 0 0

(25) (24) （0） (19) (68) （0） （0）

システム情報科学府

　情報理工学専攻　修士課程
27 24 0 19 70 0 22

(27) (24) （0） (19) (70) （0） (22)

　芸術工学専攻　博士後期課程
28 38 2 16 84 0 5

(28) (38) (2) (16) (84) （0） (5)

芸術工学府

　芸術工学専攻　修士課程
27 38 2 20 87 0 22

(27) (38) (2) (20) (87) （0） (22)

　土木工学専攻　博士後期課程
12 14 0 0 26 0 0

(12) (14) （0） （0） (26) （0） （0）

　土木工学専攻　修士課程
12 15 0 10 37 0 3

(12) (15) （0） (10) (37) （0） (3)

　共同資源工学専攻　修士課程
3 2 0 0 5 0 1

(3) (2) （0） （0） (5) （0） (1)

　地球資源システム工学専攻　博士後期課程
6 5 0 0 11 0 0

(6) (5) （0） （0） (11) （0） （0）

　地球資源システム工学専攻　修士課程
3 5 0 6 14 0 4

(3) (5) （0） (6) (14) （0） (4)

　船舶海洋工学専攻　博士後期課程
6 4 0 0 10 0 0

(6) (4) （0） （0） (10) （0） （0）

　船舶海洋工学専攻　修士課程
6 4 0 0 10 0 2

(6) (4) （0） （0） (10) （0） (2)

　量子物理工学専攻　博士後期課程
8 7 0 0 15 0 2

(8) (7) （0） （0） (15) （0） (2)

　量子物理工学専攻　修士課程
9 8 0 10 27 0 10

(9) (8) （0） (10) (27) （0） (10)

　航空宇宙工学専攻　博士後期課程
7 4 0 0 11 0 0

(7) (4) （0） （0） (11) （0） （0）

　航空宇宙工学専攻　修士課程
7 5 0 8 20 0 9

(7) (5) （0） (8) (20) （0） (9)

　水素エネルギーシステム専攻　博士後期課程
9 4 0 5 18 0 15

(9) (4) （0） (5) (18) （0） (15)

　水素エネルギーシステム専攻　修士課程
9 4 0 5 18 0 18

(9) (4) （0） (5) (18) （0） (18)

　機械工学専攻　博士後期課程
18 13 0 13 44 0 0

(18) (13) （0） (13) (44) （0） （0）

　機械工学専攻　修士課程
20 13 0 14 47 0 8

(20) (13) （0） (14) (47) （0） (8)

　化学工学専攻　博士後期課程
6 5 0 0 11 0 0

(6) (5) （0） （0） (11) （0） （0）

　化学工学専攻　修士課程
7 5 0 9 21 0 4

(7) (5) （0） (9) (21) （0） (4)

　応用化学専攻　博士後期課程　
14 19 0 9 42 0 12

(14) (19) （0） (9) (42) （0） (12)

　応用化学専攻　修士課程
15 21 0 9 45 0 8

(15) (21) （0） (9) (45) （0） (8)

　材料工学専攻　博士後期課程
9 6 0 0 15 0 8

(9) (6) （0） （0） (15) （0） (8)

工学府

　材料工学専攻　修士課程
9 6 0 0 15 0 4

(9) (6) （0） （0） (15) （0） (4)

  臨床薬学専攻　博士課程
9 4 3 1 17 0 0

(9) (4) (3) (1) (17) （0） （0）
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人

合　　　　計
1,335 1,142 120 605 3,202 1 941

(1,335) (1,142) (120) (605) (3,202) (1) (941)

計
1,331 1,137 120 604 3,192 1 941

(1,331) (1,137) (120) (604) (3,192) (1) (941)

　博士後期課程
28 17 0 4 49 0 136

(28) (17) （0） (4) (49) （0） (136)

マス・フォア・イノベーション連係学府

　博士前期課程
28 17 0 4 49 0 142

(28) (17) （0） (4) (49) （0） (142)

　ライブラリーサイエンス専攻　博士後期課程
4 5 0 0 9 0 0

(4) (5) （0） （0） (9) （0） （0）

　ライブラリーサイエンス専攻　修士課程
4 7 0 0 11 0 14

(4) (7) （0） （0） (11) （0） (14)

　オートモーティブサイエンス専攻　博士後期課程
12 8 0 0 20 0 6

(12) (8) （0） （0） (20) （0） (6)

馬出3丁目1番1号 

同上

福岡県福岡市東区

福岡県福岡市

西区元岡744

同上

同上

同上

同上

　生命科学科 4 12 48 学士(生命医科学) 1.15 平成19年度

医学部 － 1.04

　医学科 6 105 651 学士(医学） 1.06 昭和24年度

4 46 184 1.07 昭和24年度

45 180 1.08 平成2年度

3年次

理学部 学士(理学) 1.09

　物理学科 4 55 220 1.13 昭和24年度

　化学科 4 62 248 1.07 昭和24年度

　地球惑星科学科 4

　数学科 4 50 5 210 1.08 昭和24年度

　生物学科

経済学部 3年次 学士(経済学) 1.07

　経済・経営学科 4 141 － 564 1.06 平成12年度

　経済工学科 4 85 10 360 1.09 昭和52年度

4 189 － 756 学士(法学) 1.05 昭和24年度

4 105 420 1.04

文学部 － 学士(文学) 平成12年度

　人文学科 4

(1,204)

技 術 職 員
2,071 0 2,071

(2,071) （0） (2,071)

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
人 人 人

(1,204) （0）
1,204 0 1,204

そ の 他 の 職 員
45 0 45

(45) （0） (45)

図 書 館 職 員
67 0 67

(67) （0） (67)

共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

指 導 補 助 者
688 0 688

(688) （0） (688)

計
4,075 0 4,075

（4,075） (0) （4,075）

0㎡ 75,905,415㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

73,632,002㎡

648,535㎡

合 計 75,905,415㎡ 0㎡

校 舎 敷 地 2,273,413㎡ 0㎡ 0㎡ 2,273,413㎡

そ の 他 73,632,002㎡ 0㎡ 0㎡

0㎡ 0㎡ 648,535㎡

（　　　　648,535㎡） （　　　　　　0㎡） （　　　　　　0㎡） （　　　　648,535㎡）

校　　　舎

専　　用

346室 114室 359室 10室

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点

講 義 室 等 ・ 新 設 研 究 科 等
の 専 任 教 員 研 究 室

講義室 実験・実習室 演習室
新設研究科等の
専任教員研究室

図
書
・
設
備

新設研究科等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

7,434,882

（4,314,083〔1,837,428〕　） (79,963〔67,275〕) （116,855〔72,393〕） （40,049〔38,482〕） (70) (7,432,882)
大学全体

4,314,083〔1,837,428〕　 79,963〔67,275〕 116,855〔72,393〕　 40,049〔38,482〕　 70

7,434,882

（4,314,083〔1,837,428〕　） (79,963〔67,275〕) （116,855〔72,393〕） （40,049〔38,482〕） (70) (7,432,882)
計

4,314,083〔1,837,428〕　 79,963〔67,275〕 116,855〔72,393〕　 40,049〔38,482〕　 70

教員１人当り研究費等 - 千円 - 千円 - 千円 - 千円

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費の
見積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図書購入費 - 千円 - 千円 - 千円

- 千円

共同研究費等 - 千円 - 千円 - 千円 - 千円 - 千円

第３年次 第４年次 第５年次

- 千円 - 千円 - 千円

設備購入費

- 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 -

大 学 等 の 名 称 九州大学（Kyushu University）

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

- 千円 - 千円 - 千円 - 千円

151 604 1.10

学士(学術)

年 人

－ 平成30年度

年次 人 倍
【学部】

共創学部

　共創学科

教育学部 4 46 － 184 学士(教育学) 1.09 昭和24年度

法学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

- 千円 - 千円 - 千円 - 千円 - 千円 - 千円
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　九州大学・釜山大学校

　都市・建築学国際連携 令和5年度

　専攻

　　博士後期課程 3 2 2 1.00

中央区六本松4-2-1

福岡県福岡市

西区元岡744

同上

福岡県福岡市

西区元岡744

福岡県福岡市南区

塩原4丁目9番1号

福岡県福岡市

西区元岡744

福岡県福岡市

同上

同上

福岡県福岡市

西区元岡744

同上

同上

　　博士後期課程 3 14 42 0.68

　産業マネジメント専攻 経営修士(専門職) 平成15年度

　　専門職学位課程 2 45 90 1.01

　　博士後期課程 3

　経済システム専攻 平成15年度

　　修士課程 2 27 54 1.00

10 30 0.77

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【1】 【3】

平成16年度

　　専門職学位課程 3 45

　経済工学専攻 修士(経済学)
博士(経済学)

平成12年度

　　修士課程 2 20 40 1.30

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【1】 【2】

平成22年度

　　修士課程 2 72 134 0.67

　　博士後期課程 3

経済学府 －

17 51 0.33

法務学府 － 法務博士(専門職)

　実務法学専攻

135 0.79

　実践臨床心理学専攻 臨床心理修士
（専門職）

平成17年度

　　専門職学位課程 2 30 60 1.00

法学府 － 修士(法学)
博士(法学)

　法政理論専攻

　　修士課程 2 28 56 1.57

　　博士後期課程 3 7 20 1.29

　　博士後期課程 3 9 27 0.73

　空間システム専攻 平成12年度

　教育システム専攻 平成17年度

　　修士課程 2 19 38 0.82

　　博士後期課程 3 10 30 1.44

2

　行動システム専攻

　　博士後期課程 3 9 27 0.83

平成12年度

　　修士課程 2 11 22 1.09

60 120

　　博士後期課程 3 5 14 1.61

　　修士課程 2 17 34 1.24

人間環境学府 － 修士(人間環境学)
修士(文学）
修士(教育学）
修士(心理学）
修士(工学）
博士(人間環境学)
博士(文学)
博士(教育学)
博士(心理学)
博士(工学)

　都市共生デザイン専攻 平成12年度

　　修士課程

27 1.49

20 40 1.45

平成12年度

　人間共生システム専攻

地球社会統合科学府 － 修士(学術)
修士(理学)
博士(学術)
博士(理学)

　地球社会統合科学専攻 平成26年度

　　修士課程 2

平成12年度

2 20 40 0.60

0.71

　　博士後期課程 3 35 105 0.80

　　修士課程 2 20 40 0.79

　　博士後期課程 3 9

7 21 0.99

【大学院】

人文科学府 － 修士(文学)
博士(文学)

　人文基礎専攻

　　博士後期課程 3 9 27 0.65

　言語・文学専攻

　　修士課程

　歴史空間論専攻 平成12年度

　　修士課程

農学部 － 学士(農学)

　生物資源環境学科 4 226 904 1.07 平成10年度

2 16 32 0.94

　　博士後期課程 3

芸術工学部 － 学士(芸術工学)

　芸術工学科 4 187 748 1.09 令和2年度

平成12年度

　土木工学科 4 77 308 1.06 令和3年度

　建築学科 4 58 232 1.03 令和3年度

　船舶海洋工学科 4 34 136 0.97 令和3年度

　地球資源システム工学科 4 34 136 0.98 令和3年度

　応用化学科 4 72 288 1.10 令和3年度

　航空宇宙工学科 4 29 116 1.04 令和3年度

　量子物理工学科 4 38 152 0.99 令和3年度

令和3年度

　機械工学科 4 135 540 1.04 令和3年度

－ 学士(工学) 1.03

　電気情報工学科 4 153

　融合基礎工学科 4 57 20 268 0.99

612 1.02 令和3年度

　材料工学科

　化学工学科 4 38 152 1.01 令和3年度

3年次

薬学部 － 1.04

　創薬科学科 4 49 196 学士(創薬科学) 1.05 平成18年度

4 53 212 1.00 令和3年度

　臨床薬学科 6 30 180 学士(薬学) 1.03 平成18年度

工学部

歯学部 － 学士(歯学)

　歯学科 6 53 318 0.97 昭和42年度

　保健学科 4 134 536 学士(保健学）
学士(看護学）

1.03 平成14年度
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西区元岡744

同上

福岡県福岡市

同上

同上

福岡県福岡市東区

馬出3丁目1番1号 

同上

同上

　　博士後期課程 3 16 48 1.38

　土木工学専攻 令和3年度

　　修士課程 2 52 104 1.43

　共同資源工学専攻 平成29年度

　　修士課程 2 10 20 1.55

　　修士課程 2 20 40 1.45

　　博士後期課程 3 8 24 2.11

　　博士後期課程 3 8 24 0.90

　地球資源システム工学専攻 平成12年度

　船舶海洋工学専攻 令和3年度

　　修士課程 2 25 50 1.10

　　修士課程 2 30 60 1.03

　　博士後期課程 3 10 30 0.70

　　博士後期課程 3 10 30 0.98

　量子物理工学専攻 令和3年度

　航空宇宙工学専攻 平成12年度

　　修士課程 2 30 60 1.17

　　修士課程 2 35 70 1.04

　　博士後期課程 3 9 27 1.00

　　博士後期課程 3 16 48 1.00

　水素エネルギーシステム専攻 平成22年度

　機械工学専攻 平成22年度

　　修士課程 2 73 146 1.33

　　修士課程 2 30 60 0.98

　　博士後期課程 3 8 24 1.04

　化学工学専攻 令和3年度

　応用化学専攻 令和3年度

　　修士課程 2 68 136 1.11

　　博士後期課程 3 10 30 0.85

　　博士課程 4 5 20 0.75 平成24年度

工学府 － 修士(工学)
博士(工学)

　材料工学専攻

　　博士後期課程 3 18 54 1.68

令和3年度

　　修士課程

　　博士後期課程 3 12 36 1.61 平成24年度

　臨床薬学専攻 博士(臨床薬学)

2 43 86 1.07

薬学府 －

　創薬科学専攻 修士(創薬科学)
博士(創薬科学)

　　修士課程 2 55 110 0.99 平成22年度

　口腔科学専攻 修士（口腔科学） 令和5年度

　　修士課程 2 6 12 0.69

歯学府 － 博士(歯学)
博士(臨床歯学)
博士(学術)　歯学専攻 平成12年度

　　博士課程 4 43 172 1.01

3 10 30 1.03 平成21年度

　医療経営・管理学専攻 医療経営・管理学修士
(専門職)

平成13年度

　　専門職学位課程 2 20 40 1.11

　　修士課程 2 20 40 0.73

　保健学専攻 修士(看護学)
修士(保健学)
博士(看護学)
博士(保健学)

　　修士課程 2 27 54 0.98 平成19年度

　　博士後期課程

　　博士課程 4 107 428 1.18

　医科学専攻 修士(医科学) 平成15年度

医学系学府 －

　医学専攻 博士(医学) 平成20年度

システム生命科学府 －

修士(ｼｽﾃﾑ生命科学)
修士(理学)
修士(工学)
修士(情報科学)
博士(ｼｽﾃﾑ生命科学)
博士(理学)
博士(工学)
博士(情報科学)

　システム生命科学専攻 平成15年度

　　博士課程 5 54 270 0.93

【9】 【27】

54 108 1.04

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【8】 【16】

　　博士後期課程 3 14 42 0.71

数理学府 － 修士(数理学)
修士(技術数理学)
博士(数理学)
博士(機能数理学)

　数理学専攻 平成12年度

　　修士課程 2

　　博士後期課程 3 20 60 1.03

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

平成12年度

　　修士課程 2 41 82 1.09

　　修士課程 2 62 124 1.01

　　博士後期課程 3 19 57 0.68

　化学専攻 平成20年度

理学府 － 修士(理学)
博士(理学)

　物理学専攻 平成20年度

　　修士課程 2 41 82

　地球惑星科学専攻

1.26

　　博士後期課程 3 14 42 0.57

既
設
大
学
等
の
状
況
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同上

同上

春日公園6丁目1番地

福岡県福岡市

西区元岡744

福岡県春日市

福岡県福岡市

西区元岡744

福岡県福岡市南区

塩原4丁目9番1号

マス･フォア･イノベーション
連係学府

－ 修士(数理学)
修士(技術数理学)
修士(情報科学)
修士(理学)
修士(工学)
修士(学術)
修士(経済学)
博士(数理学)
博士(機能数理学)
博士(情報科学)
博士(理学)
博士(工学)
博士(学術)
博士(経済学)

令和4年度

　　博士前期課程 2 【12】 【24】 －

　　博士後期課程 3 【14】 【42】 －

　　修士課程 2 10 20 0.49 平成23年度

　　博士後期課程 3 3 9 0.84 平成25年度

　　博士後期課程 3 7 21 1.05

　ライブラリー
　サイエンス専攻

2 21 42 1.00

10 20 1.42 平成21年度

　　博士後期課程 3 3 10 0.60 平成23年度

　　博士後期課程 3 25 75 0.81

統合新領域学府 － 修士(感性学)
修士(芸術工学)
修士(工学)
修士(ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｻｲｴﾝｽ)
修士(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ)
修士(学術)
博士(感性学)
博士(芸術工学)
博士(工学)
博士(ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｻｲｴﾝｽ)
博士(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ)
博士(学術)

　ユーザー感性
　スタディーズ専攻
　　修士課程 2

　オートモーティブ
　サイエンス専攻

平成21年度

　　修士課程

　生命機能科学専攻 平成22年度

　　修士課程 2 99 198 1.04

　　修士課程 2 13 26 0.62

　　博士後期課程 3 5 15 0.90

63 0.83

　農業資源経済学専攻 平成22年度

　環境農学専攻 平成22年度

　　修士課程 2 66 132 0.99

　　博士後期課程 3 26 78 0.73

62 186 1.03

生物資源環境科学府 － 修士(農学)
博士(農学)

　資源生物科学専攻 平成22年度

　　修士課程 2

　　博士後期課程 3 21

66

総合理工学府 － 修士（理学）
修士（工学）
修士（学術）
博士（理学）
博士（工学）
博士（学術）

　総合理工学専攻 令和3年度

　　修士課程 2 172 344 1.28

　　博士後期課程 3

132 1.42

　　博士後期課程 3 16 48 1.06

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【1】 【3】

　　修士課程 2 65 130 1.32

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【1】 【2】

【9】

　電気電子工学専攻 令和3年度

【2】 【4】

　　博士後期課程 3 29 87 1.14

90 0.68

システム情報科学府 － 修士(情報科学)
修士（理学）
修士（工学）
修士（学術）
博士(情報科学)
博士（理学）
博士（工学）
博士（学術）

　情報理工学専攻 令和3年度

　　修士課程 2 105 210 1.28

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

（マス・フォア・イノベーション
連係学府の内数とする入学定員
数）

【3】

芸術工学府 － 修士(芸術工学)
修士(ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ)
博士(芸術工学)
博士(工学)

　芸術工学専攻 令和4年度

　　修士課程 2 120 240 1.32

　　博士後期課程 3 30
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３　私立の大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「講義室等・新設研究科等の専任教員研究室」，及び

　「図書・設備」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「講義室等・新設研究科等の専任教員研究室」，「

　図書・設備」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

（注）

１　共同教育課程の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設研究科等の目的」，「新設研究科等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に

　記入せず，斜線を引くこと。

２　「既設分」については，共同教育課程に係る数を除いたものとすること。

○演習林
　名　　称：九州大学農学部附属演習林
 目　　的：林学及び林産学に関する教育と研究を行うこと。
 所 在 地：(福岡演習林)福岡県糟屋郡篠栗町津波黒394

(宮崎演習林)宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内949
(北海道演習林)北海道足寄郡足寄町北五条1-85

　設置年月：大正11年5月
　規 模 等：土地面積（全演習林の合計）70,925,746㎡

○附属病院
　名　　称：九州大学病院
 目　　的：患者の診療を通じて医学､歯学の教育と研究を行うこと｡

  所 在 地：福岡市東区馬出3-1-1
　設置年月：昭和24年5月
　規 模 等：土地面積311,239㎡

（病院地区：九州大学病院､医学部､歯学部､薬学部､生体防御医学研究所）
校舎等敷地81,625㎡（九州大学病院）
病床数1,252床、診療科41科

○農場
名　　称：九州大学農学部附属農場
目　　的：農学に関する教育と研究を行うこと。
所 在 地：(農学部附属農場)福岡県福岡市西区元岡744番地

(高原農業実験実習場)大分県竹田市久住町久住字4045-4
　設置年月：大正10年4月
　規 模 等：土地面積196,533㎡(高原農業実験実習場を含む。)

〇薬草園
 名　  称：九州大学大学院薬学府附属薬用植物園
 目　  的：薬学に関する教育と研究を行うこと。

  所 在 地：福岡県福岡市東区馬出3-1-1（九州大学馬出地区内）
 設置年月：昭和49年4月設置

  規 模 等：2,400㎡

附属施設の概要
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令和6年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

令和7年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

九州大学 九州大学

共創学部 共創学部
　共創学科 105 － 420 　共創学科 105 － 420
文学部 文学部
　人文学科 151 － 604 　人文学科 151 － 604
教育学部 46 － 184 教育学部 46 － 184
法学部 189 756 法学部 189 756
経済学部 3年次 経済学部 3年次

　経済・経営学科 141 － 564 　経済・経営学科 141 － 564
　経済工学科 85 10 360 　経済工学科 85 10 360
理学部 3年次 理学部 3年次

　物理学科 55 － 220 　物理学科 55 － 220
　化学科 62 － 248 　化学科 62 － 248
　地球惑星科学科 45 － 180 　地球惑星科学科 45 － 180
　数学科 50 5 210 　数学科 50 5 210
　生物科学科 46 － 184 　生物科学科 46 － 184
医学部 医学部
　医学科 105 － 630 　医学科 105 － 630
　生命科学科 12 － 48 　生命科学科 12 － 48
　保健学科 134 － 536 　保健学科 134 － 536
歯学部 歯学部
　歯学科 53 － 318 　歯学科 53 － 318
薬学部 薬学部
　創薬科学科 49 － 196 　創薬科学科 49 － 196
　臨床薬学科 30 － 180 　臨床薬学科 30 － 180
工学部 3年次 工学部 3年次

　電気情報工学科 153 － 612 　電気情報工学科 153 － 612
　材料工学科 53 － 212 　材料工学科 53 － 212
　応用化学科 72 － 288 　応用化学科 72 － 288
　化学工学科 38 － 152 　化学工学科 38 － 152
　融合基礎工学科 57 20 268 　融合基礎工学科 57 20 268
　機械工学科 135 － 540 　機械工学科 135 － 540
　航空宇宙工学科 29 － 116 　航空宇宙工学科 29 － 116
　量子物理工学科 38 － 152 　量子物理工学科 38 － 152
　船舶海洋工学科 34 － 136 　船舶海洋工学科 34 － 136
　地球資源システム工学科 34 － 136 　地球資源システム工学科 34 － 136
　土木工学科 77 － 308 　土木工学科 77 － 308
　建築学科 58 － 232 　建築学科 58 － 232
芸術工学部 芸術工学部
　芸術工学科 187 － 748 　芸術工学科 187 － 748
農学部 農学部
　生物資源環境学科 226 － 904 　生物資源環境学科 226 － 904

【大学院】 【大学院】
人文科学府 人文科学府
　人文基礎専攻 　人文基礎専攻
　　　修士課程 16 － 32 　　　修士課程 16 － 32

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2）
　　　博士後期課程 7 － 21 　　　博士後期課程 7 － 21
　歴史空間論専攻 　歴史空間論専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （2） （4）
　　　博士後期課程 9 － 27 　　　博士後期課程 9 － 27
　言語・文学専攻 　言語・文学専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2）
　　　博士後期課程 9 － 27 　　　博士後期課程 9 － 27

国立大学法人九州大学　設置申請等に関わる組織の移行表

計 2,549 10,642 計 2,549 10,64235 35
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地球社会統合科学府 地球社会統合科学府
　地球社会統合科学専攻 　地球社会統合科学専攻
　　　修士課程 60 － 120 　　　修士課程 60 － 120
　　　博士後期課程 35 － 105 　　　博士後期課程 35 － 105
人間環境学府 人間環境学府
　都市共生デザイン専攻 　都市共生デザイン専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40
　　　博士後期課程 4 － 12 　　　博士後期課程 4 － 12
　人間共生システム専攻 　人間共生システム専攻
　　　修士課程 11 － 22 　　　修士課程 11 － 22
　　　博士後期課程 9 － 27 　　　博士後期課程 9 － 27
　行動システム専攻 　行動システム専攻
　　　修士課程 17 － 34 　　　修士課程 17 － 34

　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30

　教育システム専攻 　教育システム専攻
　　　修士課程 19 － 38 　　　修士課程 19 － 38
　　　博士後期課程 9 － 27 　　　博士後期課程 9 － 27
　空間システム専攻 　空間システム専攻
　　　修士課程 28 － 56 　　　修士課程 28 － 56
　　　博士後期課程 6 － 18 　　　博士後期課程 6 － 18
　九州大学・釜山大学校都市・建築学国際連携専攻 　九州大学・釜山大学校都市・建築学国際連携専攻

　　　博士後期課程 2 - 6 　　　博士後期課程 2 - 6
　実践臨床心理学専攻 　実践臨床心理学専攻
　　　専門職学位課程 30 － 60 　　　専門職学位課程 30 － 60
法学府 法学府 －
　法政理論専攻 　法政理論専攻
　　　修士課程 72 － 134 　　　修士課程 72 － 134
　　　博士後期課程 17 － 51 　　　博士後期課程 17 － 51
法務学府 法務学府
　実務法学専攻 　実務法学専攻
　　　専門職学位課程 45 － 135 　　　専門職学位課程 45 － 135
経済学府 経済学府 －
　経済工学専攻 　経済工学専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2）
　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （3） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （3）
　経済システム専攻 　経済システム専攻
　　　修士課程 27 － 54 　　　修士課程 27 － 54
　　　博士後期課程 14 － 42 　　　博士後期課程 14 － 42
　産業マネジメント専攻 　産業マネジメント専攻
　　　専門職学位課程 45 － 90 　　　専門職学位課程 45 － 90
理学府 理学府
　物理学専攻 　物理学専攻
　　　修士課程 41 － 82 　　　修士課程 41 － 82
　　　博士後期課程 14 － 42 　　　博士後期課程 14 － 42
　化学専攻 　化学専攻
　　　修士課程 62 － 124 　　　修士課程 62 － 124
　　　博士後期課程 19 － 57 　　　博士後期課程 19 － 57
　地球惑星科学専攻 　地球惑星科学専攻
　　　修士課程 41 － 82 　　　修士課程 41 － 82
　　　博士後期課程 14 － 42 　　　博士後期課程 14 － 42
数理学府 数理学府
　数理学専攻 　数理学専攻
　　　修士課程 54 － 108 　　　修士課程 54 － 108
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （8） （16） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （8） （16）
　　　博士後期課程 20 － 60 　　　博士後期課程 20 － 60
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （9） （27） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （9） （27）
システム生命科学府 システム生命科学府
　システム生命科学専攻 　システム生命科学専攻
　　　博士課程 54 － 270 　　　博士課程 54 － 270
医学系学府 医学系学府
　医学専攻 　医学専攻
　　　博士課程 107 － 428 　　　博士課程 107 － 428
　医科学専攻 　医科学専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40
　保健学専攻 　保健学専攻
　　　修士課程 27 － 54 　　　修士課程 27 － 54
　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30
　医療経営・管理学専攻 　医療経営・管理学専攻
　　　専門職学位課程 20 － 40 　　　専門職学位課程 20 － 40
歯学府 歯学府
  口腔科学専攻   口腔科学専攻
　　　修士課程 6 - 12 　　　修士課程 6 - 12
　歯学専攻 　歯学専攻
　　　博士課程 43 － 172 　　　博士課程 43 － 172
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薬学府 薬学府
　創薬科学専攻 　創薬科学専攻
　　　修士課程 55 － 110 　　　修士課程 55 － 110
　　　博士後期課程 12 － 36 　　　博士後期課程 12 － 36
　臨床薬学専攻 　臨床薬学専攻
　　　博士課程 5 － 20 　　　博士課程 5 － 20
工学府 工学府
　材料工学専攻 　材料工学専攻
　　　修士課程 43 － 86 　　　修士課程 43 － 86
　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30
　応用化学専攻 　応用化学専攻
　　　修士課程 68 － 136 　　　修士課程 68 － 136
　　　博士後期課程 18 － 54 　　　博士後期課程 18 － 54
　化学工学専攻 　化学工学専攻
　　　修士課程 30 － 60 　　　修士課程 30 － 60
　　　博士後期課程 8 － 24 　　　博士後期課程 8 － 24
　機械工学専攻 　機械工学専攻
　　　修士課程 73 － 146 　　　修士課程 73 － 146
　　　博士後期課程 16 － 48 　　　博士後期課程 16 － 48
　水素エネルギーシステム専攻 　水素エネルギーシステム専攻
　　　修士課程 35 － 70 　　　修士課程 35 － 70
　　　博士後期課程 9 － 27 　　　博士後期課程 9 － 27
　航空宇宙工学専攻 　航空宇宙工学専攻
　　　修士課程 30 － 60 　　　修士課程 30 － 60
　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30
　量子物理工学専攻 　量子物理工学専攻
　　　修士課程 30 － 60 　　　修士課程 30 － 60
　　　博士後期課程 10 － 30 　　　博士後期課程 10 － 30
　船舶海洋工学専攻 　船舶海洋工学専攻
　　　修士課程 25 － 50 　　　修士課程 25 － 50
　　　博士後期課程 8 － 24 　　　博士後期課程 8 － 24
　地球資源システム工学専攻 　地球資源システム工学専攻
　　　修士課程 20 － 40 　　　修士課程 20 － 40
　　　博士後期課程 8 － 24 　　　博士後期課程 8 － 24
　共同資源工学専攻 　共同資源工学専攻
　　　修士課程 10 － 20 　　　修士課程 10 － 20
　土木工学専攻 　土木工学専攻
　　　修士課程 52 － 104 　　　修士課程 52 － 104
　　　博士後期課程 16 － 48 　　　博士後期課程 16 － 48
芸術工学府 芸術工学府
　芸術工学専攻 　芸術工学専攻
　　　修士課程 120 － 240 　　　修士課程 120 － 240
　　　博士後期課程 30 － 90 　　　博士後期課程 30 － 90
システム情報科学府 システム情報科学府
　情報理工学専攻 　情報理工学専攻
　　　修士課程 105 － 210 　　　修士課程 135 － 270 定員変更（＋３０）

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （2） （4） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （2） （4）
　　　博士後期課程 29 － 87 　　　博士後期課程 29 － 87
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （3） （9） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （3） （9）
　電気電子工学専攻 　電気電子工学専攻
　　　修士課程 65 － 130 　　　修士課程 95 － 190 定員変更（＋３０）

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （2）
　　　博士後期課程 16 － 48 　　　博士後期課程 16 － 48
（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （3） （うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （1） （3）
総合理工学府 総合理工学府
　総合理工学専攻 　総合理工学専攻
　　　修士課程 172 － 344 　　　修士課程 172 － 344
　　　博士後期課程 62 － 186 　　　博士後期課程 60 － 180 定員変更（△２）

　九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻

　　　博士後期課程 2 - 6 設置届出（専攻）

生物資源環境科学府 生物資源環境科学府
　資源生物科学専攻 　資源生物科学専攻
　　　修士課程 66 － 132 　　　修士課程 66 － 132
　　　博士後期課程 26 － 78 　　　博士後期課程 26 － 78
　環境農学専攻 　環境農学専攻
　　　修士課程 66 － 132 　　　修士課程 66 － 132
　　　博士後期課程 21 － 63 　　　博士後期課程 21 － 63
　農業資源経済学専攻 　農業資源経済学専攻
　　　修士課程 13 － 26 　　　修士課程 13 － 26
　　　博士後期課程 5 － 15 　　　博士後期課程 5 － 15
　生命機能科学専攻 　生命機能科学専攻
　　　修士課程 99 － 198 　　　修士課程 99 － 198
　　　博士後期課程 25 － 75 　　　博士後期課程 25 － 75
統合新領域学府 統合新領域学府
 ユーザー感性スタディーズ専攻  ユーザー感性スタディーズ専攻
　　　修士課程 10 － 20 　　　修士課程 10 － 20
　　　博士後期課程 3 － 9 　　　博士後期課程 3 － 9
　オートモーティブサイエンス専攻 　オートモーティブサイエンス専攻
　　　修士課程 21 － 42 　　　修士課程 21 － 42
　　　博士後期課程 7 － 21 　　　博士後期課程 7 － 21
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　ライブラリーサイエンス専攻 　ライブラリーサイエンス専攻
　　　修士課程 10 － 20 　　　修士課程 10 － 20

（うち、研究科等連係課程実施基本組織に割り当てる定員数） （2） （4）
　　　博士後期課程 3 － 9 　　　博士後期課程 3 － 9

　　  博士前期課程 <12> － <24> 　　  博士前期課程 <12> － <24>
　　　博士後期課程 <14> － <42> 　　　博士後期課程 <14> － <42>

人文情報連係学府
　　  修士課程 <6> － <12> 設置届出

<26> － <66> <32> － <78>

※　<　>は、研究科等連係課程実施基本組織の定員数であり、各連係協力学府の定員の内数

2,778 － 6,633
計 計

2,718 6,513－

マス・フォア・イノベーション連係学府マス・フォア・イノベーション連係学府
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別記様式第２号・別添１

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

九州大学・アント
ワープ大学・総合理
工学国際連携専攻

10 4
九州大学・アント
ワープ大学・総合理
工学国際連携専攻

10 4

総合理工学府総合
理工学専攻

123 46

計 133 50 計 10 4

総合理工学府総合
理工学専攻

123 46

計 123 46

計 計 0 0

計

設 置 の 前 後 に お け る 学 位 等 及 び 専 任 教 員 の 所 属 の 状 況

届 出 時 に お け る 状 況
新 設 学 部 等 の 学 年 進 行
終 了 時 に お け る 状 況

学部等の名称

授与する学位等

異 動 先

専任教員

学部等の名称

授与する学位等

異 動 元

専任教員

理学関係

大学院総合理工
学府
総合理工学専攻

博士（理学）
博士（工学）
博士（学術）

理学関係
工学関係

大学院総合理工
学府
総合理工学専攻

博士（理学）
博士（工学）
博士（学術）

理学関係
工学関係

九州大学・アント
ワープ大学・総
合理工学国際連
携専攻

博士（理学）
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別記様式第２号・別添２

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

開設又は
改編時期

昭和59年4月

昭和61年4月

平成2年4月

平成2年4月

平成12年4月

令和3年4月

令和7年4月
大学院総合理工学府　九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連
携専攻　設置

理学 　　設置届出（専攻）

令和3年4月

大学院総合理工学府　大気海洋環境システム学専攻の学生募集停止

― 学生募集停止（専攻）

大学院総合理工学府　量子プロセス理工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学府　物質理工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学府　先端エネルギー理工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学府　環境エネルギー工学専攻の学生募集停止

学府・研究院制度創設により大学院総合理工学研究科が大学院総合
理工学府となる

― ―

大学院総合理工学府　総合理工学専攻　設置
工学
理学

設置届出（専攻）

学生募集停止（専攻）

大学院総合理工学研究科　分子工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学研究科　エネルギー変換工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学研究科　熱エネルギーシステム工学専攻の学生募
集停止

―

―

―

―

大学院総合理工学研究科　高エネルギー物質科学専攻の学生募集停
止

―

大学院総合理工学研究科　環境エネルギー工学専攻　設置

大学院総合理工学研究科　物質理工学専攻　設置

大学院総合理工学研究科　先端エネルギー理工学専攻　設置

平成10年4月

大学院総合理工学研究科　材料開発工学専攻の学生募集停止

大学院総合理工学研究科　情報システム学専攻の学生募集停止 ― 学生募集停止（専攻）

大学院総合理工学研究科　大気海洋環境システム学専攻　設置
工学
理学

設置認可（研究科）

大学院総合理工学研究科　高エネルギー物質科学専攻　設置
工学
理学

設置届出（専攻）

大学院総合理工学研究科　熱エネルギーシステム工学専攻　設置
工学
理学

設置届出（専攻）

工学
理学

基 礎 と な る 学 部 等 の 改 編 状 況

改　　編　　内　　容　　等
学 位 又 は
学 科 の 分 野

手 続 き の 区 分

設置届出（専攻）

工学
理学

昭和54年4月

大学院総合理工学研究科　材料開発工学専攻　設置

大学院総合理工学研究科　分子工学専攻　設置

大学院総合理工学研究科　エネルギー変換工学専攻　設置

大学院総合理工学研究科　情報システム学専攻　設置

平成10年4月

大学院総合理工学研究科　量子プロセス理工学専攻　設置

設置届出（専攻）
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

小

計

教

授

に

相

当

す

る

教

員

准

教

授

に

相

当

す

る

教

員

講

師

に

相

当

す

る

教

員

助

教

に

相

当

す

る

教

員

助

手

に

相

当

す

る

教

員

小

計

合

計

－ 1～3通 九州大学・アントワープ大学 － － － － － － 4 5 1 10 9 9 19

－ － － － － － 4 5 1 10 9 9 19

１学年の学期区分

１学期の授業期間

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 開設大学等 開設単位数（必修）

別記様式第２号（その２の３）
（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 育 課 程 等 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）
（九州大学・アントワープ大学　総合理工学国際連携専攻）

科目
区分

授業科目の名称

共
同
開
設
科
目

配当年次

主
要
授
業
科
目

開設大学

単位数 授業形態
基幹教員等の配置

備考

申請大学 連携外国大学

研
究
指
導

（研究指導）

合計（１科目） －

学位 　博士（理学） 学位の分野 　理学関係

授業期間等

九州大学 －

アントワープ大学 －

共同開設科目 １時限の授業の標準時間

【修了要件】
　本専攻に３年以上在学し、かつ、両大学の研究指導の下で行う国際共同研究（相手側
大学で原則６か月以上の研究を含む）に参画し、博士論文の審査及び最終試験に合格す
ること。

－

－

－ －

基本計画書-15



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

小
　
計

教

授

に

相

当

す

る

教

員

准

教

授

に

相

当

す

る

教

員

講

師

に

相

当

す

る

教

員

助

教

に

相

当

す

る

教

員

助

手

に

相

当

す

る

教

員

小
　
計

合
　
計

－ 1～3通 九州大学 － － － － － － 4 5 1 10 10

－ － － － － － 4 5 1 10 10

１学年の学期区分

１学期の授業期間

別記様式第２号（その２の３）
（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 育 課 程 等 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）
（九州大学・アントワープ大学　総合理工学国際連携専攻）（九州大学）

科目
区分

授業科目の名称

共
同
開
設
科
目

配当年次

主
要
授
業
科
目

開設大学

単位数 授業形態
基幹教員等の配置

備考

申請大学 連携外国大学

研
究
指
導

（研究指導）

合計（１科目） －

学位 　博士（理学） 学位の分野 　理学関係

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 開設大学等 開設単位数（必修） 授業期間等

【修了要件】
　本専攻に３年以上在学し、かつ、両大学の研究指導の下で行う国際共同研究（相手側
大学で原則６か月以上の研究を含む）に参画し、博士論文の審査及び最終試験に合格す
ること。

九州大学 － －

－ － －

共同開設科目 － １時限の授業の標準時間 －
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

小
　
計

教

授

に

相

当

す

る

教

員

准

教

授

に

相

当

す

る

教

員

講

師

に

相

当

す

る

教

員

助

教

に

相

当

す

る

教

員

助

手

に

相

当

す

る

教

員

小
　
計

合
　
計

－ 1～3通 アントワープ大学 － － － － － － 9 9 9

－ － － － － － 9 9 9

１学年の学期区分

１学期の授業期間

別記様式第２号（その２の３）
（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 育 課 程 等 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）
（九州大学・アントワープ大学　総合理工学国際連携専攻）（アントワープ大学）

科目
区分

授業科目の名称

共
同
開
設
科
目

配当年次

主
要
授
業
科
目

開設大学

単位数 授業形態
基幹教員等の配置

備考

申請大学 連携外国大学

研
究
指
導

（研究指導）

合計（１科目） －

学位 　博士（理学） 学位の分野 　理学関係

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 開設大学等 開設単位数（必修） 授業期間等

【修了要件】
　本専攻に３年以上在学し、かつ、両大学の研究指導の下で行う国際共同研究（相手側
大学で原則６か月以上の研究を含む）に参画し、博士論文の審査及び最終試験に合格す
ること。

－ － －

アントワープ大学 － －

共同開設科目 － １時限の授業の標準時間 －
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1通 4 ○ 52 48

　 　

2通 4 　 ○ 52 48

　 　

－ 4 4 52 48

2後③ 2 　 ○ 52 48

　

3前①～② 2 　 ○ 52 48

　 　

3前①～② 2 ○ 52 48

－ 2 4 　 52 48

1後③ 2 ○ 5

1後③ 2 ○ 5

1後③～④ 2 ○ 1

2前② 1 ○ 3 2

2後③ 1 ○ 3 1

1～3通 1 ○ 52 48

１前① 1 ○ 1

１後③ 1 ○ 1

2前① 1 ○ 3 2

2後④ 1 ○ 3 2

　

１前① 1 ○ 1

１前① 1 ○ 1

１前① 1 ○ 1

１前① 1 ○ 1

１前① 1 ○ 1

１前① 1 ○ 1

１後③ 1 ○ 1

－ 0 20 52 48

－ 6 28 52 48

－

合計（22科目） －

 (エネルギー・環境理工学特論 Ⅴ)

Advanced Course on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅵ

 (エネルギー・環境理工学特論 Ⅵ)

小計（17科目）

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅲ

 (エネルギー・環境理工学演習 Ⅲ)

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅳ

 (総合理工学キャリア形成演習）

 (エネルギー・環境理工学演習 Ⅳ)

IGSES Career Development

 (実践的インターンシップ I)

Practical Internship II

 (実践的インターンシップ II)

Advanced Course on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅴ

International Collaborative Research

（国際共同研究演習)

Advanced Course on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅳ

 (エネルギー・環境理工学特論 Ⅳ)

Advanced Course on Energy and Environmental Science and Engineering Ⅲ

 (日本語基礎)

Practical Internship I

－

産
学
・
国
際
連
携
力
強
化
科
目

国内研究インターンシップD

Industrial Structure of Japan

 (日本産業論)

Fundamentals of Japanese Communication

 (Internship Research D)

国際研究インターンシップD

 (International Internship Research D)

Fundamentals on Green Engineering

 (グリーンエンジニアリング基礎)

Exercise of Project Management

 (プロジェクトマネジメント演習)

Conference Design & Organizing

 (国際会議企画・組織・運営実習)

 (エネルギー・環境理工学特論 Ⅲ)

博
士
論
文

演
習
科
目

総合理工学博士論文演習

小計（3科目）

 (Tutorial Exercises on Advanced Engineering Sciences)

研究指導演習

 (Research Guidance Exercises)

Exercise for Journal Paper Writing

 (研究論文執筆演習)

講
究
科
目

総合理工学特別講究第一

総合理工学特別講究第二

小計（2科目） －

 (Tutorials on Advanced Engineering Sciences I)

 (Tutorials on Advanced Engineering Sciences Ⅱ)

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（総合理工学府 総合理工学専攻（博士後期））

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考
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卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

（修了要件）博士後期課程に３年以上在学し、授業科目について１０単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格する
こととする。
  ただし、総長が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者
については、博士後期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

（履修方法）授業科目の履修に当たっては、次の条件を満たすものとする。
　　講究科目で実施される必修４単位。
　　博士論文演習科目で実施される必修２単位。
　　各学期の始めに、履修しようとする授業科目を、メンターの指示に従って選定
　　すること。

<<Green Asia教育プログラム>>
（修了要件）［上記に同じ。］
（履修方法）授業科目の履修に当たっては、満たすべき条件として次が追加され
る。
　本教育プログラムの指定する２種類の選択必修（GA選択必修C、および、GA選択
 必修D）科目各２単位づつ、合計４単位以上。
　　　「GA選択必修C」の科目は以下のとおり。
　　　　　研究指導演習 (Research Guidance Exercises)
　　　　　Exercise for Journal Paper Writing（研究論文執筆演習）
　　　「GA選択必修D」の科目は以下のとおり。
　　　　　国内研究インターンシップD (Internship Reserch D)
　　　　　国際研究インターンシップD (International Internship Reserch D)

<<IEI教育プログラム>>
（修了要件）博士後期課程に３年以上在学し、授業科目について１５単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格する
こととする。ただし、総長が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績
を上げた者については、博士後期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。
（履修方法）授業科目の履修に当たっては、満たすべき条件として次が追加され
る。
　　本教育プログラムの指定する必修（IEI必修）科目４単位
　　本教育プログラムの指定する選択必修（IEI選択必修）科目３単位以上

     「IEI必修」の科目は以下のとおり。
　　　　　Fundamentals on Green Engineering（グリーンエンジニアリング基礎）
　　　　　Exercise of Project Management（プロジェクトマネジメント演習）
　　　　　Conference Design & Organizing（国際会議企画・組織・運営実習）
　　　　　International Collaborative Research（国際共同研究演習）
　　　「IEI選択必修」の科目は以下のとおり。
　　　　　Industrial Structure of Japan（日本産業論）
　　　　　Fundamentals of Japanese Communication（日本語基礎）
　　　　　Practical Internship I （実践的インターンシップ　I）
　　　　　Practical Internship II （実践的インターンシップ II）

１学年の学期区分 2学期

学位又は称号
博士（工学）
博士（理学）
博士（学術）

学位又は学科の分野
工学関係
理学関係

１学期の授業期間 15週

１時限の授業時間 90分
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開設大学
授業科目
の名称

主要
授業
科目

講義等の内容 備考

（概要）博士論文研究推進のため、研究指導教員が指導を行い、研究の深化を図る。
  具体的な指導内容は以下のとおり。
 (1)個々の学生ごとに設置される研究指導委員会との議論や委員会からの助言や指導に
   基づく研究計画書の作成と学会等への研究発表、博士論文の作成の指導。
 (2)相手側大学に滞在し遂行する「リサーチワーク」型の国際共同研究の実施。
 (3)国際共同研究の成果の国際会議、国際学術誌等への公表及びそれに伴う助言・指導。

（1 Sara BALS）
   先端ナノ構造材料へのin-situを含む電子線トモグラフィーの応用と開発に関連
  した研究
（2 Sandra VAN AERT）
   原子位置、原子タイプ、化学濃度の定量的測定を可能な限り高精度で行うことを
  目的としたモデルベース電子顕微鏡の分野における新たな展開に関連した研究
（3 Johan VERBEECK）
   電子ビームを用いた新しい測定スキームの開発電子ビームを用いた補償光学電子
  エネルギー損失分光法に関連した研究
（4 Joke HADERMANN）
   電子線結晶学による材料（特にペロブスカイト系材料とリチウム電池正極材料）
  の結晶構造解析に関連した研究
（5 Dirk LAMOEN）
   第一原理（量子力学的）電子構造計算による、物質の構造、電子、光学、磁気特性
  の評価。半導体や絶縁体における欠陥や不純物の影響の評価。に関連した研究

（6 Milorad MILOSEVIC）
   材料物理問題のための高性能計算 特定の電子的、磁気的、光学的性能のために原子
  レベルで設計された機能性材料における量子効果の記述、機能性材料における量子
  効果の記述新しい機能性材料に基づく電子デバイスの設計、エンジニアリング、特性
  評価に関連した研究
（7 Bart PARTOENS）
   第一原理（量子力学的）電子構造計算を用いた物質の構造、電子、光学、磁気特性
  の評価(量子力学的な）電子構造計算による物質の構造・電子・光学・磁気特性の
  評価。半導体や絶縁体における欠陥や不純物の影響の評価に関連した研究
（8 Annemie BOGAERTS）
   様々なアプリケーションのためのプラズマとプラズマ表面相互作用の実験的・計算的
  研究に関連した研究
（9 Erik NEYTS）
   原子スケールシミュレーション、分子動力学とモンテカルロ法、長時間スケール動
  力学、プラズマ-表面相互作用の密度汎関数理論、カーボンナノチューブを含む計算
  技術。プラズマ-表面相互作用、カーボンナノチューブとグラフェン、プラズマ触媒、
  ナノクラスターとPECVDに関連した研究

別記様式第２号（その３の３）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）

（総合理工学府 九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻）

科目
区分

九州大学

（概要）博士論文研究推進のため、研究指導教員が指導を行い、研究の深化を図る。
 具体的な指導内容は以下のとおり。
 (1)個々の学生ごとに設置される研究指導委員会との議論や委員会からの助言や指導に
  基づく研究計画書の作成と学会等への研究発表、博士論文の作成の指導。
 (2)相手側大学に滞在し遂行する「リサーチワーク」型の国際共同研究の実施。
 (3)国際共同研究の成果の国際会議、国際学術誌等への公表及びそれに伴う助言・指導。

（1 波多 聰）
    金属および超伝導材料の微細組織解析、合金の相変態、電子線トモグラフィー に
   関連した研究
（2 吾郷 浩樹）
    グラフェンや六方晶窒化ホウ素などの二次元物質の成長とエレクトロニクスへの
   応用に関連した研究
（3 飯久保 智）
    第一原理計算と計算状態図を活用した新物質探索、金属組織制御法の開発に関連
   した研究
（4 吉武 剛）
    ナノダイヤモンド膜の創製と硬質被膜、インプラント、NVセンター、ダイヤモンド
   デバイスへの応用に関連した研究
（5 光原 昌寿）
    構造用金属材料、力学特性、クリープ変形とその強化、転位論、電子顕微鏡による
　 微細組織評価に関連した研究
（6 斉藤 光）
    電子顕微鏡 / 電子線分光 に関連した研究
（7 辻 雄太）
    計算化学、量子化学、理論化学、表面科学に関連した研究
（8 山本 圭介）
    IV族半導体材料・デバイス化技術・評価技術に関連した研究
（9 石田　洋平）
    微細構造材料解析・イノベーションに関連した研究
（10 赤嶺 大志）
    合金の相変態、形状記憶合金、磁性材料、電子顕微鏡による微細組織評価に関連した
   研究（演習、実験及び指導補助）

研
究
指
導

(研究指導)

研
究
指
導

アント
ワープ
大学

(研究指導)

1

基本計画書-20



開設大学
授業科目
の名称

主要
授業
科目

講義等の内容 備考

九州大学 (研究指導)

（概要）博士論文研究推進のため、研究指導教員が指導を行い、研究の深化を図る。
 具体的な指導内容は以下のとおり。
 (1)個々の学生ごとに設置される研究指導委員会との議論や委員会からの助言や指導に
  基づく研究計画書の作成と学会等への研究発表、博士論文の作成の指導。
 (2)相手側大学に滞在し遂行する「リサーチワーク」型の国際共同研究の実施。
 (3)国際共同研究の成果の国際会議、国際学術誌等への公表及びそれに伴う助言・指導。

（1 波多 聰）
    金属および超伝導材料の微細組織解析、合金の相変態、電子線トモグラフィー に
   関連した研究
（2 吾郷 浩樹）
    グラフェンや六方晶窒化ホウ素などの二次元物質の成長とエレクトロニクスへの
   応用に関連した研究
（3 飯久保 智）
    第一原理計算と計算状態図を活用した新物質探索、金属組織制御法の開発に関連
   した研究
（4 吉武 剛）
    ナノダイヤモンド膜の創製と硬質被膜、インプラント、NVセンター、ダイヤモンド
   デバイスへの応用に関連した研究
（5 光原 昌寿）
    構造用金属材料、力学特性、クリープ変形とその強化、転位論、電子顕微鏡による
　 微細組織評価に関連した研究
（6 斉藤 光）
    電子顕微鏡 / 電子線分光 に関連した研究
（7 辻 雄太）
    計算化学、量子化学、理論化学、表面科学に関連した研究
（8 山本 圭介）
    IV族半導体材料・デバイス化技術・評価技術に関連した研究
（9 石田　洋平）
    微細構造材料解析・イノベーションに関連した研究
（10 赤嶺 大志）
    合金の相変態、形状記憶合金、磁性材料、電子顕微鏡による微細組織評価に関連した
   研究（演習、実験及び指導補助）

研
究
指
導

別記様式第２号（その３の３）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）

（総合理工学府 九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻）（九州大学）

科目
区分

2
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開設大学
授業科目
の名称

主要
授業
科目

講義等の内容 備考

（概要）博士論文研究推進のため、研究指導教員が指導を行い、研究の深化を図る。
  具体的な指導内容は以下のとおり。
 (1)個々の学生ごとに設置される研究指導委員会との議論や委員会からの助言や指導に
   基づく研究計画書の作成と学会等への研究発表、博士論文の作成の指導。
 (2)相手側大学に滞在し遂行する「リサーチワーク」型の国際共同研究の実施。
 (3)国際共同研究の成果の国際会議、国際学術誌等への公表及びそれに伴う助言・指導。

（1 Sara BALS）
   先端ナノ構造材料へのin-situを含む電子線トモグラフィーの応用と開発に関連
  した研究
（2 Sandra VAN AERT）
   原子位置、原子タイプ、化学濃度の定量的測定を可能な限り高精度で行うことを
  目的としたモデルベース電子顕微鏡の分野における新たな展開に関連した研究
（3 Johan VERBEECK）
   電子ビームを用いた新しい測定スキームの開発電子ビームを用いた補償光学電子
  エネルギー損失分光法に関連した研究
（4 Joke HADERMANN）
   電子線結晶学による材料（特にペロブスカイト系材料とリチウム電池正極材料）
  の結晶構造解析に関連した研究
（5 Dirk LAMOEN）
   第一原理（量子力学的）電子構造計算による、物質の構造、電子、光学、磁気特性
  の評価。半導体や絶縁体における欠陥や不純物の影響の評価。に関連した研究

（6 Milorad MILOSEVIC）
   材料物理問題のための高性能計算 特定の電子的、磁気的、光学的性能のために原子
  レベルで設計された機能性材料における量子効果の記述、機能性材料における量子
  効果の記述新しい機能性材料に基づく電子デバイスの設計、エンジニアリング、特性
  評価に関連した研究
（7 Bart PARTOENS）
   第一原理（量子力学的）電子構造計算を用いた物質の構造、電子、光学、磁気特性
  の評価(量子力学的な）電子構造計算による物質の構造・電子・光学・磁気特性の
  評価。半導体や絶縁体における欠陥や不純物の影響の評価に関連した研究
（8 Annemie BOGAERTS）
   様々なアプリケーションのためのプラズマとプラズマ表面相互作用の実験的・計算的
  研究に関連した研究
（9 Erik NEYTS）
   原子スケールシミュレーション、分子動力学とモンテカルロ法、長時間スケール動
  力学、プラズマ-表面相互作用の密度汎関数理論、カーボンナノチューブを含む計算
  技術。プラズマ-表面相互作用、カーボンナノチューブとグラフェン、プラズマ触媒、
  ナノクラスターとPECVDに関連した研究

(研究指導)
アント
ワープ
大学

研
究
指
導

別記様式第２号（その３の３）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要 （ 国 際 連 携 学 科 等 ）

（総合理工学府 九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻）（アントワープ大学）

科目
区分

3
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国立大学法人等施設実態報告　(様式２)
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九州大学学則（案） 

平成１６年度九大規則第１号                 

制  定：平成１６年 ４月 １日 

最終改正：令和 ７年  月  日 

（令和６年度九大規則第  号） 

目次 

第１章 総則（第１条～第２条の２） 

第２章 組織等（第３条～第１７条の２） 

第３章 役員、職員等（第１８条～第２６条） 

第４章 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び総長選考・監察会議（第２７条～第３０条） 

第５章 教授会（第３１条） 

第６章 雑則（第３２条） 

附則 

  第１章 総則 

 （目的等） 

第１条 九州大学（以下「本学」という。）は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）の精

神に則り、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知

的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。      【学教法第８３条】 

２ 本学は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供すること

により、社会の発展に寄与するものとする。 

 （自己評価等） 

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、

本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するも

のとする。                           【学教法第１０９条】 

２ 本学は、前項の自己点検・評価及び第三者評価等多様な評価の結果を本学の目標・計画に反

映させ、不断の改革に努めるものとする。 

（教育研究活動状況の公表） 

第２条の２ 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の

状況を公表するものとする。 【学教法第１１３条】 

  第２章 組織等 

 （学部）  

第３条 本学に、次の表に掲げるとおり、学部及び学科を置く。 

 【学教法第８５条】【大学設置基準第４条】 

学 部 学    科 

共創学部 共創学科 

文学部 人文学科 

教育学部 

法学部 

経済学部 経済・経営学科、経済工学科 

理学部 物理学科、化学科、地球惑星科学科、数学科、生物学科 
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医学部 医学科、生命科学科、保健学科 

 

歯学部 

 

歯学科 

 

薬学部 

 

創薬科学科、臨床薬学科 

 

工学部 

 

 

 

電気情報工学科、材料工学科、応用化学科、化学工学科、融合基礎工学科、機械

工学科、航空宇宙工学科、量子物理工学科、船舶海洋工学科、地球資源システム

工学科、土木工学科、建築学科 

 

芸術工学部 

 

芸術工学科 

 

農学部 

 

 

生物資源環境学科 

 

２ 学部又は学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に規則で定め

る。                              【大学設置基準第２条】 

３ 学部又は学科ごとの卒業認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入

学者の受入れに関する方針は、別に定める。 

４ 学部の教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分野に応

じ、必要な教員及び事務職員等からなる組織を編制するものとする。 

【大学設置基準第７条】 

５ 前項に定める組織の編制に当たっては、学部の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に

行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を

確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 【大学設置基準第７条】 

６ 前２項に基づき編制する組織のうち各学部の教員組織の編制その他必要な事項は、別に規則

で定める。 

７ 学部の修業年限、教育課程、学生の入学、退学、卒業その他の学生の修学上必要な事項は、

九州大学学部通則（平成１６年度九大規則第２号）で定める。 

 （大学院） 

第４条 本学に、九州大学大学院（以下「本大学院」という。）を置く。  【学教法第９７条】 

２ 本大学院は、本学の目的に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又

は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展

に寄与することを目的とする。                   【学教法第９９条】 

３ 本大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担う

ための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 

                                  【学教法第９９条】 

第５条 本大学院に、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１００条ただし書に規定する研

究科以外の教育研究上の基本となる組織として、教育上の目的に応じて組織する学府（大学院

設置基準（昭和４９年文部省令第２８号。以下「大学院設置基準」という。）第３０条の２第

１項で定める研究科等連係課程実施基本組織として置く連係学府を含む。以下同じ。）及び研

究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織する研究院を置く。 

【学教法第１００条】 

第６条 前条の本大学院に置く学府は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該学府にそれぞれ

同表の右欄に掲げる専攻を置く。               【大学院設置基準第６条】 

 

  学   府   

 

専          攻 

 

人文科学府 

 

人文基礎専攻、歴史空間論専攻、言語・文学専攻 
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地球社会統合科学府 

 

地球社会統合科学専攻 

 

人間環境学府 

 

 

 

都市共生デザイン専攻、人間共生システム専攻、行動システム専攻、教育

システム専攻、空間システム専攻、実践臨床心理学専攻、九州大学・釜山

大学校都市・建築学国際連携専攻 

 

法学府 

 

法政理論専攻 

 

法務学府 

 

実務法学専攻 

 

経済学府 

 

経済工学専攻、経済システム専攻、産業マネジメント専攻 

 

理学府 

 

物理学専攻、化学専攻、地球惑星科学専攻 

 

数理学府 

 

数理学専攻 

 

システム生命科学府 

 

システム生命科学専攻 

 

医学系学府 

 

医学専攻、医科学専攻、保健学専攻、医療経営・管理学専攻 

 

歯学府 

 

歯学専攻、口腔科学専攻 

 

薬学府 

 

創薬科学専攻、臨床薬学専攻 

 

工学府 

 

 

 

 

材料工学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、機械工学専攻、水素エネル

ギーシステム専攻、航空宇宙工学専攻、量子物理工学専攻、船舶海洋工学

専攻、地球資源システム工学専攻、共同資源工学専攻、土木工学専攻 

 

芸術工学府 

 

芸術工学専攻 

 

システム情報科学府 

 

情報理工学専攻、電気電子工学専攻 

 

総合理工学府 

 

 

総合理工学専攻、九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻 

 

 

生物資源環境科学府 

 

 

資源生物科学専攻、環境農学専攻、農業資源経済学専攻、生命機能科学専

攻 

 

統合新領域学府 

 

 

ユーザー感性スタディーズ専攻、オートモーティブサイエンス専攻、ライ

ブラリーサイエンス専攻 

 

マス・フォア・イノ

ベーション連係学府 

 

 

 

 

人文情報連係学府 
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備考 

１ 各学府（備考２～４を除く。）は、博士課程とする。 

２ 工学府共同資源工学専攻、医学系学府医科学専攻及び、歯学府口腔科学専攻及び人文情報

連係学府は、修士課程とする。 

３ 人間環境学府九州大学・釜山大学校都市・建築学国際連携専攻及び総合理工学府九州大学

・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻は、大学院設置基準第３５条第１項に定める国

際連携専攻とし、博士後期課程とする。 

４ 人間環境学府実践心理学専攻、法務学府実務法学専攻、経済学府産業マネジメント専攻及

 び医学系学府医療経営・管理学専攻は、専門職学位課程（第４条第３項の専門職大学院の課

 程をいう。以下同じ。）とし、そのうち法務学府実務法学専攻は法科大学院とする。 

 

２ 学府又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に規則で定め

る。                          【大学院設置基準第１条の２】 

３ 学府又は専攻ごとの修了認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入

学者の受入れに関する方針は、別に定める。 

４ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

に専門的な業務に従事するために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。                  【大学院設置基準第４条第１項】 

５ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加

えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

【大学院設置基準第３条第１項】 

６ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力

を培うことを目的とし、そのうち法科大学院にあっては、専ら法曹養成のための教育を行うこ

とをその目的とする。         【専門職大学院設置基準第２条第１項、第１８条】 

７ 学府の教育研究上の目的を達成するため、学府及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及

び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる組織を編制するものとする。 

【大学院設置基準第８条】【専門職大学院設置基準第４条】 

８ 学府の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適

切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。 

【大学院設置基準第８条】 

９ 前２項に基づき編制する組織のうち各学府の教員組織の編制その他必要な事項は、別に規則

で定める。 

１０ 学府の修業年限、教育方法、学生の入学、退学、修了その他の学生の修学上必要な事項は、

九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号）で定める。 

第７条 第５条の本大学院に置く研究院は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 人文科学研究院 

 (2) 比較社会文化研究院 

 (3) 人間環境学研究院 

 (4) 法学研究院 

 (5) 経済学研究院 

 (6) 言語文化研究院 

 (7) 理学研究院 

 (8) 数理学研究院 

 (9) 医学研究院 

 (10) 歯学研究院 

 (11) 薬学研究院 

 (12) 工学研究院 

 (13) 芸術工学研究院 
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 (14) システム情報科学研究院 

 (15) 総合理工学研究院 

 (16) 農学研究院 

 （基幹教育院） 

第７条の２ 本学に、本学の学生として共通に期待される学びの基幹を育成するための全学組織

として、基幹教育院を置く。 

２ 基幹教育院の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （高等研究院） 

第７条の３ 本学に、高度な研究活動の推進と展開を通じて人材を育成し、その研究成果を広く

社会に還元するための全学的組織として、高等研究院を置く。 

２ 高等研究院の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （附置研究所） 

第８条 本学に、研究所を附置する。 

２ 前項の研究所（以下「附置研究所」という。）は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該

附置研究所の目的は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。   【学教法第９６条】 

 

  附置研究所 

 

      目      的 

 

生体防御医学研究所 

 

生体防御医学に関する学理及びその応用の研究 

 

応用力学研究所 

 

力学に関する学理及びその応用の研究 

 

先導物質化学研究所 

 

物質化学に関する先導的な総合研究 

 

マス・フォア・イン

ダストリ研究所 

 

 

数学の産業応用及びその学理研究 

 

 

３ 各附置研究所の内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （国際研究所） 

第８条の２ 本学に、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所を置く。 

２ カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所は、カーボンニュートラル・エネルギー研究 

に関する基礎科学を創出するとともに、環境調和型で持続可能な社会の実現に向けた課題の解 

決に貢献することを目的とする。 

３ カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の内部組織その他必要な事項は、別に規則で 

定める。 

 （病院） 

第９条 医学部及び歯学部に、これらに附属する共用の教育研究施設として、医学部・歯学部附

属病院を置き、九州大学病院（以下「病院」という。）と称する。 【大学設置基準第３９条】 

２ 病院の内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

  （附属図書館） 

第１０条 本学に、附属図書館を置く。             【大学設置基準第３６条】 

２ 附属図書館の内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

第１１条 削除 

 （情報基盤研究開発センター） 

第１２条 本学に、研究、教育等に係る情報化を推進するための実践的調査研究、基盤となる設

備等の整備及び提供その他専門的業務を行う全国共同利用施設として、情報基盤研究開発セン

ターを置く。 

２ 情報基盤研究開発センターは、前項の業務のほか、本学における情報基盤に係るシステム開
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発を行う。 

３ 情報基盤研究開発センターの内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （教育関係共同利用拠点） 

第１２条の２  第７条の２に規定する基幹教育院は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令 

第１１号。以下「学教法施行規則」という。）第１４３条の２第２項の規定により、文部科学 大

臣の認定を受けた教育関係共同利用拠点として他大学の利用に供するものとする。 

 （共同利用・共同研究拠点） 

第１２条の３ 次の表に掲げる附置研究所等は、学教法施行規則第１４３条の３第２項の規定に

より、文部科学大臣の認定を受けた共同利用・共同研究拠点としてそれぞれ学術研究の発展に

資するものとする。 

 

附置研究所等 

 

共同利用・共同研究拠点 

 

認定期間 

 

生体防御医学研究所 

 

 

多階層生体防御システム研究拠

点 

 

令和４年４月１日～令和１

０年３月３１日 

 

応用力学研究所 

 

 

応用力学共同研究拠点 

 

 

令和４年４月１日～令和１

０年３月３１日 

 

先導物質化学研究所 

 

 

物質・デバイス領域共同研究拠

点 

 

令和４年４月１日～令和１

０年３月３１日 

 

マス・フォア・インダストリ研究

所 

 

産業数学の先進的・基礎的共同

研究拠点 

 

令和４年４月１日～令和１

０年３月３１日 

 

情報基盤研究開発センター 

 

 

 

学際大規模情報基盤共同利用・

共同研究拠点 

 

 

令和４年４月１日～令和１

０年３月３１日 

 

 （エネルギー研究教育機構） 

第１２条の４ 本学に、エネルギー分野における高度な研究及び教育活動を推進するための全学

的組織として、エネルギー研究教育機構を置く。 

２ エネルギー研究教育機構の内部組織その他必要な事項は、別に定める。  

 （アジア・オセアニア研究教育機構） 

第１２条の５ 本学に、アジア・オセアニア地域における社会的課題の解決、課題の発掘及び提

示に向けた研究教育活動を推進するための全学的組織として、アジア・オセアニア研究教育機

構を置く。 

２ アジア・オセアニア研究教育機構の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （学内共同教育研究センター） 

第１３条 本学に、次に掲げるいずれかの機能を担い、本学の教員その他の者が共同して教育研

究活動を行う組織として、学内共同教育研究センターを置く。            【学教法第９６条】 

(1) 主に教育又は研究活動を支援すること。 

 (2) 主に教育又は研究を推進すること。 

 (3) その他全学業務を推進すること。 

２ 学内共同教育研究センターは、次の表の左欄に掲げるとおりとし、そのうち設置期間を定め

る学内共同教育研究センターの当該設置期間の満了する日は、それぞれ同表右欄のとおりとす

る。 

  

 
学則-6



学内共同教育研究センター 設置期間の満了する日 

 

実験生物環境制御センター 

 

 

 

熱帯農学研究センター 

 

 

 

アイソトープ統合安全管理センター 

 

 

 

中央分析センター 

 

 

 

留学生センター 

 

 

 

総合研究博物館 

 

 

 

システムＬＳＩ研究センター 

 

令和１３年３月３１日 

 

国際宇宙惑星環境研究センター 

 

令和１４年３月３１日 

 

韓国研究センター 

 

 

 

医療系統合教育研究センター 

 

 

 

超伝導システム科学研究センター 

 

令和１５年３月３１日 

 

未来デザイン学センター 

 

 

 

超顕微解析研究センター 

 

 

 

環境安全センター 

 

 

 

西部地区自然災害資料センター 

 

 

 

大学文書館 

 

 

 

ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 

 

 

 

アドミッションセンター 

 

 

 

水素エネルギー国際研究センター 

 

 

 

未来化学創造センター 

 

令和７年３月３１日 

 

鉄鋼リサーチセンター 

 

令和７年３月３１日 

 

低温センター 

 

 

 

加速器・ビーム応用科学センター 
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グリーンテクノロジー研究教育センター 令和１０年３月３１日 

 

シンクロトロン光利用研究センター 

 

 

 

先端医療オープンイノベーションセンター 

 

令和７年３月３１日 

 

極限プラズマ研究連携センター 

 

令和１１年３月３１日 

 

有体物管理センター 

 

 

 

分子システム科学センター 

 

令和１０年３月３１日 

 

日本エジプト科学技術連携センター 

 

令和１１年３月３１日 

 

プラズマナノ界面工学センター 

 

令和１１年３月３１日 

 

ＥＵセンター 

 

令和１１年３月３１日 

 

環境発達医学研究センター 

 

令和１３年３月３１日 

 

ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター 

 

令和６年９月３０日 

 

医用生体工学研究センター 

 

令和８年３月３１日 

 

次世代燃料電池産学連携研究センター 

 

令和１４年３月３１日 

 

科学技術イノベーション政策教育研究センター 

 

令和８年３月３１日 

 

先端素粒子物理研究センター 

 

令和１５年３月３１日 

 

水素材料先端科学研究センター 

 

令和１０年３月３１日 

 

アジア埋蔵文化財研究センター 

 

令和１０年３月３１日 

 

キャンパスライフ・健康支援センター 

 

 

 

五感応用デバイス研究開発センター 

 

令和１０年１０月３１日 

 

サイバーセキュリティセンター 

 

 

 

数理・データサイエンス教育研究センター 

 

令和１０年３月３１日 

 

植物フロンティア研究センター 

 

令和１０年３月３１日 

 

最先端有機光エレクトロニクス研究センター 

 

令和１１年３月３１日 

 

都市研究センター 

 

令和１１年３月３１日 
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次世代接着技術研究センター 令和１１年３月３１日 

 

先進電気推進飛行体研究センター 

 

令和１２年３月３１日 

 

ネガティブエミッションテクノロジー研究センター 

 

令和８年３月３１日 

 

ラーニングアナリティクスセンター 

 

令和８年３月３１日 

 

洋上風力研究教育センター 

 

令和９年３月３１日 

 

 

感染症創薬研究センター 

 

 

令和１０年３月３１日 

 

国際教育ナビゲーションセンター 

 

 

令和１１年３月３１日 

 

 

３ 各学内共同教育研究センターの内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （学部等の附属施設） 

第１４条 次の表の左欄に掲げる学部、学府、研究院、附置研究所等に、それぞれ同表の右欄に

掲げる附属の教育施設又は研究施設を置く。     【大学設置基準第３９条】 

 

学 部 等 

 

附  属  施  設 

 

理学部 

 

天草臨海実験所 

 

工学部 

 

高専連携教育推進センター 

 

農学部 

 

農場、演習林 

 

人間環境学府 

 

総合臨床心理センター           

 

工学府 

 

ものづくり工学教育研究センター 

 

システム情報科学府 

 

 

電気エネルギーシステム教育研究センター、価値創造型半導体人材育成

センター 

 

薬学府 

 

薬用植物園 

 

生物資源環境科学府 

 

水産実験所 

 

比較社会文化研究院 

 

浅海底フロンティア研究センター 

 

人間環境学研究院 

 

環境建築Ｒ＆Ｅセンター 

 

理学研究院 

 

地震火山観測研究センター 

 

医学研究院 

 

 

胸部疾患研究施設、心臓血管研究施設、脳神経病研究施設、ヒト疾患モ

デル研究センター、総合コホートセンター、プレシジョンメディシン研
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 究センター 

 

歯学研究院 

 

 

オーラルヘルス・ブレインヘルス・トータルヘルス研究センター、歯科

発生再生研究センター 

 

薬学研究院 

 

産学官連携創薬育薬センター、グリーンファルマ構造解析センター 

 

工学研究院 

 

 

 

環境工学研究教育センター、アジア防災研究センター、小分子エネルギ

ーセンター、次世代蓄エネルギーデバイス研究センター、次世代経皮薬

物送達研究センター 

 

芸術工学研究院 

 

 

 

応用知覚科学研究センター、応用生理人類学研究センター、環境設計グ

ローバル・ハブ、ＳＤＧｓデザインユニット、社会包摂デザイン・イニ

シアティブ、デザイン基礎学研究センター 

 

システム情報科学研

究院 

 

光・量子プロセス研究開発センター、量子コンピューティングシステム

研究センター 

 

農学研究院 

 

 

 

 

生物的防除研究施設、遺伝子資源開発研究センター、国際農業教育・研

究推進センター、イノベーティブバイオアーキテクチャーセンター、昆

虫科学・新産業創生研究センター、アクアバイオリソース創出センター 

 

生体防御医学研究所 

 

 

高深度オミクスサイエンスセンター、システム免疫学統合研究センター 

 

応用力学研究所 

 

 

大気海洋環境研究センター、高温プラズマ理工学研究センター、海洋プ

ラスチック研究センター、再生可能流体エネルギー研究センター 

 

カーボンニュートラ

ル・エネルギー国際研

究所 

 

次世代冷媒物性評価研究センター、三井化学カーボンニュートラル研究

センター、エネルギーシステムデザイン研究センター 

 

 

情報基盤研究開発セ

ンター 

 

 

汎オミクス計測・計算科学センター 

 

 

２ 各附属施設の内部組織その他必要な事項は、当該学部等の長が、別に定める。 

 （情報統括本部） 

第１５条 本学に、全学的な情報支援を行うための組織として、情報統括本部を置く。 

２ 情報統括本部の目的は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 全学的な情報基盤の整備 

 (2) 情報技術を用いた教育研究及び大学運営に関わる業務の総合的な支援 

３ 情報統括本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （統合移転推進本部） 

第１５条の２ 本学に、統合移転事業及び伊都キャンパスの整備計画を推進するための組織とし

て、統合移転推進本部を置く。 

２ 統合移転推進本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （基金本部） 
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第１５条の３ 本学に、九州大学基金による支援助成事業及び基金強化事業（以下「基金事業」

という。）を推進するための組織として、基金本部を置く。 

２ 基金本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （広報本部） 

第１５条の４ 本学に、広報戦略の策定及び広報活動の推進を図るための組織として、広報本部

を置く。 

２ 広報本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （グローバル化推進本部） 

第１５条の５ 本学に、全学的なグローバル化を推進するための組織として、グローバル化推進

本部を置く。 

２ グローバル化推進本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

  （学術研究・産学官連携本部） 

第１５条の６ 本学に、全学の学術研究及び産学官連携を推進するための組織として、学術研究 

 ・産学官連携本部を置く。 

２ 学術研究・産学官連携本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （未来社会デザイン統括本部） 

第１５条の７ 本学に、全学的な社会的課題解決の取組を推進するための組織として、未来社会 

デザイン統括本部を置く。 

２ 未来社会デザイン統括本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （データ駆動イノベーション推進本部） 

第１５条の８ 本学に、全学的なデータ駆動型活動の推進及び新たなデジタル社会のあるべき姿 

を研究するための組織として、データ駆動イノベーション推進本部を置く。 

２ データ駆動イノベーション推進本部の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （未来人材育成機構） 

第１５条の９ 本学に、博士課程をはじめとする全学の教育改革及び教育の質の向上を推進する

ための組織として、未来人材育成機構を置く。 

２ 未来人材育成機構の構成その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （推進室等） 

第１６条 本学に、特定の重要事項を企画、推進又は支援する組織として、推進室等を置く。 

２ 前項の推進室等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該推進室等の目的は、それぞれ同

表の右欄に定めるとおりとする。 

 

推進室等 

 

           目         的         

 

社会連携推進室 

 

社会連携（産学官連携を除く。）の推進を支援すること。 

 

国際戦略企画室 

 

国際化に資する戦略的な取組に関する企画・立案・推進を行うこと。 

 

ＳＨＡＲＥオフィス 

 

全学的なグローバル化の推進を支援すること。 

 

インスティテューショナ

ル・リサーチ室 

 

大学運営の基礎となる情報の調査・収集・分析及び提供により、大学

の意思決定を支援すること。 

 

キャンパス計画室 

 

キャンパス計画の推進を支援すること。 

 

環境安全衛生推進室 

 

安全衛生の推進を支援すること。 

 

ハラスメント対策推進室 

 

ハラスメントの防止及び対策の推進を支援すること。 
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男女共同参画推進室 

 

男女共同参画の推進を支援すること。 

 

情報環境整備推進室 

 

情報環境整備の推進を支援すること。 

 

統合移転事業推進室 

 

 

統合移転事業及び伊都キャンパスの整備計画に係る企画・立案を行う

こと。 

 

法務統括室 

 

法務機能の強化に係る企画・立案を行うこと。 

 

基金事業推進室 

 

 

九州大学基金に係るファンドレイジング（本学が行う寄附獲得のため

の活動をいう。）に関すること。 

 

同窓生連携推進室 

 

同窓生との連携に関すること。 

 

広報戦略推進室 

 

広報戦略に基づく広報活動の推進を支援すること。 

 

跡地処分統括室 

 

移転跡地処分のリスクマネジメントに係る企画・立案等を行うこと。 

 

総長支援室 

 

 

総長の指示に基づく大学全体の戦略等に係る企画・立案・調整・情報

収集を行うこと。 

 

危機管理室 

 

危機管理及び危機発生時の対応に関すること。 

 

研究戦略企画室 

 

 

本学の研究戦略に基づき大学全体の研究力強化に向けた取組等に係

る具体的な企画・立案及び制度設計を行うこと。 

 

財務戦略室 

 

 

 

寄附金をはじめ外部資金獲得の渉外活動に係る情報収集、調査分析、

全学的な計画策定、評価改善及び人材育成に関すること。 

 

３ 前項の各推進室等の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （伊都診療所） 

第１６条の２ 本学に、伊都診療所（以下「診療所」という。）を置く。 

２ 診療所の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （事務組織） 

第１７条 本学に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導等に関する事務を行うため事務局を置

く。                          

２ 本学の学部、学府等に、その事務を行うため事務部を置く。ただし、必要がある場合は、数

個の学部等の事務を併せて行う事務部を置く。 

３ 前２項に規定する事務組織のほか、本学に、内部監査を実施させるとともに、監事監査の事

務を補助させるため監査・コンプライアンス室を置く。 

４ 前３項の事務組織の内部組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 

【大学設置基準第７条】 

 （統括技術部及び技術部） 

第１７条の２ 本学に、教育研究のための技術支援に関する全学的組織として、統括技術部を置

く。 

２ 本学の学部、学府、研究院、基幹教育院、附置研究所等に、教育研究に関する技術的な支援

を行わせるため、技術部を置くことができる。 
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３ 第１項の統括技術部及び前項の技術部の内部組織その他必要な事項は、別に定める。 

  第３章 役員、職員等 

 （役員） 

第１８条 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」という。）第１０条の

規定に基づき、本学に、役員として、学長（「総長」と称する。）、理事１０人以内（１人以

上の非常勤の理事（その任命の際現に本学の役員又は職員でない者（以下「学外者」という。）

に限る。）を置く場合にあっては、１１人以内）及び監事２人を置く。 

２ 前項の理事のうち２人以上（学外者が総長に任命されている場合は１人以上）は、学外者と

する。 

３ 第１項の監事のうち少なくとも１人は、常勤とする。 

                                  【法人法第１０条】 

第１９条 総長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、本学を代表し、その業務

を総理する。                  【学教法第９２条】【法人法第１１条】 

２ 総長は、この規則その他の総長が定める規則等において理事又は職員に委任する業務につい

て報告を求め、必要な措置を命じ、又はその措置を自ら行うことができる。 

第２０条 理事は、総長の定めるところにより、総長を補佐して本学の業務を掌理し、総長に事

故があるときはその職務を代理し、総長が欠員のときはその職務を行う。 【法人法第１１条】 

第２１条 監事は、本学の業務を監査する。この場合において、監事は、監査報告を作成しなけ

ればならない。 

２ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又

は本学の業務及び財産の状況を調査することができる。         【法人法第１１条】 

 （職員） 

第２２条 本学に、教員、事務職員、技術職員、高度専門職員その他必要な職員を置く。 

２ 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教、准助教及び助手（「教務助手」と称する。）と

する。 

３ 教授、准教授、講師、助教及び教務助手の職務は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

９２条の定めるところによるものとし、准助教の職務は教授及び准教授の職務を助けることと

する。                              【学教法第９２条】 

 （副学長） 

第２３条 本学に、総長の定めるところにより、総長を助け、命を受けて校務をつかさどるため、

副学長若干人を置く。 

２ 副学長は、理事のうちから総長が指名する者が兼ねる。 

３ 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合は、職員のうちから総長が指名する

者が副学長を兼ねることができるものとする。            【学教法第９２条】 

 （副理事） 

第２４条 本学に、総長の定めるところにより、理事の職務を助けるため、副理事若干人を置く。 

２ 副理事は、教授その他の職員のうちから総長が指名する。 

 （総長補佐） 

第２４条の２ 本学に、総長の定めるところにより、総長が命ずる特定の事項を担当し、総長を

助けるため、総長補佐若干人を置くことができる。 

２ 総長補佐は、教授その他の職員のうちから総長が指名する。 

 （部局長等） 

第２５条 学部、学府、研究院、基幹教育院、附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所、病院、附属図書館及び情報基盤研究開発センター（以下「部局」という。）に長

（以下「部局長」という。）を置く。 

２ 部局長は、当該部局の業務を掌理する。 

３ 各部局に、副部局長を置くことができる。 

４ 副部局長は、部局長の定めるところにより、部局長を補佐して部局の業務を処理し、部局長

に事故があるときはその職務を代理し、部局長が欠員のときはその職務を行う。 
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５ 部局長及び副部局長の任命手続その他必要な事項は、別に規則で定める。 

６ 学科及び専攻に、それぞれ学科長又は専攻長を置くことができる。 

７ 学科長及び専攻長の任命手続その他必要な事項は、別に定めるものとする。 

 （センター長等） 

第２６条 学内共同教育研究センターに長（以下「センター長」という。）を置く。 

２ センター長は、当該学内共同教育研究センターの業務を掌理する。 

３ 各学内共同教育研究センターに、副センター長を置くことができる。 

４ 副センター長は、センター長の定めるところにより、センター長を補佐して当該学内共同教

育研究センターの業務を処理し、センター長に事故があるときはその職務を代理し、センター

長が欠員のときはその職務を行う。 

５ センター長及び副センター長の任命手続その他必要な事項は、別に規則で定める。 

第２６条の２ （削除）  

 （所長） 

第２６条の３ 診療所に、所長を置く。 

２ 所長は、診療所の業務を掌理する。 

３ 所長は、本学の教員のうちから総長が指名する。 

  第４章 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び総長選考・監察会議 

 （役員会） 

第２７条 本学に、法人法第１１条第３項各号に規定する事項を審議するため、総長及び理事で

構成する役員会を置く。                      【法人法第１１条】 

２ 役員会の議事の手続その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （経営協議会） 

第２８条 本学に、法人法第２０条の規定に基づき、本学の経営に関する重要事項を審議する機

関として、経営協議会を置く。                   【法人法第２０条】 

２ 経営協議会の議事の手続その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （教育研究評議会） 

第２９条 本学に、法人法第２１条の規定に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議す

る機関として、教育研究評議会を置く。               【法人法第２１条】 

２ 教育研究評議会の議事の手続その他必要な事項は、別に規則で定める。 

 （総長選考・監察会議） 

第３０条 本学に、法人法第１２条第２項から第５項までの規定に基づき、学長選考・監察会議

（「総長選考・監察会議」と称する。以下「選考会議」という。）を置く。【法人法第１２条】 

２ 選考会議の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

  第５章 教授会 

第３１条 部局（病院及び附属図書館を除く。）に、教授会を置く。   【学教法第９３条】 

２ 教授会の組織、審議事項、議事の手続その他必要な事項は、九州大学教授会通則（平成１６

年度九大規則第８号）で定める。 

  第６章 雑則 

 （雑則） 

第３２条 この規則に定めるもののほか、本学の目的を達成するために必要な事項は、別に規則

で定める。 

   附 則 

１  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２  法人法附則第１６条第１項の規定に基づき本学に置かれる九州大学医療技術短期大学部（以

下「短期大学部」という。）は、平成１６年４月１日に短期大学部に在学する学生が短期大学

部に在学しなくなる日において、廃止する。 

３ 前項の短期大学部に在学する学生の教育課程の履修その他当該学生の教育に必要な事項につ

いては、九州大学医療技術短期大学部学則（昭和４６年４月８日施行）等の規定によるものと

する。 
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４ 法人法附則第１７条の規定に基づき、平成１５年９月３０日に当該大学に在学する者が在学

しなくなる日までの間存続するものとされた九州芸術工科大学に在学する者（以下「在学者」

という。）の卒業又は大学院の課程修了のため必要となる教育は、九州大学芸術工学部（以下

「芸術工学部」という。）又は九州大学大学院芸術工学府（以下「芸術工学府」という。）に

おいて行うものとする。 

５ 前項の在学者の教育課程の履修その他当該学生の教育に必要な事項については、九州芸術工

科大学学則（平成５年４月１日施行）等の規定によるものとする。ただし、これによることが

できない事項については、総長又は芸術工学部若しくは芸術工学府の教授会が定めるところに

よる。 

６ 第１２条の３に規定する附置研究所等は、文部科学大臣の認定期間である平成３４年３月                                            

 ３１日までの間存続するものとする。 

７ 第１３条第１項に規定する宙空環境研究センターは、平成２４年３月３１日まで存続するも

のとする。 

８ 第１４条第１項に規定する工学研究院附属の環境システム科学研究センターは平成２０年                                         

３月３１日まで、生体防御医学研究所附属の感染防御研究センターは平成２３年３月３１日ま

で、応用力学研究所附属の力学シミュレーション研究センター及び炉心理工学研究センターは

平成１９年３月３１日まで存続するものとする。 

９ 法人法等関係法令又はこの学則等に基づき定める諸規則等のほか、承継的、定型的又は簡易

な事項で総長が必要と認めるものについては、当分の間、総長が定めるところにより、廃止前

の国立学校設置法（昭和２４年法律第１５０号）に基づき設置された九州大学の諸規則等の規

定を適用又は準用するものとする。 

   附 則（平成１６年度九大規則第１９３号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 人間環境学府発達・社会システム専攻は、改正後の第６条第１項の規定にかかわらず、平成

１７年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

   附 則（平成１７年度九大規則第４号） 

１ この規則は、平成１７年７月１５日から施行し、平成１７年７月１日から適用する。 

２ 改正後の第１３条第１項に規定するデジタルメディシン・イニシアティブ及びアジア総合政

策センターは、平成２２年６月３０日まで存続するものとする。 

   附 則（平成１７年度九大規則第２３号） 

 この規則は、平成１７年１１月７日から施行する。 

   附 則（平成１７年度九大規則第３０号） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 薬学部総合薬学科は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に

当該学科に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

   附 則（平成１８年度九大規則第２号） 

 この規則は、平成１８年６月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年度九大規則第２５号） 

 この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年度九大規則第３７号） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１４条第１項に規定する応用力学研究所附属の東アジア海洋大気環境研究センタ

ー及び高温プラズマ力学研究センターは、平成２９年３月３１日まで存続するものとする。 

３ 改正後の第２２条第２項に規定する准助教の職種は、平成１９年４月１日に当該職に在職す

る者が在職しなくなる日において、廃止する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第２７号） 

 この規則は、平成１９年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第３１号） 

 この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。 
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   附 則（平成１９年度九大規則第５８号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 理学府基礎粒子系科学専攻、分子科学専攻、凝縮系科学専攻及び生物科学専攻並びに医学系

学府機能制御医学専攻、生殖発達医学専攻、病態医学専攻、臓器機能医学専攻、分子常態医学

専攻及び環境社会医学専攻は、改正後の九州大学学則（以下「新規則」という。）第６条第１

項の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

３ 新規則第１４条第１項に規定する工学研究院附属の循環型社会システム工学研究センター

は、平成３０年３月３１日まで存続するものとする。 

   附 則（平成２０年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２０年４月１７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

      附 則（平成２０年度九大規則第９号） 

 この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２０年度九大規則第３７号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ システム情報科学府情報理学専攻、知能システム学専攻、情報工学専攻、電気電子システム

工学専攻及び電子デバイス工学専攻は、この規則による改正後の九州大学学則（以下「新学則」

という。）第６条第１項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日に当該専攻に在学する者

が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

      附 則（平成２１年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２１年５月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第５号） 

 この規則は、平成２１年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第１２号） 

 この規則は、平成２１年８月１日から施行し、第１３条第１項にシンクロトロン光利用研究セ

ンターを加える改正規定は、平成２１年７月１日から適用する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第２０号） 

１ この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第３６条の６の規定は、平成２１年９月１日から適用

する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第３３号） 

 この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第４９号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 法学府基礎法学専攻、公法・社会法学専攻、民刑事法学専攻、国際関係法学専攻及び政治学

専攻並びに薬学府医療薬科学専攻（修士課程）及び創薬科学専攻（修士課程）並びに工学府機

械科学専攻及び知能機械システム専攻並びに生物資源環境科学府生物資源開発管理学専攻、植

物資源科学専攻、生物機能科学専攻、動物資源科学専攻、農業資源経済学専攻、生産環境科学

専攻、森林資源科学専攻及び遺伝子資源工学専攻は、この規則による改正後の九州大学学則（以

下「新規則」という。）第６条第１項の規定にかかわらず、平成２２年３月３１日に当該専攻

に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）附則第６項の規定にかかわらず、生体防御医

学研究所附属の感染防御研究センターは、廃止する。 

   附 則（平成２２年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２２年４月２８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

      附 則（平成２２年度九大規則第６号） 

 この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年度九大規則第１２号） 

１ この規則は、平成２２年８月１日から施行する。ただし、第１３条第１項に応用知覚研究セ
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ンターを加える改正規定は同年９月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第１３条第１項に規定する応用知覚研究センターは、

平成２４年３月３１日まで存続するものとする。 

      附 則（平成２２年度九大規則第３０号） 

 この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２２年度九大規則第４５号） 

 この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

      附 則（平成２２年度九大規則第４７号） 

 この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

      附 則（平成２２年度九大規則第７４号） 

 この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 

      附 則（平成２２年度九大規則第７８号） 

 この規則は、平成２３年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年度九大規則第８１号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２３年５月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第４号） 

 この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第８号） 

１ この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第１４条第１項に規定するシステム情報科学府附属の

高度ＩＣＴ人材教育開発センターは、平成３２年３月３１日まで存続するものとする。 

      附 則（平成２３年度九大規則第１０号） 

 この規則は、平成２３年８月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第１２号） 

 この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第６８号） 

 この規則は、平成２３年１１月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第７２号） 

 この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 

      附 則（平成２３年度九大規則第８０号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に設置された薬学府医療薬科学専攻（博士後期課程）及び創薬科学専攻（博

士後期課程）は、この規則による改正後の九州大学学則第６条第１項の規定にかかわらず、平

成２４年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとす

る。 

      附 則（平成２４年度九大規則第１１号） 

 この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２４年度九大規則第２９号） 

 この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。ただし、第２５条に係る改正規定は、平成

２５年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２４年度九大規則第３６号） 

 この規則は、平成２５年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第３７号） 

 この規則は、平成２５年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第４２号） 

 この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第４５号） 
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１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第１４条第１項に規定する自然エネルギー統合利用セ

ンターは、平成３５年３月３１日まで存続するものとする。 

   附 則（平成２５年度九大規則第２号） 

 この規則は、平成２５年５月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第８号） 

 この規則は、平成２５年６月３日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第１０号） 

 この規則は、平成２５年７月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第１６号） 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。ただし、知的財産本部の名称及び目的に係る

改正規定は、平成２５年９月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第４０号） 

 この規則は、平成２５年１１月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第４７号） 

 この規則は、平成２５年１２月１日から施行する。ただし、第１４条第１項の表に薬学研究院

の項を加える改正規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年度九大規則第５１号） 

 この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第７６号） 

 この規則は、平成２６年１月２７日から施行する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第７８号） 

 この規則は、平成２６年３月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第８３号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 比較社会文化学府は、この規則による改正後の九州大学学則第６条第１項の規定にかかわら

ず、平成２６年３月３１日に当該学府に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

   附 則（平成２６年度九大規則第２号） 

 この規則は、平成２６年４月３０日から施行し、この規則による改正後の九州大学学則の規定

は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第６号） 

 この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第１１号） 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、第１３条第１項の表に係る改正規

定は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第６０号） 

 この規則は、平成２６年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第７０号） 

 この規則は、平成２７年１月２２日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第７６号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 九州大学高等教育機構規則（平成１８年度九大規則第３号）は、廃止する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第７７号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第１２０号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第２号） 

 この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 
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   附 則（平成２７年度九大規則第９号） 

 この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第２１号） 

 この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第２３号） 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第２６号） 

 この規則は、平成２８年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第３１号） 

 この規則は、平成２８年３月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第３４号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第１４条第１項に規定する次世代冷媒物性評価研究セ

ンターは、平成３３年３月３１日まで存続するものとする。 

   附 則（平成２８年度九大規則第３号） 

 この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成２８年度九大規則第８号） 

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第１４号） 

 この規則は、平成２８年７月２９日から施行する。  

 附 則（平成２８年度九大規則第２０号）  

  この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第６５号） 

 この規則は、平成２８年１２月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第６９号） 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第７６号） 

 この規則は、平成２９年２月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第８１号） 

 この規則は、平成２９年３月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第８５号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第１４条第１項の表中のオーラルヘ

ルス・ブレインヘルス・トータルヘルス研究センターを加える規定は、平成２８年４月１日から

適用する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２９年５月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第５号） 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第８号） 

 この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第２３号） 

 この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第４０号） 

 この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第４８号） 

 この規則は、平成３０年２月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第６７号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 生物資源環境科学府生物産業創成専攻は、この規則による改正後の九州大学学則第６条第１

 
学則-19



項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

    附 則（平成３０年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成３０年５月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３０年度九大規則第１１号） 

 この規則は、平成３０年７月１日から施行する。ただし、第１３条の２の規定は、平成３０年

４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年度九大規則第１８号） 

 この規則は、平成３０年１１月１日から施行する。 

      附 則（平成３０年度九大規則第２２号） 

 この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成３０年度九大規則第４９号） 

 この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

    附 則（平成３０年度九大規則第６０号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

    附 則（令和元年度九大規則第２号） 

 この規則は、令和元年８月１日から施行する。 

    附 則（令和元年度九大規則第４号） 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

      附 則（令和元年度九大規則第１９号） 

 この規則は、令和元年１１月１日から施行する。 

      附 則（令和元年度九大規則第２４号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 芸術工学部環境設計学科、工業設計学科、画像設計学科、音響設計学科及び芸術情報設計学

科は、この規則による改正後の九州大学学則第３条第１項の規定にかかわらず、令和２年３月

３１日に当該学科に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

     附 則（令和２年度九大規則第５号） 

 この規則は、令和２年８月１日から施行する。 

     附 則（令和２年度九大規則第１７号） 

 この規則は、令和２年１０月２６日から施行し、令和２年１０月１日から適用する。 

     附 則（令和２年度九大規則第３５号） 

 この規則は、令和２年１２月１日から施行する。 

     附 則（令和２年度九大規則第４１号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 工学部建築学科、電気情報工学科、物質科学工学科、地球環境工学科、エネルギー科学科及

び機械航空工学科、工学府物質創造工学専攻、物質プロセス工学専攻、材料物性工学専攻、化

学システム工学専攻、建設システム工学専攻、都市環境システム工学専攻、海洋システム工学

専攻及びエネルギー量子工学専攻、システム情報科学府情報学専攻、情報知能工学専攻及び電

気電子工学専攻並びに総合理工学府量子プロセス理工学専攻、物質理工学専攻、先端エネルギ

ー理工学専攻、環境エネルギー工学専攻及び大気海洋環境システム学専攻は、この規則による

改正後の九州大学学則第３条第１項及び第６条第１項の規定にかかわらず、令和３年３月３１

日に当該学科又は専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

   附 則（令和３年度九大規則第１号） 

 この規則は、令和３年５月１日から施行する。 

      附 則（令和３年度九大規則第５０号） 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

    附 則（令和３年度九大規則第５５号） 

 この規則は、令和３年１１月１日から施行する。 

   附 則（令和３年度九大規則第６０号） 

 
学則-20



 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

   附 則（令和３年度九大規則第６２号） 

 この規則は、令和４年３月１日から施行する。 

    附 則（令和３年度九大規則第６７号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 芸術工学府芸術工学専攻及びデザインストラテジー専攻は、この規則による改正後の九州大 

学学則第６条第１項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学

しなくなるまでの間、存続するものとする。 

   附 則（令和４年度九大規則第４号） 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 

   附 則（令和４年度九大規則第２０号） 

 この規則は、令和４年１１月１日から施行する。 

   附 則（令和４年度九大規則第２４号） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 統合新領域学府ユーザー感性学専攻は、この規則による改正後の九州大学学則第６条第１項

の規定にかかわらず、令和５年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの

間、存続するものとする。 

３ 九州大学先導的研究センター規則（平成２６年度九大規則第９３号）は、廃止する。 

   附 則（令和５年度九大規則第２号） 

 この規則は、令和５年６月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第３号） 

 この規則は、令和５年６月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第４号） 

 この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第６号） 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第２０号） 

 この規則は、令和５年１１月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第２２号） 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則（令和５年度九大規則第３２号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学学則第２６条の２の規定は、令和５年４月１日から適用す

る。 

附 則（令和６年度九大規則第  号） 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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   九州大学学則の一部を改正する規則（案） 

令和６年度九大規則第  号  

制  定：令和 ７年  月  日 

 大学院総合理工学府に九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻を設置すること及

び人文情報連係学府を設置することに伴い、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

（新） （旧） 

（略） 

第５条 本大学院に、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１００条ただし書に規

定する研究科以外の教育研究上の基本とな

る組織として、教育上の目的に応じて組織

する学府（大学院設置基準（昭和４９年文

部省令第２８号。以下「大学院設置基準」

という。）第３０条の２第１項で定める研

究科等連係課程実施基本組織として置く連

係学府を含む。以下同じ。）及び研究上の

目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮

して組織する研究院を置く。 

第６条 前条の本大学院に置く学府は、次の表

の左欄に掲げるとおりとし、当該学府にそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる専攻を置く。 

学 府 専 攻 

（略） 

 

総合理工学府 

総合理工学専攻、九州

大学・アントワープ大

学総合理工学国際連携

専攻 

（略） 

 

マス・フォア・イ

ノベーション連係

学府 

 

 

 

人文情報連係学府 

 

 

備考 

１ （略） 

２ 工学府共同資源工学専攻、医学系学府

医科学専攻、歯学府口腔科学専攻及び人

文情報連係学府は、修士課程とする。 

３ 人間環境学府九州大学・釜山大学校都

市・建築学国際連携専攻及び総合理工学

（略） 

第５条 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６条 （同左） 
 
 

学 府 専 攻 

（略） 

 

総合理工学府 

 

総合理工学専攻 

 

 

（略） 

 

マス・フォア・イ

ノベーション連係

学府 

 

 

 

 

 

備考 

１ （略） 

２ 工学府共同資源工学専攻、医学系学府

医科学専攻及び歯学府口腔科学専攻は、

修士課程とする。 

３ 人間環境学府九州大学・釜山大学校都

市・建築学国際連携専攻は、大学院設置
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府九州大学・アントワープ大学総合理工

学国際連携専攻は、大学院設置基準第３

５条第１項に定める国際連携専攻とし、

博士後期課程とする。 

４ （略） 

 

２～１０ （略） 
（略） 

基準第３５条第１項に定める国際連携専

攻とし、博士後期課程とする。 

 

 

４ （略） 

 
２～１０ （略） 

（略） 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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   九州大学大学院通則（案） 

平成１６年度九大規則第３号                 

制  定：平成１６年 ４月 １日 

最終改正：令和 ７年  月  日 

（令和６年度九大規則第  号）                 

目次 

  第１章 総則（第１条～第８条） 

 第２章 入学、再入学、転学及び編入学等（第９条～第１７条の３） 

  第３章 教育方法等（第１７条の４～第２６条） 

  第４章 修了要件及び学位授与（第２７条～第３２条） 

  第５章 退学、留学及び休学（第３３条～第３６条） 

 第６章 表彰、除籍及び懲戒（第３７条～第４０条） 

  第７章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料（第４１条～第４５条） 

 第８章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生（第４６条～第５１条）                                       

 第９章 専門職大学院の教育方法等（第５２条～第５８条） 

  第１０章 国際連携専攻（第５９条～第６３条） 

 附則 

  第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）第６条第１０項の規定に基

づき、学府の修業年限、教育方法、学生の入学、退学、修了その他の学生の修学上必要な事項

を定めるものとする。 

 （修業年限等） 

第２条 博士課程（医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程を

除く。）の標準修業年限は、５年とする。 

                               【大学院設置基準第４条】 

２ 医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程の標準修業年限は、

４年とする。 

                                                      【大学院設置基準第４４条】 

３ 後期３年の課程のみの博士課程（以下「後期のみの博士課程」という。）の標準修業年限は、

３年とする。                                      【大学院設置基準第４条】 

４ 博士課程（医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程を除く。）

は、これを前期２年及び後期３年の課程に区分し、前期２年の課程は、修士課程として取り扱

うものとする。 

                               【大学院設置基準第４条】 

５ 前項の規定にかかわらず、システム生命科学府の博士課程にあっては、この区分を設けない

ものとする。 

６ 第４項の前期２年及び後期３年の課程並びに前項の課程は、それぞれ「修士課程」（マス・

フォア・イノベーション連係学府にあっては、「博士前期課程」と称する。）及び「博士後期課

程」並びに「一貫制博士課程」という。 

７ 修士課程の標準修業年限は、２年とする。            【大学院設置基準第３条】 

８ 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教

育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他の特定の時

間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないとき

は、各学府規則の定めるところにより、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を

１年以上２年未満とすることができる。            【大学院設置基準第３条】 

第３条 専門職学位課程（法務学府実務法学専攻（以下「法科大学院」という。）を除く。）の標
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準修業年限は、２年とする。             【専門職大学院設置基準第２条】 

２ 法科大学院の標準修業年限は、３年とする。      【専門職大学院設置基準第１８条】 

 （在学期間の限度） 

第４条 九州大学大学院（以下「本大学院」という。）における同一学府の在学期間の限度は、修

士課程は４年、博士後期課程及び後期のみの博士課程は６年、一貫制博士課程は１０年とする。 

２ 医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程は、８年とする。 

第５条 専門職学位課程（法科大学院を除く。）における在学期間の限度は４年とし、法科大学

院における在学期間の限度は６年とする。 

 （定員） 

第６条 各学府の学生の定員は、別表第１、別表第２及び別表第３のとおりとする。 

 （学年及び学期） 

第７条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。    【学教法規則第１６３条】 

２ 学期の区分は、各学府規則において定める。 

３ 前項に定める各学期は、２つの授業期間に区分することができる。 

                   【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第２３条】 

 （休業日） 

第８条 休業日（授業を行わない日）は、次のとおりとする。 

  日曜日及び土曜日 

  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

  九州大学記念日 ５月１１日 

  別に定める春季、夏季及び冬季の各休業日 

２ 臨時の休業日は、その都度定める。 

３ 前２項の休業日において、特に必要がある場合には、授業を行うことがある。 

  第２章 入学、再入学、転学及び編入学等 

 （入学の時期） 

第９条 学生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特に必要があり、かつ、教育上支障

がないと認めるときは、学期の始めに入学させることができる。 

２ 国際連携専攻の入学時期は、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。 

                               【学教法規則第１６３条】 

 （修士課程、一貫制博士課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第１０条 修士課程、一貫制博士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に定める大学を卒業した者 

 (2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

 (3) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外 

  国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の 

    課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい  

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

 (6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 
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 (7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

 (8) 文部科学大臣の指定した者 

 (9) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院の学府

において、本大学院の学府における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (10) 本大学院の学府において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学  

力があると認めた者で、２２歳に達したもの 【学教法第１０２条、学教法規則第１５５条】 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本大学院の学府の定 

める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、修士課程、一貫制博士課程及び専門職学位 

 課程に入学させることができる。 

 (1) 学校教育法第８３条に定める大学に３年以上在学した者 

 (2) 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外 

  国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

 (4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５年の    
課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい  

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

                 【学教法第１０２条、学教法規則第１５９条、第１６０条】 

 （博士後期課程及び後期のみの博士課程の入学資格） 

第１１条 博士後期課程及び後期のみの博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

 (2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専 

  門職学位に相当する学位を授与された者 

 (4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修    
士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和

５１年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議

に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の

学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、第２

７条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認められた者 

 (7) 文部科学大臣の指定した者 

 (8) 本大学院の学府において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有す 

  る者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

                      【学教法第１０２条、学教法規則第１５６条】 

 （医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程の入学資格） 

第１２条 医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程に入学する

ことのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者 

 (2) 外国において学校教育における１８年の課程を修了した者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外 

  国の学校教育における１８年の課程を修了した者 
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 (4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の 
課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい  

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

 (5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が５年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者 

 (7) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院の学府

において、本大学院の学府における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (8) 本大学院の学府において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学 

  力があると認めた者で、２４歳に達したもの 【学教法第１０２条、学教法規則第１５５条】 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本大学院の学府の定

める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び

薬学府臨床薬学専攻の博士課程に入学させることができる。 

 (1) 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に４年以上在学した者 

 (2) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外 

  国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の 
課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい  

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

                 【学教法第１０２条、学教法規則第１５９条、第１６０条】 

 （入学資格審査） 

第１３条 第１０条第１項第１０号、第１１条第８号及び前条第１項第８号の入学資格審査の実

施方法等については、学府教授会の議を経て各学府長が別に定める。 

 （入学の出願） 

第１３条の２ 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学志願票、所定の入学検定料その他

別に定める書類を添えて願い出なければならない。 

 （入学者選抜） 

第１４条 前条の入学を志願する者については、入学者選抜を行う。 

２ 入学者選抜の細部については、学府教授会の議を経て各学府長が別に定める。 

第１４条の２ 本大学院の学府の修士課程を修了し、引き続き博士後期課程及び後期のみの博士

課程へ進学を志願する者については前条の規定を準用するものとする。 

 （入学の手続及び許可） 

第１４条の３ 総長は、第１４条第１項の入学者選抜の結果合格した者で、所定の期日までに入

学料の納付（入学料の全部若しくは一部の免除又は徴収猶予を受けようとする者にあっては、

当該免除又は徴収猶予に係る申請）及び所定の書類の提出を完了したものに入学を許可する。 

 （再入学） 

第１４条の４ 第３３条の規定により退学した後、再び同一学府に入学を志願する者については、

選考の上、再入学を許可することがある。 

 （転学） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者が、本大学院に転学を願い出たときは、学期の始め

に限り、考査の上、転学を許可することがある。 
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 (1) 他の大学院に在学する者 

(2) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学し

た者（学校教育法第１０２条第１項に規定する者に限る。）及び国際連合大学の課程に在学

した者 

２ 前項の転学願は、当該大学長又は所属研究科等の長の紹介状を添えて、志望する本大学院の 

 学府の長に提出するものとする。 

３ 第１項により転学を許可された者が既に履修した授業科目及び修得した単位並びに在学年数 

 の認否は、学府教授会の議を経て学府長がその都度決定する。 

第１６条 本大学院の学府の学生が、他大学の大学院に転学しようとするときは、学府長を経て、

総長に転学願を提出するものとする。 

２ 総長は、転学の事由が適当であると認めたときは、その転学を許可する。 

 （転学府及び専攻の変更） 

第１７条 本大学院の学府に在学する者が、本大学院の他の学府に転学府を願い出たときは、当

該他の学府の学府長は、学期の始めに限り、考査の上、許可することがある。 

２ 前項の規定により本大学院の学府の学生が、他の学府に転学府しようとするときは、指導教

員を経て、学府長に転学府願を提出し、当該学府長の許可を得るものとする。 

３ 第１項により転学府を許可された者が既に履修した授業科目及び修得した単位並びに在学年

数の認否は、学府教授会の議を経て学府長がその都度決定する。 

４ 前項の規定は、専攻を変更する場合に準用する。 

  （編入学） 

第１７条の２ 第１１条各号のいずれかに該当する者が、本大学院の一貫制博士課程を置く学府

の第３年次に編入学を願い出たときは、考査の上、許可することがある。 

２ 前項の編入学について必要な事項は、当該学府規則において別に定める。   
 （再入学等の手続及び許可） 

第１７条の３ 再入学、転学（第１６条の転学を除く。）及び編入学（以下「再入学等」という。）

に係る手続及び許可については、第１４条の３の規定を準用する。 

  第３章 教育方法等 

 （教育課程の編成方針） 

第１７条の４ 総長は、本大学院の学府（専門職大学院を除く。）において、学校教育法施行規

則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「学校教育法施行規則」という。）第１６５条の２第１

項第１号及び第２号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに学

位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定させ、体系的に教育課

程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 
【大学院設置基準第１１条】 

 （大学院基幹教育） 

第１７条の５ 本大学院に、学府ごとに編成する教育課程のほか、学府共通の課程を置く。 

２ 前項の課程を大学院基幹教育と称し、当該課程に関し必要な事項は、別に定める。 

 （卓越大学院プログラム） 

第１７条の６ 本大学院に、卓越大学院プログラムを置く。 

２ 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

 （未来共創リーダー育成プログラム） 

第１７条の７ 本大学院に、未来共創リーダー育成プログラムを置く。 

２ 未来共創リーダー育成プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

 （未来創造コース） 
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第１７条の８ 本大学院に、学府ごとに編成する教育課程のほか、学府共通の課程を置く。 

２ 前項の課程を未来創造コースと称し、当該課程に関し必要な事項は、別に定める。 
 （授業及び研究指導） 

第１８条 本大学院の学府の教育は、授業科目の授業及び研究指導（専門職大学院にあっては、

授業科目の授業。以下同じ。）によって行うものとする。    【大学院設置基準第１２条】 

２ 本大学院（専門職大学院を除く。）の学府は、各授業科目について、当該授業科目を担当す

る教員以外の教員、学生その他の学府が定める者に補助させることができ、また、十分な教育

効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基

づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。 

【大学院設置基準第１２条】 

３ 本大学院の学府は、前項の授業科目の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業 

 を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

                   【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第２５条】 

４ 本大学院の学府は、第１項の授業科目の授業を、外国において履修させることができる。前 

 項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修 

 させる場合についても、同様とする。 【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第２５条】 

５ 本大学院の学府の教育に必要な授業科目、単位、研究指導等については、この規則に定める 

 もののほか、各学府規則において定める。 

 （単位の計算方法） 

第１８条の２ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に

必要な学修等を考慮して、おおむね１５時間から４５時間までの範囲で各学府規則に定める時

間の授業をもって１単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業に

ついては、当該学府規則に定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第２１条】 

２ 前項の規定にかかわらず、学位論文等の授業科目については、これらの学修の成果を評価し

て単位を授与することが適切と認める場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を

定めることができる。        【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第２１条】 

 （成績評価基準等の明示等） 

第１８条の３ 学府長は、学生に対して、授業科目の授業及び研究指導の方法及び内容並びに１

年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 学修の成果及び学位論文（専門職大学院にあっては、学修の成果）に係る評価並びに修了の

認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明

示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

【大学院設置基準第１４条の２】 

 （組織的な研修等） 

第１８条の４ 学府長は、学生に対する教育の充実を図るため、当該学府の授業及び研究指導の

内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

【大学院設置基準第９条の３、専門職大学院設置基準第５条の２】 

２ 学府長は、第１８条第２項の規定により授業科目について補助する者（教員を除く。）に対

し、必要な研修を行うものとする。 

【大学院設置基準第９条の３】 

 （授業科目の選定等） 

第１９条 履修する授業科目の選定は、指導教員の指示に従うものとする。 

２ 各学府規則で定めるところにより、教育上有益と認めるときは、他の専攻若しくは大学院基

幹教育若しくは学府又は学部の課程による授業科目及び単位を指定して、履修させることがで

きる。 
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３ 前項により修得した単位は、第２７条から第２９条まで、又は第５６条の課程修了の要件と 

なる単位に充当することができる。 

 （試験） 

第２０条 履修した各授業科目の合格又は不合格は、試験又は研究報告によって認定する。 

２ 前項の試験は、毎学期末又は毎学年末に行うものとする。ただし、病気その他やむを得ない 

事由のため、受験できなかった者に対しては、追試験を行うことがある。 

 （成績） 

第２１条 各授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの５種の評語をもってあらわし、Ｓ、Ａ、

Ｂ及びＣを合格とし、Ｆを不合格とする。 

２ 合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

３ 不合格の授業科目については、再試験を受けさせることができる。 

 （他の大学院における授業科目の履修等）  
第２２条 学府長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目

について修得した単位を、本大学院の学府における授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。           【大学院設置基準第１５条、大学設置基準２８条】 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する

ものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育

課程の授業科目を履修する場合について準用する。 

                    【大学院設置基準第１５条、大学設置基準２８条】 

３ 学府長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院等との協議に基づき、学生が他の大学院

等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生につ

いて認める場合には、当該研究指導を受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

                              【大学院設置基準第１３条】 

 （休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修） 

第２３条 学府長は、教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履

修した授業科目について修得した単位を、本大学院の学府における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

 （他の大学院における授業科目の履修により修得した単位の上限） 

第２４条 前２条の規定により本大学院の学府において修得したものとみなすことのできる単位

数は、第１５条、第１７条及び第１７条の２に規定する転学等の場合を除き、合わせて１５単

位を超えないものとする。       【大学院設置基準第１５条、大学設置基準２８条】 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第２５条 学府長は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院の学府に入学する前に大学院

において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２

８号）第１５条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本大学院の学府

に入学した後本大学院の学府における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。                 【大学院設置基準第１５条、大学設置基準３０条】 

２ 前項の規定は、第２２条第２項の場合に準用する。 

【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第３０条】 

３ 前２項の規定により、各学府において、修得したものとみなすことのできる単位数は、第１

５条、第１７条及び第１７条の２に規定する転学等の場合を除き、本大学院において修得した

単位以外のものについては、１５単位を超えないものとする。 

【大学院設置基準第１５条、大学設置基準３０条】 

 （本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる単位の上限） 

第２５条の２ 前２条の規定により本大学院の学府において修得したものとみなすことのできる
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単位数は、合わせて２０単位を超えないものとする。 

【大学院設置基準第１５条、大学設置基準３０条】 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第２６条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわた 

り計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を学府長に申し出たときは、学 

府教授会の議を経て学府長が定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 

                 【大学院設置基準第１５条、大学設置基準第３０条の２】 

  第４章 修了要件及び学位授与 

 （修士課程の修了要件） 

第２７条 修士課程の修了要件は、修士課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める専攻又は

学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、各学府規則で定められた授

業科目を履修し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の

目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格するこ

ととする。ただし、在学期間に関しては、総長が認めるときは、優れた業績を上げた者につい

ては、修士課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

                              【大学院設置基準第１６条】 

第２７条の２ 第２条第４項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の

課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、各学

府規則で定めるところにより、前条に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果

の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとする

ことができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的

素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程におい

て修得すべきものについての審査 

【大学院設置基準第１６条の２】 

 （博士課程の修了要件） 

第２８条 博士課程（医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程

を除く。以下本条において同じ。）の修了要件は、博士課程に５年（修士課程に２年以上在学

し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学

し、各学府規則で定めるところにより、所定の授業科目を履修し、３０単位以上の所定の単位

を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することと

する。ただし、在学期間に関しては、総長が認めるときは、優れた研究業績を上げた者につい

ては、博士課程に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該

課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。  

【大学院設置基準第１７条】 

２ 第２条第８項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を修了した者及

び第２７条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要

件については、前項中「５年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、

当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程における在学期間に３年

を加えた期間」と、「３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当

該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「３年（修士課程における在学期間を

含む。）」と読み替えて、同項の規定を適用する。      【大学院設置基準第１７条】 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第１５６条の規定により本大学

院の学府への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が博士後期課程に入学した場合の博士課程

の修了要件は、博士後期課程に３年（法科大学院の課程を修了した者にあっては、２年）以上
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在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、総長が認めるときは、優れた研究 業績を上げた者については、

博士後期課程に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職 学位課程を修了した者にあ

っては、３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上 在学すれば足りるものと

する。                          【大学院設置基準第１７条】 

４ 各学府規則で定めるところにより、前項の修了要件として、更に所定の授業科目を履修し、 

所定の単位を修得することを加えることができる。 

 （医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程の修了要件） 

第２９条 医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程の修了要件

は、医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程に４年以上在学

し、各学府規則で定めるところにより、所定の授業科目を履修し、３０単位以上の所定の単位

を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することと

する。ただし、総長が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者につい

ては、医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程に３年以上在

学すれば足りるものとする。 

                               【大学院設置基準４４条】 

 （大学院における在学期間の短縮） 

第２９条の２ 第２５条の規定により学生が本大学院の学府に入学する前に修得した単位（学校

教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本大学

院の学府において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士

課程又は博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。）の

教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案

して１年を超えない範囲で本大学院の学府が定める期間在学したものとみなすことができる。

ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも１年以上在学する

ものとする。                        【大学院設置基準１８条】 

２ 前項の規定は、修士課程を修了した者の第２８条第１項（第２８条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する博士課程における在学期

間（第２８条第１項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間

を除く。）については、適用しない。              【大学院設置基準１８条】 

 （後期のみの博士課程の修了要件） 

第２９条の３ 後期のみの博士課程の修了要件は、後期のみの博士課程に３年以上在学し、必要

な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、総長が

認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたものについては、後期のみの博

士課程に１年（第２７条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっ

ては、当該課程における在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 各学府規則で定めるところにより、前項の修了要件として、更に所定の授業科目を履修し、

所定の単位を修得することを加えることができる。 

 （学位論文等及び最終試験） 

第３０条 第２７条から前条までの最終試験は、学位論文又は特定の課題についての研究の成果 

（以下「学位論文等」という。）を中心とし、これに関連のある授業科目について、行うもの 

とする。 

第３１条 学位論文等及び最終試験の合格又は不合格は、学府教授会において審査する。 

２ 論文審査及び最終試験の細部については、別に定める。 

 （学位の授与） 

第３２条  修士課程、博士課程又は専門職学位課程を修了した者には、九州大学学位規則（平成 

 １６年度九大規則第８６号）の定めるところにより、学位を授与するものとする。 

                          【学教法第１０４条、学位規則第２条】 
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２ 前項に規定するもののほか、一貫制博士課程において、第２７条及び第２７条の２に規定す

る修了要件を満たした者にも、修士の学位を授与することができる。 

  第５章 退学、留学及び休学 

 （退学） 

第３３条 学生が退学しようとするときは、学府長を経て総長に退学許可願を提出し、その許可

を受けなければならない。 

 （留学） 

第３４条 外国の大学院等に留学を志願する学生は、学府長に留学願を提出し、その許可を受け 

なければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第２７条から第２９条まで、又は第５６条の課程修了の 

要件としての在学期間に通算することができる。 

  （休学） 

第３５条 疾病又は経済的理由のため２月以上修学できない学生は、学府長の許可を得て、その

学年の終りまで休学することができる。 

２ 前項のほか、特別の事情があると認められたときは、学府長は、休学を許可することができ

る。 

３ 疾病のため修学が不適当と認められる学生に対しては、学府長は、休学を命ずることができ

る。 

４ 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学府長の許可を得て、復学することができる。 

５ 休学した期間は、在学期間に算入しない。 

６ 休学期間は、修士課程においては２年を、博士後期課程及び後期のみの博士課程においては

３年を、一貫制博士課程においては５年を超えることができない。 

７ 医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程における休学期間

は４年を超えることができない。 

第３６条 専門職学位課程（法科大学院を除く。）における休学期間は２年を超えることができ

ない。 

２ 法科大学院における休学期間は３年を超えることができない。 

  第６章 表彰、除籍及び懲戒 

 （表彰） 

第３７条 学生に表彰に価する行為があったときは、総長がこれを表彰することがある。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 （除籍） 

第３８条 総長は、学府長の報告により学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該学生を除籍する。 

 (1) 欠席が長期にわたるとき。 

 (2) 成業の見込みがないとき。 

 (3) 長期間にわたり行方不明のとき。 

 (4) 第４条又は第５条に規定する在学期間の限度を超えたとき。 

 (5) 第３５条第６項若しくは第７項又は第３６条に規定する休学期間の限度を超えてなお復学  

できないとき。 

第３９条 総長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学生を除籍する。 

(1) 入学料の一部を免除された者若しくは免除を不許可とされた者又は入学料の徴収を猶予さ

れた者若しくは徴収の猶予を不許可とされた者が、所定の期日までに入学料を納付しないと

き。 

(2) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。 

 （懲戒） 

第４０条 総長は、学生が九州大学（以下「本学」という。）の規則に違反し、又はその本分に反
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する行為があったときは、当該学生を懲戒する。 

２ 前項の場合における懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 

  第７章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

  （検定料） 

第４１条 入学及び再入学等を志願する者は、検定料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる者については、検定料を免除する

ことができる。 

３ 前項の検定料の免除に関し必要な事項は、別に定める。 

 （入学料） 

第４２条 入学及び再入学等に当たっては、入学料を納付しなければならない。 

２ 入学料の納付が困難な者又は特別の事情があると認められる者に対し、その全部若しくは一

部を免除し、又は徴収猶予することができる。 

３ 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。 

 （授業料） 

第４３条 各年度に係る授業料は、次の表に掲げる納付区分ごとに、それぞれ授業料の年額の２

分の１に相当する額を同表に掲げる納期に納付しなければならない。ただし、当該期の授業料

の免除、徴収猶予又は月割分納を申請した者の納期については、この限りでない。 

 

納  付  区  分 

 

納   期 

 

 前期（４月１日から９月３０日まで） 

 

 ５月３１日まで 

 

 後期（１０月１日から３月３１日まで） 

 

 

 １１月３０日まで 

 

２ 休学が前項に定めた授業料納付区分の全期間である場合は、その期間分の授業料を免除する。 

３ 経済的理由により授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀と認め

られる者その他特別の事情があると認められる者については、授業料の全部若しくは一部を免

除し、徴収猶予し、又は月割分納を許可することができる。 

４ 前項の授業料の免除、徴収猶予及び月割分納に関し必要な事項は、別に定める。 

 （寄宿料） 

第４４条 寄宿舎に入居した者は、所定の期日までに、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる者については、寄宿料を免除する 

 ことができる。 

 （検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額等） 

第４５条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額、徴収方法その他の必要な事項については、 

国立大学法人九州大学における授業料その他の費用に関する規程（平成１６年度九大会規第１ 

２号。以下「費用規程」という。）に定める。 

  第８章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生 

 （科目等履修生） 

第４６条 本学の学生以外の者で、学府の授業科目のうち一又は複数を履修することを志願する 

者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。 

                    【大学院設置基準第１５条、大学設置基準３１条】 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （聴講生） 

第４７条 本学において、学府又は第１７条の５第２項に定める大学院基幹教育で開講する特定 

の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究上支障がない場合に限り、選
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考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第４８条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学において、学府の開講する特定の授業科 

目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院との協議に基 

づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （研究生） 

第４９条 学府において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当 

該学府の教育研究上支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがあ 

る。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （特別研究学生） 

第５０条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学の学府又は研究所等において、研究指導 

を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、 

特別研究学生として研究指導を受けることを認めることがある。 

２ 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （授業料等） 

第５１条 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生の検定料、入学料及 

び授業料の額、徴収方法その他の必要な事項については、費用規程に定める。 

  第９章 専門職大学院の教育方法等 

 （教育課程） 

第５２条 総長は、専門職大学院において、学校教育法施行規則第１６５条の２第１項第１号及

び第２号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ開設し、

体系的に教育課程を編成するものとする。 

【専門職大学院設置基準第６条】 

 （教育課程連携協議会） 

第５２条の２ 専門職大学院に、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効 

果的に実施するため、教育課程連携協議会を置く。 

２ 教育課程連携協議会の任務、組織その他必要な事項は、別に定める。 

 （授業の方法等）           

第５３条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に

応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の

適切な方法により授業を行うものとする。         【専門職大学院設置基準第８条】 

２ 第１８条第３項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所 

で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が 

認められる授業について、行うことができるものとする。  【専門職大学院設置基準第８条】 

 （履修科目の登録の上限） 

第５４条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が１ 

年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。 

                           【専門職大学院設置基準第１２条】 

 （専門職大学院において修得したものとみなすことのできる単位数の限度） 

第５５条 第２２条（第３項を除く。）、第２３条及び第２５条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により専門職大学院において修得したものとみなすことのできる

単位数は、第２４条及び第２５条第３項の規定にかかわらず、第１５条及び第１７条の規定の

転学等の場合を除き、合わせて専門職大学院が修了要件として定める３０単位以上の単位数の

２分の１を超えないものとする。 
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                      【専門職大学院設置基準第１３条、第１４条】 

２ 前項の規定にかかわらず、第２２条（第３項を除く。）、第２３条、第２５条第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。）及び第５８条第１項の規定により法科大学院において修

得したものとみなすことのできる単位数は、第２４条及び第２５条第３項の規定にかかわらず、

第１５条及び第１７条の規定の転学等の場合を除き、合わせて３３単位を超えないものとする。

ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学

識を有すると法科大学院が認める者について法科大学院において修得したものとみなすことの

できる単位数は、合わせて４９単位を超えないものとする。 

                      【専門職大学院設置基準第２１条、第２２条】 

 （専門職学位課程の修了要件） 

第５６条 専門職学位課程（法科大学院を除く。）の修了の要件は、専門職学位課程に２年以上 

在学し、当該学府規則で定められた授業科目を履修し、３０単位以上の修得その他の教育課程

の履修により課程を修了することとする。       【専門職大学院設置基準第１５条】 

２ 法科大学院の修了の要件は、法科大学院に３年以上在学し、当該大学院規則で定められた授

業科目を履修し、９３単位以上の所定の単位を修得することとする。                                                   
【専門職大学院設置基準第２３条】 

３ 専門職大学院において、必要と認めるときは、前２項の修了要件としての単位数に、更に単 

位数を加えることができる。 

  （専門職学位課程の在学期間の短縮） 

第５７条 専門職大学院は、第２５条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定により、専門職大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定に

より入学資格を有した後、修得したものに限る。）を専門職大学院において修得したものとみ

なす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認め

るときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で専門職

大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 

【専門職大学院設置基準第１６条】 

 （法科大学院の法学既修者） 

第５８条 法科大学院は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認め

る者（以下「法学既修者」という。）に関しては、第５６条第２項に規定する在学期間について

は１年を超えない範囲で法科大学院が認める期間在学し、同項に規定する単位については、法

科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 

                           【専門職大学院設置基準第２５条】 

２ 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規

定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えないものとする。 

                           【専門職大学院設置基準第２５条】 

  第１０章 国際連携専攻 

 （国際連携教育課程の編成） 

第５９条 総長は、第１７条の４の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究 

を実施する一以上の外国の大学院（以下「連携外国大学院」という。）が開設する授業科目を 

当該学府の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程（以下「国際 

連携教育課程」という。）を編成するものとする。 

                              【大学院設置基準第３６条】 

 （国際連携教育課程の共同開設科目） 

第６０条 総長は、第１７条の４の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開 

設することができる。 

２ 国際連携専攻の学生が前項の授業科目（以下この項において「共同開設科目」という。）の 

履修により修得した単位は、７単位を超えない範囲で、当該学府又は連携外国大学院のいずれ 

 
学則-36



かにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該学府及び連携外国大学院において 

修得した単位数が、第６２条第１項の規定により当該学府及びそれぞれの連携外国大学院にお 

いて修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した 

単位を当該学府及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。  

                              【大学院設置基準第３７条】 

 （国際連携教育課程に係る単位の認定等） 

第６１条 国際連携専攻を設ける学府は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育 

課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修に 

より修得したものとみなすものとする。 

２ 国際連携専攻を設ける学府は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係 

る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 

                                     【大学院設置基準第３８条】 

 （国際連携専攻に係る修了要件） 

第６２条 国際連携教育課程である博士課程の修了の要件は、第２８条に定めるもののほか、国 

際連携専攻を設ける学府及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業 

科目の履修により、当該国際連携専攻を設ける学府規則に定める単位以上を修得することとす 

る。 

２ 前項により国際連携専攻を設ける学府及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育 

課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第２２条第１項 及び第２５条第１項 

の規定により修得したものとしてみなすことができる単位を含まないものとする。ただし、第 

２５条第１項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、 

及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

                                      【大学院設置基準第３９条】 

 （国際連携専攻の特例） 

第６３条 国際連携専攻の入学資格審査、入学の出願、入学者選抜並びに入学の手続き及び許可 

については、第１３条から第１４条の３までの規定にかかわらず、連携外国大学院との協議の 

上、別に定めるところによる。 

２ 前項に定めるもののほか、国際連携専攻において、国際連携専攻を設ける学府と連携外国大 

学院との協議により、この規則と異なる取扱いをする場合は、当該連携外国大学院と締結する 

協定書等の定めるところによる。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３１日に本大学院に在学し、平成１６年４月１日以降も引き続き在学する者

の教育課程の履修その他当該学生の教育に必要な事項については、九州大学大学院学則（昭和

５０年５月２０日施行）等の規定によるものとする。 

   附 則（平成１６年度九大規則第１９５号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年度九大規則第３２号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年度九大規則第３９号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第３３号） 

 この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第６０号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年度九大規則第３９号） 
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 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年度九大規則第５１号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年度九大規則第８４号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年度九大規則第８２号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第１号） 

 この規則は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年３月１４日から適用する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第３０号） 

 この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第４８号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第８５号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院通則第５５条第２項の規定は、平成２６年４月１日

に九州大学法務学府実務法学専攻に入学する者から適用し、同年３月３１日に同専攻に在学し、

同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年度九大規則第７９号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度九大規則第３７号） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年度九大規則第４号） 

 この規則は、平成２８年６月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第８７号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年度九大規則第６９号） 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年度九大規則第６２号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年度九大規則第２６号） 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年度九大規則第６号） 

１ この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院通則（以下「新規則」という。）第１０条第１項第

２号の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

３ 新規則第２４条、第２５条、第２５条の２、第２９条の２の規定は、令和２年６月３０日か

ら適用する。 

   附 則（令和２年度九大規則第３８号） 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

   附 則（令和２年度九大規則第４３号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院通則第２１条及び第５６条の規定は、令和３年４月

１日に本学に入学する者から適用し、同年３月３１日に本学に在学し、同年４月１日以降も引

き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和３年度九大規則第５２号） 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 
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   附 則（令和３年度九大規則第６９号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院通則第５５条の規定は、令和４年４月１日に本学に 

入学する者から適用し、同年３月３１日に本学に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学す 

る者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年度九大規則第２６号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年度九大規則第３４号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
附 則（令和６年度九大規則第  号） 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第６条関係）（修士課程及び博士後期課程） 

 

 

 

 学 府 名      

 

 

 

 

 専 攻 名         

 

 

 

 

             学生定員 

 

 

 

 収容定員      

 

 

修士課程 

 

博士後期課程 

 

１年次    

 

２年次    

 

１年次    

 

２年次    

 

３年次    

 

人文科学府 

 

 

 

 

 

 

 

人文基礎専攻 

 

16 
《1》 

 

16 
 

7 
 

7 
 

7 
 

187 
《4》 

うち修士課程 

112 
《4》 

博士後期課程 

75 
 

 

 

歴史空間論専攻 

 

20 
《2》 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

 

言語・文学専攻 

 

20 
《1》 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

 

    計      

 

56 
《4》 

 

56 
 

25 
 

25 
 

25 

 

地球社会統合

科学府 

 

 

 

 

地球社会統合科学専攻 

 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

 

35 
 

 

 

 

 

35 
 

 

 

 

 

35 
 

 

 

 

 

225 
うち修士課程 

120 
博士後期課程 

105 
 

人間環境学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市共生デザイン専攻 

 

20 
 

20 
 

4 
 

4 
 

5 
 

310 
うち修士課程 

 190 
博士後期課程 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間共生システム専攻 

 

11 
 

11 
 

9 
 

9 
 

9 
 

行動システム専攻 

 

17 
 

17 
 

10 
 

10 
 

10 
 

教育システム専攻 

 

19 
 

19 
 

9 
 

9 
 

9 
 

空間システム専攻 

 

28 
 

28 
 

6 
 

6 
 

7 
 

九州大学・釜山大学校

都市・建築学国際連携

専攻 

 

 

    － 

 

 

 

    －
  

 

 

     2 
 

 

 

    2 
 

 

 

   － 

 

 

    計 

 

95 
 

95 
 

40 
 

40 
 

40 
 

法学府 

 

 

 

 

 

法政理論専攻 

 

 

 

 

 

72 
 

 

 

 

 

62 
 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

185 
うち修士課程 

134 
博士後期課程 

51 
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経済学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済工学専攻 

 

 

20 
【1】 

 

20 
【1】 

 

10 
【1】 

 

10 
【1】 

 

10 
【1】 

 

166 
【5】 

うち修士課程  
94 

【2】 

博士後期課程  
72 

【3】 

 

経済システム専攻 

 

27 
 

27 
 

14 
 

14 
 

14 
 

    計 

 

 

 

47 
【1】 

 

 

47 
【1】 

 

 

24 
【1】 

 

 

24 
【1】 

 

 

24 
【1】 

 

 

理学府 

 

 

 

 

 

 

 

物理学専攻 

 

41 
 

41 
 

14 
 

14 
 

14 
 

429 
うち修士課程 

288 
博士後期課程 

141 
 

 

 

化学専攻 

 

62 
 

62 
 

19 
 

19 
 

19 
 

地球惑星科学専攻 

 

41 
 

41 
 

14 
 

14 
 

14 
 

    計 

 

144 
 

144 
 

47 
 

47 
 

47 
 

数理学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

数理学専攻 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
【8】 

 

 

 

 

 

 

 

54 
【8】 

 

 

 

 

 

 

 

20 
【9】 

 

 

 

 

 

 

 

20 
【9】 

 

 

 

 

 

 

 

20 
【9】 

 

 

 

 

 

 

 

168 
【43】 

うち修士課程 

108 
【16】 

博士後期課程 

60 
【27】 

 

医学系学府 

 

 

 

 

 

医科学専攻 

 

20 
 

20 
 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

124 
うち修士課程 

94 
博士後期課程 

30 

 

保健学専攻 

 

27 
 

27 
 

10 
 

10 
 

10 
 

    計 

 

47 
 

47 
 

10 
 

10 
 

10 
 

歯学府 

 

口腔科学専攻 

 

6 
 

6 
 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

            12 
 

薬学府 

 

 

 

 

 

創薬科学専攻 

 

 

 

 

 

55 
 

 

 

 

 

55 
 

 

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

146 
うち修士課程 

110 
博士後期課程 

36 
 

工学府 

 

 

 

 

 

 

材料工学専攻 

 

43 
 

43 
 

10 
 

10 
 

10 
 

※1,191 
1,171 

うち修士課程 

※852 
832 

博士後期課程 

 

応用化学専攻 

 

68 
 

68 
 

18 
 

18 
 

18 
 

化学工学専攻 

 

30 
 

30 
 

8 
 

8 
 

8 
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機械工学専攻 73 73 16 16 16 339 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素エネルギーシステ

ム専攻 

 

35 
 

 

35 
 

 

9 
 

 

9 
 

 

9 
 

 

航空宇宙工学専攻 

 

30 
 

30 
 

10 
 

10 
 

10 
 

量子物理工学専攻 

 

30 
 

30 
 

10 
 

10 
 

10 
 

船舶海洋工学専攻 

 

25 
 

25 
 

8 
 

8 
 

8 
 

地球資源システム工学

専攻 

 

20 
 

 

20 
 

 

8 
 

 

8 
 

 

8 
 

 

共同資源工学専攻 

 

 

※20 
    10 

 

※20 
    10 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

土木工学専攻 

 

52 
 

52 
 

16 
 

16 
 

16 
 

    計 

 

 

※426 
   416 

 

※426 
   416 

 

113 
 

 

113 
 

 

113 
 

 

芸術工学府 

 

 

 

 

 

芸術工学専攻 

 

 

 

 

 

120 
 

 

 

 

 

120 
 

 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

330 
うち修士課程 

240 
博士後期課程 

90 
 

システム情報

科学府 

 

 

 

 

 

 

 

情報理工学専攻 

 

 

105 
【2】 

 

105 
【2】 

 

29 
【3】 

 

29 
【3】 

 

29 
【3】 

 

475 
【18】 

うち修士課程 

340 
【6】 

博士後期課程 

135 
【12】 

 

電気電子工学専攻 

 

 

65 
【1】 

 

65 
【1】 

 

16 
【1】 

 

16 
【1】 

 

16 
【1】 

 

    計 

 

 

170 
【3】 

 

170 
【3】 

 

45 
【4】 

 

45 
【4】 

 

45 
【4】 

 

総合理工学府 

 

 

 

 

 

総合理工学専攻 

 

172 
 

172 
 

60 
 

62 
 

62 
 

530 
うち修士課程 

344 
博士後期課程 

186 

 

九州大学・アントワー

プ大学総合理工学国際

連携専攻 

 

－ 

 

－ 

 

2 
 

 

－ 

 

－ 

 

計 

 
172 

 
172 62 62 62 

 

生物資源環境

科学府 

 

資源生物科学専攻 

 

66 
 

66 
 

26 
 

26 
 

26 
 

719 
うち修士課程       
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環境農学専攻 66 66 21 21 21 488 
博士後期課程 

231 
 

 

 

 

 

農業資源経済学専攻 

 

13 
 

13 
 

5 
 

5 
 

5 
 

生命機能科学専攻 

 

99 
 

99 
 

25 
 

25 
 

25 
 

    計 

 

244 
 

244 
 

77 
 

77 
 

77 
 

統合新領域学

府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザー感性スタディ

ーズ専攻 

 

10 
 

 

10 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

121 
うち修士課程 

82 
博士後期課程 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

オートモーティブサイ

エンス専攻 

 

21 
 

 

21 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

ライブラリーサイエン

ス専攻 

 

10 
《2》 

 

10 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

    計 

 

41 
 

41 
 

13 
 

13 
 

13 

 

人文情報連係

学府 

 

  

〈6〉 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

〈12〉 

 

 

 

マス・フォア

・イノベーシ 

ョン連係学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博士前期課程 

 

博士後期課程 

 

〈66〉 

うち 

博士前期課程 

〈24〉 

博士後期課程 

〈42〉 

 

〈12〉 

 

 

 

 

〈12〉 

 

 

 

 

〈14〉 

 

 

 

 

〈14〉 

 

 

 

 

〈14〉 

 

 

 

 

       総         計  

 

 

 

 

 

 

 

 

※1,809 
1,799 

 

 

 

 

 

 

 

※1,799 
1,789 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

※5,318 
5,298 

うち修士課程 

※3,608 
3,588 

博士後期課程 

1,710 
 

（備考） 

   １ （ ）を付した専攻は、学府の改組により、学生募集を停止したものである。 

  ２ 外国人である学生は、定員外とすることができる（国際連携専攻を除く。）。 

    ３ 工学府共同資源工学専攻及び総計の※付きの数字は、本学及び北海道大学の合計数であ

る。 

  ４ 〈 〉を付した数字は連係学府の定員数であり、各連係協力学府の定員数の内数である。 

  ５ 【 】を付した数字は経済学府、数理学府及びシステム情報科学府からマス・フォア・
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イノベーション連係学府に割り当てる定員数で、かつ、経済学府、数理学府及びシステム

情報科学府の定員数の内数である。 
  ６ 《 》を付した数字は人文科学府及び統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻から

人文情報連係学府に割り当てる定員数で、かつ、人文科学府及び統合新領域学府ライブラ

リーサイエンス専攻の定員数の内数である。 
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別表第２（第６条関係） 

（一貫制博士課程並びに医学系学府医学専攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課

程） 

 

 

 

学 府 名      

 

 

 

 

 

専 攻 名         

 

 

 

学生定員 

 

 

 

収容定員      

 

 

 

博士課程 

 

１年次 

 

２年次 

 

３年次 

 

４年次 

 

５年次 

 

システム生命科

学府 

 

システム生命科学専

攻 

 

54 
 

 

54 
 

 

54 
 

 

54 
 

 

54 
 

 

270 
 

 

医学系学府 

 

医学専攻 

 

107 
 

107 
 

107 
 

107 
 

－ 

 

428 
 

歯学府 

 

歯学専攻 

 

43 
 

43 
 

43 
 

43 
 

－ 

 

172 
 

薬学府 

 

臨床薬学専攻 

 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

－ 

 

20 
 

    総         計   

 

 

209 
 

 

209 
 

 

209 
 

 

209 
 

 

54 
 

 

890 
 

（備考） 外国人である学生は、定員外とすることができる。 

 

 
学則-45



別表第３（第６条関係）（専門職学位課程） 

 

 

 

学 府 名      

 

 

 

 

 

専 攻 名         

 

 

 

学生定員 

 

 

                 
   収容定員      

              

 

 

専門職学位課程 

 

１年次 

 

２年次 

 

３年次 

 

人間環境学府 

 

実践臨床心理学専攻 

 

30 
 

30 
 

－ 

 

60 
 

法務学府 

 

実務法学専攻 

 

45 
 

45 
 

45 
 

135 
 

経済学府 

 

 

産業マネジメント専

攻 

 

45 
 

 

45 
 

 

－ 

 

 

90 
 

 

医学系学府 

 

 

医療経営・管理学専

攻 

 

20 
 

 

20 
 

 

－ 

 

 

40 
 

 

     総         計 

 

 

140 
 

 

140 
 

 

45 
 

 

325 
 

（備考） 外国人である学生は、定員外とすることができる。 
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   九州大学大学院通則の一部を改正する規則 

令 和 ６ 年 度 九 大 規 則 第  号  

制  定：令和 ７年  月  日 

大学院総合理工学府に九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻を設置すること

及び人文情報連係学府を設置することに伴い、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

（新） （旧） 

（略） 
（修業年限等） 

第２条 博士課程（医学系学府医学専攻、歯学

府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課

程を除く。）の標準修業年限は、５年とす

る。      【大学院設置基準第４条】 
２・３ （略） 
４ 博士課程（医学系学府医学専攻、歯学府歯

学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程を

除く。）は、これを前期２年及び後期３年の

課程に区分し、前期２年の課程は、修士課程

として取り扱うものとする。 
【大学院設置基準第４条】 

５ （略） 
６ 第４項の前期２年及び後期３年の課程並び

に前項の課程は、それぞれ「修士課程」（マ

ス・フォア・イノベーション連係学府にあっ

ては、「博士前期課程」と称する。）及び

「博士後期課程」並びに「一貫制博士課程」

という。 
７・８ （略） 

（略） 
（定員） 

第６条 各学府の学生の定員は、別表第１、別

表第２及び別表第３のとおりとする。 
（略） 

 

別表第１ （別紙のとおり） 

別表第２・３ （略） 

（略） 
（修業年限等） 

第２条 （同左） 
 
 
 
２・３ （略） 
４ （同左） 
 
 
 
 
 
５ （略） 
６ 第４項の前期２年及び後期３年の課程並び

に前項の課程は、それぞれ「修士課程」（連

係学府にあっては、「博士前期課程」と称す

る。）及び「博士後期課程」並びに「一貫制

博士課程」という。 
 
７・８ （略） 

（略） 
（定員） 

第６条 （同左） 
 

（略） 
 
別表第１ （別紙のとおり） 

別表第２・３ （略） 
 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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（別紙） 

  新 

別表第１（第６条関係）（修士課程及び博士後期課程） 

学 府 名      

 

 

 専 攻 名         

 

 

 

学生定員 

収容定員      修士課程 博士後期課程 

１年次    ２年次    １年次    ２年次    ３年次    

 

人文科学府 人文基礎専攻 

 

16 
《1》 

 

16 
 

7 
 

7 
 

7 
 

187 
《4》 

うち修士課程 

112 
《4》 

博士後期課程 

75 
 

 

歴史空間論専攻 

 

20 
《2》 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

言語・文学専攻 

 

20 
《1》 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

 

    計      

 

56 
《4》 

 

56 
 

25 
 

25 
 

25 

（略） 

 

人間環境学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市共生デザイン専攻 20 20 4 4 5 
 

310 
うち修士課程 

 190 
博士後期課程 

120 
 

 

 

 

 

人間共生システム専攻 11 11 9 9 9 

行動システム専攻 17 17 10 10 10 

教育システム専攻 19 19 9 9 9 

空間システム専攻 28 28 6 6 7 

九州大学・釜山大学校

都市・建築学国際連携

専攻 

－ － 2 2 － 

計 95 95 40 40 40 
 

（略） 

 

総合理工学府 

 

 

 

 

総合理工学専攻 172 172 60 62 62 
 

530 
うち修士課程 

344 
博士後期課程 

186 

九州大学・アントワー

プ大学総合理工学国際

連携専攻 

－ － 2 － － 

計 172 172 62 62 62 

（略） 
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統合新領域学

府 

ユーザー感性スタディ

ーズ専攻 

10 
 

10 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

121 
うち修士課程 

82 
博士後期課程 

39 
 

 

 

 

オートモーティブサイ

エンス専攻 

21 
 

21 
 

7 
 

7 
 

7 
 

ライブラリーサイエン

ス専攻 

10 
《2》 

10 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

 

 

     

計 41 41 13 13 13 

 

人文情報連係

学府 

 

 

〈6〉 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

〈12〉 
 

（略） 

 

       総         計  

 

 

 

 

 

 

 

 

※1,809 
1,799 

 

 

 

 

 

 

 

※1,799 
1,789 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

※5,318 
5,298 

うち修士課程 

※3,608 
3,588 

博士後期課程 

1,710 
 

（備考） 

   １～４ （略） 

  ５ 【 】を付した数字は経済学府、数理学府及びシステム情報科学府からマス・フォア

・イノベーション連係学府に割り当てる定員数で、かつ、経済学府、数理学府及びシス

テム情報科学府の定員数の内数である。 
  ６ 《 》を付した数字は人文科学府及び統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻から

人文情報連係学府に割り当てる定員数で、かつ、人文科学府及び統合新領域学府ライブラ

リーサイエンス専攻の定員数の内数である。 
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   旧 

別表第１（第６条関係）（修士課程及び博士後期課程） 

学 府 名      

 

 

 専 攻 名         

 

 

 

学生定員 

収容定員      修士課程 博士後期課程 

１年次    ２年次    １年次    ２年次    ３年次    

 

人文科学府 人文基礎専攻 

 

16 
 

 

16 
 

7 
 

7 
 

7 
 

187 
 

うち修士課程 

112 
 

博士後期課程 

75 
 

 

歴史空間論専攻 

 

20 
 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

言語・文学専攻 

 

20 
 

 

20 
 

9 
 

9 
 

9 

 

    計      

 

56 
 

 

56 
 

25 
 

25 
 

25 

（略） 

 

人間環境学府 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市共生デザイン専攻 20 20 4 5 5 
 

310 
うち修士課程 

 190 
博士後期課程 

120 
 

 

 

 

 

人間共生システム専攻 11 11 9 9 9 

行動システム専攻 17 17 10 10 10 

教育システム専攻 19 19 9 9 9 

空間システム専攻 28 28 6 7 7 

九州大学・釜山大学校

都市・建築学国際連携

専攻 

－ － 2 － － 

計 95 95 40 40 40 
 

（略） 

 

総合理工学府 

 

 

 

 

 

 

総合理工学専攻 172 172 62 62 62 
 

530 
うち修士課程 

344 
博士後期課程 

186       

（略） 
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統合新領域学

府 

ユーザー感性スタディ

ーズ専攻 

10 
 

10 
 

3 
 

3 
 

－ 
 

 

122 
うち修士課程 

82 
博士後期課程 

40 
 

 

 

 

オートモーティブサイ

エンス専攻 

21 
 

21 
 

7 
 

7 
 

7 
 

ライブラリーサイエン

ス専攻 

10 
 

10 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

（ユーザー感性学専攻

） 

 

 

－ 
 

 

－ 
 

 

－ 
 

 

－ 
 

 

4 

計 41 41 13 13 14 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（略） 

 

       総         計  

 

 

 

 

 

 

 

 

※1,809 
1,799 

 

 

 

 

 

 

 

※1,799 
1,789 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

570 
 

 

 

 

 

 

 

 

571 
 

 

 

 

 

 

 

 

※5,319 
5,299 

うち修士課程 

※3,608 
3,588 

博士後期課程 

1,711 
 

（備考） 

   １～４ （略） 

  ５ 【 】を付した数字は連係協力学府から連係学府に割り当てる定員数で、かつ、連係協 
力学府の定員数の内数である。 
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   九州大学大学院総合理工学府規則（案） 

平成１６年度九大規則第１３３号                 

制  定：平成１６年 ４月 １日 

最終改正：令和 ７年  月  日 

（令和６年度九大規則第  号） 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号。以下「通則」とい

う。）及び九州大学学位規則（平成１６年度九大規則第８６号）により各学府規則において

定めるように規定されている事項その他総合理工学府（以下「本学府」という。）の教育に

関し必要と認める事項について定めるものとする。 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 本学府は、物質、エネルギー、環境及びその融合分野における環境共生型科学技

術に関する高度の専門知識と課題探求・解決能力を持ち、持続発展社会の構築のためにグロ

ーバルに活躍できる技術者や研究者となる人材を養成する。 

 （専門分野） 

第２条 本学府の次の表の左欄に掲げる専攻に、それぞれ右欄に掲げる専門分野（以下「メジ

ャー」という。）を置く。 

             専攻               メジャー 

総合理工学専攻 材料理工学 
化学・物質理工学 
デバイス理工学 
プラズマ・量子理工学 
機械・システム理工学 
地球環境理工学 

九州大学・アントワープ大学総合理工

学国際連携専攻 
― 

 （国際コース） 

第２条の２ 本学府の修士課程に、国際コース（英語による授業等により学位取得可能な教育

課程をいう。以下同じ。）を置く。 

２ 本学府の博士後期課程に、国際コースとして、ＩＥＩ教育プログラムを置く。 

 （Green Asia 教育プログラム） 
第２条の３ 本学府に、経済成長と資源効率向上を両立したアジアの実現に資する理工系リーダ

ーの養成を行うため、Green Asia 教育プログラムを置く。 
２ Green Asia 教育プログラムは、修士課程から博士後期課程までの一貫した学位プログラム

とする。 

（Campus Asia 教育プログラム） 
第２条の４ 本学府に、高度な専門知識と国際的な応用展開力を備えたグローバルに活躍できる

高度技術者及び研究者の育成を行うために、Campus Asia 教育プログラム（以下この条におい

て「本プログラム」という。）を置く。 
２ 本プログラムを修了した者には、本プログラムの修了証を授与するものとする。 
（国際連携教育課程） 

第２条の５ 本学府九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻（以下「国際連携専攻

」という。）は、「九州大学とアントワープ大学（ベルギー）間のジョイント・ディグリー・

プログラム開設に関する協定書」（以下単に「協定書」という。）に基づき、アントワープ大

学と国際連携教育課程を編成し、実施する。 
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２ 国際連携専攻において、この規則と異なる取扱いをする場合は、協定書の定めるところによ

る。 
 （入学考査） 

第３条 入学を志願する者に対する考査は、学力検査、出身大学の成績証明書その他本学府の

定める資料によって行うものとする。 

 （学期） 

第４条 １学年を次の２学期に分ける。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項に定める各学期の授業期間は、別に定める。 

 （授業及び研究指導） 

第５条 本学府の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指

導」という。）によって行うものとする。 

 （授業科目、単位、履修方法及び試験等） 

第６条 本学府（国際連携専攻を除く。）の授業科目、単位及び履修方法は、別表のとおりと

する。 

２ 前項に定めるもののほか、本学府教授会の議を経て、臨時に授業科目を開設することがあ

る。 

３ 単位計算の基準は、おおむね１５時間から４５時間までの範囲で定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

第７条 学生は、各学期の始めに、履修しようとする授業科目を、指導教員の指示に従って選

定し、総合理工学府長（以下「本学府長」という。）に届け出なければならない。 

２ 学府において、教育上有益と認めるときは、大学院基幹教育又は他の学府の課程による授

業科目及び単位を指定して履修させることができる。 

３ 前項の規定により修得した単位は、本学府教授会の議を経て、本学府長が特に必要がある

と認めるときは、課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

第８条 試験は、履修した各授業科目につき、その授業科目の授業終了の学期末又は学年末に

行うものとする。 

第８条の２ 各授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの５種のいずれかの評語をもってあ

らわし、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｆを不合格とする。 

第９条 単位修得の認定は、本学府教授会の議を経て、本学府長がこれを行う。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第１０条 指導教員が教育上有益と認めるときは、本学府が指定する他の大学の大学院の授業

科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、本学府教授会の議を経て、１５単位を限度として課程

修了の要件となる単位として認定することができる。 

３ 教育上有益と認めるときは、本学府教授会の議を経て、他の大学の大学院又は研究所等に

おいて必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程の学生について認める

場合には、当該研究指導を受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

４ 第１項又は第３項の規定により授業科目を履修し、又は必要な研究指導を受けようとする

学生は、本学府長の許可を得なければならない。 

第１１条 外国の大学院（本学府教授会の議を経て承認された大学院に限る。）に留学した期

間は、修士課程及び博士後期課程を通して、１年間を限度として課程修了の要件となる在学

期間として取り扱うことができる。 

２ 前項の外国の大学院において修得した単位は、本学府教授会の議を経て、１５単位を限度

として課程修了の要件となる単位として認定することができる。 
第１２条 第１０条第２項及び前条第２項の規定により課程修了の要件として認定できる単位

数は、通則第１５条、第１７条及び第１７条の２に規定する転学等の場合を除き、合わせて

１５単位を超えることができない。 
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 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１２条の２ 本学府の学生が、通則第２６条の規定に基づき、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を本学府長に申し

出たときは、本学府教授会の議を経て本学府長が定めるところにより、その計画的な履修を

認めることができる。 

 （修士課程の修了要件） 

第１３条 本学府の修士課程（Green Asia 教育プログラムを除く。）の修了要件は、修士課程

に２年以上在学し、第６条第１項に定める授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、本学府教授会の行う修士論文又は特定の課題についての研究の

成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、総長が認めるときは、在学期間に

関しては、優れた業績を上げた者については、修士課程に１年以上在学すれば足りるものと

する。 

２ 前項の規定による特定の課題についての研究の成果の審査に合格することを修了要件とす

ることができるのは、本学府教授会の議を経て、本学府長が特に必要と認めた場合に限るも

のとする。 

第１３条の２  本学府の修士課程（Green Asia 教育プログラム）の修了要件は、修士課程に２

年以上在学し、第６条第１項に定める授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、次に

掲げる試験及び審査に合格することとする。ただし、総長が認めるときは、在学期間に関し

ては、優れた業績を上げた者については、修士課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

(1) メジャーに関する高度の専門的知識及び能力並びに当該メジャーに関連する分野の基礎

的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程にお

いて修得すべきものについての審査 

 （博士課程の修了要件） 

第１４条 本学府（国際連携専攻を除く。）の博士課程の修了要件は、博士課程に５年（修士

課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期

間を含む。）以上在学し、第６条第１項に定める授業科目について４０単位以上（ＩＥＩ教

育プログラムにあっては４５単位以上）を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、総長が認めるときは、在学期間に

関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士課程に３年（修士課程に２年以上在

学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上

在学すれば足りるものとする。 

２ 大学院設置基準第３条第３項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課

程を修了した者及び前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博

士課程の修了要件については、前項中「５年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了

した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程に

おける在学期間に３年を加えた期間」と、「３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を

修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「３年（修

士課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、前項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５

６条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同

等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入

学した場合の博士課程の修了要件は、博士後期課程に３年（法科大学院の課程を修了した者

にあっては、２年）以上在学し、第６条第１項に定める授業科目について１０単位以上（Ｉ

ＥＩ教育プログラムにあっては１５単位以上）を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、総長が認めるときは、在学期

間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に１年（標準修業年限

が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、３年から当該１年以上２年

未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。 
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（国際連携教育課程の修了要件） 

第１４条の２ 本学府の国際連携教育課程の修了要件は、国際連携教育課程に３年以上在学し、

かつ、両大学の研究指導の下で行う国際共同研究（相手方大学における原則６か月以上の研

究を含む。）に参画し、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

 （学位論文及び最終試験） 

第１５条 修士論文は、在学期間中、本学府の定める期日までに、指導教員を経て、本学府長

に提出するものとする。 

第１６条 博士論文は、博士後期課程に２年以上在学し、必要な研究指導を受け、かつ、本学

府教授会の議を経て、本学府長の承認を得て提出するものとする。この場合において、専攻

ごとに別に定める単位数を修得しておかなければならない。 

２ 前項前段の規定にかかわらず、博士後期課程に在学する者で優れた研究業績を上げたと本

学府教授会の議を経て、本学府長が認めるものは、在学期間が２年に満たなくても論文を提

出することができる。 
３ 国際連携専攻に在学する学生の学位論文の審査及び最終試験を行う期日は、別に定めると

ころによる。 

第１７条 最終試験は、学位論文を提出した者について行うものとする。 

 （科目等履修生） 

第１８条 科目等履修生として入学を志願できる者は、九州大学科目等履修生等規則（平成１

６年度九大規則第９１号）第２条第２項に定めるところによる。 

第１９条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履修しようとする授業科目

名を記載し、履歴書及び検定料を添えて、本学府長に願い出なければならない。 

２ 本学府長は、学生の授業に支障がないときは、前項の願い出があった者について選考の上、

学年又は学期の始めに入学を許可することができる。 

第２０条 科目等履修生の履修した授業科目については、試験により所定の単位を与える。 

２ 前項の単位の授与については、第８条及び第９条の規定を準用する。 

第２１条 本学府長は、科目等履修生の修得した単位について、所要の証明書を交付すること

ができる。 

 （聴講生） 

第２２条 別表の授業科目について聴講を志願する者があるときは、聴講生として聴講を許可

することがある。 

第２３条 聴講を志願できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者と

する。 

第２４条 聴講を志願する者は、所定の願書に履歴書及び検定料を添えて本学府長に提出しな

ければならない。 

第２５条 聴講を志願する者に対する選考方法については、本学府教授会の議を経て本学府長

が定める。 

 （雑則） 

第２６条 この規則その他の規則等に定めるもののほか本学府の校務について必要な事項は、

本学府教授会の議を経て、本学府長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年度九大規則第２２５号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学大学院総合理工学府規則の規定は、平成１７年度の本学府に入学する者

から適用し、平成１７年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学す

る者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１７年度九大規則第２０号） 

 この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年度九大規則第８６号） 
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１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学大学院総合理工学府規則別表第１の規定（インターンシップ科目に係る

規定を除く。）は、平成１８年４月に本学府に入学する者から適用し、平成１８年３月３１

日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例に

よる。 

   附 則（平成１９年度九大規則第１５２号） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成１９年度に本学府に入学する者から適

用し、平成１９年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者に

ついては、なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年度九大規則第２３号） 

 この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第５１号） 

 この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第１０２号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２０年度に本学府に入学又は進学する

者から適用し、平成２０年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学

する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２０年度九大規則第１０１号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学総合理工学府規則は、平成２１年度に本学府に入学する者から適用し、

平成２１年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者について

は、なお従前の例による。 

   附 則（平成２２年度九大規則第１０３号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２２年度に本学府に入

学する者から適用し、平成２２年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２２年度九大規則第１１８号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２３年度に本学府に入

学する者から適用し、平成２３年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２３年度九大規則第６５号） 

１ この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２３年１０月１日以降

に本学府に入学する者から適用し同年９月３０日に本学府に在学し、同年１０月１日以降も

引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２３年度九大規則第１３６号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２４年度に本学府に入

学する者から適用し、平成２４年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。  
   附 則（平成２４年度九大規則第１１８号） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則（以下「新規則」という。）は、

平成２５年度に本学府に入学する者から適用し、平成２５年３月３１日に本学府に在学し、

同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 
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３ 前項の規定にかかわらず、新規則のうち別表第１の履修方法及び科目区分に係る規定並び

にグリーンアジア国際戦略コースに係る規定は、平成２４年度に本学府に入学する者から適

用し、平成２４年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者に

ついては、なお従前の例による。 

      附 則（平成２５年度九大規則第７３号） 

 この規則は、平成２５年１２月２６日から施行し、平成２５年１２月１日から適用する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第１４８号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２６年４月１日に本学

府に入学する者から適用し、平成２６年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も

引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年度九大規則第４９号） 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成２６年度に本学府に入

学する者から適用し、平成２６年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年度九大規則第１７４号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則別表第１、別表第２及び別表第

４の規定は、平成２７年度に本学府に入学する者から適用し、平成２７年３月３１日に本学

府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２７年度九大規則第７７号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則の規定は、平成２８年度に本学

府に入学する者から適用し、平成２８年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も

引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

      附 則（平成２８年度九大規則第５２号） 

 この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年度九大規則第１４０号）     
１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則別表第１、別表第２、別表第４

及び別表第５の規定は、平成２９年度に本学府に入学する者から適用し、平成２９年３月３

１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例

による。 

   附 則（平成２９年度九大規則第１３３号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則の規定は、平成３０年度に本学

府に入学する者から適用し、平成３０年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も

引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年度九大規則第１１８号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、平成３１年度に本学府に入

学する者から適用し、平成３１年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年度九大規則第１６号） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和元年１０月１日に本学

府に入学する者から適用し、令和元年９月３０日に本学府に在学し、同年１０月１日以降も
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引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年度九大規則第６９号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和２年４月１日に本学府

に入学する者から適用し、令和２年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き

続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和２年度九大規則第３３号） 

 この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

   附 則（令和２年度九大規則第１０９号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和３年４月１日に本学府

に入学する者から適用し、令和３年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き

続き在学する者については、なお従前の例による。 
   附 則（令和３年度九大規則第１０９号） 
１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和４年４月１日に本学府

に入学する者から適用し、令和４年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き

続き在学する者については、なお従前の例による。 
附 則（令和４年度九大規則第７０号） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和５年４月１日に本学府

に入学する者から適用し、令和５年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き

続き在学する者については、なお従前の例による。 
附 則（令和５年度九大規則第１８号） 

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和５年１０月１日に本学

府に入学する者から適用し、令和５年９月３０日に本学府に在学し、同年１０月１日以降も

引き続き在学する者については、なお従前の例による。 
附 則（令和５年度九大規則第７１号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和６年４月１日に本学府

に入学する者から適用し、令和６年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き

続き在学する者については、なお従前の例による。 
附 則（令和６年度九大規則第  号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和７年４月１日に本学府に

入学する者から適用し、令和７年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続

き在学する者については、なお従前の例による。 
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別表 

 一 履修方法 
  １．修士課程 
  （共通の要件） 
    次の要件を満たす３０単位以上を修得しなければならない。 
     １ 研究実践力強化科目の必修科目７単位 
     ２ アクティブ・ラーニング力強化科目の必修科目１単位 
     ３ 産学・国際連携力強化科目、ICT for D技能強化科目及び異分野展開力強化

科目の選択必修科目（備考欄に「全メジャー選択必修」の記載がある科目を

いう。）から３単位以上 
ただし、「英語コミュニケーション ej」及び「プロフェッショナル英語コミュニ 

ケーション」（の履修により修得した単位）のうち、共通の要件に定める３０単位

に含めることができるのは、２単位までとする。また、「初級英文ライティング ej」
及び「上級英文ライティング ej」（の履修により修得した単位）のうち、共通の要

件に定める３０単位に含めることができるのは、２単位までとする。 
  （Campus Asia 教育プログラム） 
    共通の要件に加え、ＣＡ選択必修科目（備考欄に「ＣＡ選択必修」の記載がある

科目をいう。）から１０単位以上修得しなければならない。なお、修得した

単位は、共通の要件に定める３０単位に含むことができる。 
  （Green Asia 教育プログラム） 
    共通の要件に加え、ＧＡ選択必修科目ａ（備考欄に「ＧＡ選択必修ａ」の記載が

ある科目をいう。）及びＧＡ選択必修科目ｂ（備考欄に「ＧＡ選択必修ｂ」

の記載がある科目をいう。）から各２単位、合計４単位以上修得しなければ

ならない。なお、修得した単位は、共通の要件に定める３０単位に含むこと

ができる。   
 
  ２．博士後期課程 
  （共通の要件） 
    次の要件を満たす１０単位以上を修得しなければならない。 

    １ 講究科目の必修科目４単位 
     ２ 博士論文演習科目の必修科目２単位 

ただし、総合理工学府修士課程開設科目「安全衛生教育 ej（Seminar on Laboratory 
Safety ej）」は、共通の要件に定める１０単位に含むことができない。 

  （Green Asia 教育プログラム） 
    共通の要件に加え、ＧＡ選択必修科目ｃ（備考欄に「ＧＡ選択必修ｃ」の記載が

ある科目をいう。）及びＧＡ選択必修科目ｄ（備考欄に「ＧＡ選択必修ｄ」の記載

がある科目をいう。）から各２単位、合計４単位以上修得しなければならない。な

お、修得した単位は、共通の要件に定める１０単位に含むことができる。 
  ３．博士後期課程ＩＥＩ教育プログラム 
  （共通の要件） 
    次の要件を満たす１５単位以上を修得しなければならない。 

    １ 講究科目の必修科目４単位 
    ２ 博士論文演習科目の必修科目２単位 
    ３ 産学・国際連携力強化科目のＩＥＩ必修科目５単位 

４ ＩＥＩ選択必修科目から３単位以上 
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 二 授業科目 Courses 
  １．修士課程 Master’s Program 
   研究実践力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

安全衛生教育 ej 
（Seminar on Laboratory Safety ej） 

１ 

全メジャー必修 総合理工学修士実験 
（Experiments on Engineering Sciences） 

４ 

総合理工学修士演習 
（Exercises on Engineering Sciences） 

２ 

 
   アクティブ・ラーニング力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

総合理工学要論 id-ej 
（Essential Points of Interdisciplinary Engineering Sciences id-ej） 

１ 全メジャー必修  

リビュー&プレゼンテーション ej 
（Research Review & Presentation ej） 

１ ＧＡ選択必修ａ  

プレゼンテーション演習Ⅰ ej  
（Exercises of Presentation I ej） 

１ ＧＡ選択必修ａ  

プレゼンテーション演習Ⅱ ej 
（Exercises of Presentation II ej） 

１ ＧＡ選択必修ａ  

実用研究技能特論 de 
（Practical Research Skills Development de） 

２  

英語コミュニケーション ej 
（Communication Skills in English ej） 

２  

プロフェッショナル英語コミュニケーション 
（Professional English Communication） 

２  

初級英文ライティング ej 
（Introductory Writing Course in Basic English ej） ２  

上級英文ライティング ej 
（Introductory Writing Course in Advanced English ej） ２  

日本語コミュニケーション ej  
（Communication Skills in Japanese ej） １  

 
   産学・国際連携力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

国内研究インターンシップ 
（Internship Research） 

１ 
全メジャー選択必修  
ＧＡ選択必修ｂ 

国際研究インターンシップ  
（International Internship Research） 

１ 全メジャー選択必修  
ＧＡ選択必修ｂ 

Practice School  
（プラクティススクール） 

２ ＧＡ選択必修ｂ  

Industrial Systems 
（実践産業） 

１ 全メジャー選択必修  
ＧＡ選択必修ｂ 

 
学則-60



産業財産権特論  
（Introduction of Industrial Property） 

１ 全メジャー選択必修 

産学官連携・知的財産論  
（Industry-Academia-Government Collaboration and Intellectual 
Property） 

２ 
全メジャー選択必修  

社会と科学技術  
（Science and Society） １ 全メジャー選択必修 

エネルギー社会論 
（Special Lecture on Energy and Society） １ 全メジャー選択必修  

連携研究演習Ⅰ  
（Exercises on Collaborative Research I） １  

連携研究演習Ⅱ  
（Exercises on Collaborative Research II） １  

産学連携集中講義Ⅰ  
（Industry-Academia Collaboration Lecture I） １  

産学連携集中講義Ⅱ 
（Industry-Academia Collaboration Lecture II） １  

産学連携集中講義Ⅲ 
（Industry-Academia Collaboration Lecture III） １  

Advanced Topics of Energy, Environment and Materials I 
（エネルギー･環境･材料特論Ⅰ） ２ 

全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Advanced Topics of Energy, Environment and Materials II 
（エネルギー･環境･材料特論Ⅱ） ２ 

全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Research Seminar on Energy and Environmental Science and 
Engineering 
（エネルギー環境学特別演習） 

２ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Local Language for Exchange Students  
（交換留学生のための現地語） ２  

Fundamentals of Energy and Environmental Science and Engineering 
I 
（エネルギー環境理工学基礎Ⅰ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Fundamentals of Energy and Environmental Science and Engineering 
II 
（エネルギー環境理工学基礎Ⅱ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and 
Engineering I 
（エネルギー環境理工学演習Ⅰ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and 
Engineering II 
（エネルギー環境理工学演習Ⅱ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering I 
（エネルギー環境理工学特論Ⅰ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering II 
（エネルギー環境理工学特論Ⅱ） 

１ 全メジャー選択必修  
ＣＡ選択必修  

気象・海象条件評価特論 
（Evaluation of Weather and Sea Conditions） ２  

 

 
学則-61



   ICT for D 技能強化科目 
授 業 科 目 名 

Course Title 
単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

応用数学 
（Advanced Mathematics） 

２ 全メジャー選択必修  

材料情報学特論Ⅰ i 
（Topics in Materials Informatics I i） 

１ 全メジャー選択必修  

材料情報学特論Ⅱ i  
（Topics in Materials Informatics II i） 

１ 全メジャー選択必修  

材料情報学特論Ⅲ i  
（Topics in Materials Informatics III i） 

１ 全メジャー選択必修  

材料情報学特論Ⅳ i  
（Topics in Materials Informatics IV i） 

１ 全メジャー選択必修  

機械学習とデータ解析 

（Machine Learning and Data Analysis） 
１ 全メジャー選択必修  

データ解析学 
（Data Analysis） 

１ 全メジャー選択必修  

モデリングとシミュレーション 
（Modeling and Simulation） 

２ 全メジャー選択必修  

環境システム数理解析 
（Mathematical Analysis of Environmental Systems） 

２ 全メジャー選択必修  

機械学習応用概論 
（Introduction to Machine Learning Applications） 

２ 全メジャー選択必修  

 
   専門力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

材料理工学系科目 
先端表面物性 i 
（Advanced Surface Science of Materials i） 

１  

先端材料解析学 i 
（Advanced Materials Characterization i） 

１  

先端機能物性評価学 i  
（Advanced Characterization of Material Properties i） 

１  

材料表面科学 d  
（Surface Science on Materials d） 

１  

低次元材料科学 d  
（Low-Dimensional Materials Science d） 

１  

ナノ構造光学 d  
（Optics in Nanostructured Materials d） 

１  

表面・界面機能特論第一 dei  
（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials I dei） 

１  

表面・界面機能特論第二 dei 
（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials II dei） 

１  

表面・界面機能特論第三 dei  １  
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（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials III dei） 
表面・界面機能特論第四 dei 
（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials IV dei） 

１  

表面・界面機能特論第五 dei 
（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials V dei） 

１  

表面・界面機能特論第六 dei 
（Advanced Science and Design of Surface and Interface Properties 
of Materials VI dei） 

１  

先端固体物性 i  
（Advanced Solid-State Physics i） 

１  

先端材料強度学 i  
（Advanced Materials Mechanics i） 

１  

ナノ組織制御学 d  
（Nanostructural Control of Materials d） 

１  

極限環境材料学 d 
（Extreme Environmental Materials d） 

１  

非晶質材料学 d  
（Amorphous Materials d） 

１  

セラミックス材料学 d  
（Structural Ceramics Materials d） 

１  

バルク機能特論第一 dei 
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials I 

dei） 
１  

バルク機能特論第二 dei  
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials II 

dei） 
１  

バルク機能特論第三 dei 
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials III 
dei） 

１  

バルク機能特論第四 dei 
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials IV 
dei） 

１  

バルク機能特論第五 dei  
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials V 
dei） 

１  

バルク機能特論第六 dei 
（Advanced Science and Design of Bulk Properties of Materials VI 
dei） 

１  

先端固体電子化学 i  
（Advanced Electrical Chemistry i） 

１  

先端表面反応化学 i  
（Advanced Chemistry of Surface Reactions i） 

１  

センシング材料工学 d  
（Sensing Materials Engineering d） 

１  

環境触媒化学 d  
（Environmental Catalysis Chemistry d） 

１  
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エネルギー変換材料学 d  
（Energy Conversion Materials Engineering d） 

１  

電子・化学機能特論第一 dei 
（Advanced Science and Design of Electrical and Chemical 
Properties of Materials I dei） 

１  

電子・化学機能特論第二 dei  
（Advanced Science and Design of Electrical and Chemical 
Properties of Materials II dei） 

１  

電子・化学機能特論第三 dei  
（Advanced Science and Design of Electrical and Chemical 
Properties of Materials III dei） 

１  

電子・化学機能特論第四 dei  
（Advanced Science and Design of Electrical and Chemical 
Properties of Materials IV dei） 

１  

先端反応工学 i  
（Advanced Chemical Reaction Engineering i） 

１  

化学プロセス工学 d 
（Chemical Processing d） 

１  

結晶成長工学 d  
（Crystal Growth Engineering d） 

１  

先端新素材開発工学 d  
（Processing of Advanced Materials d） 

１  

プロセス機能特論第一 dei  
（Advanced Design and Engineering of Materials Processing I 
 dei） 

１  

プロセス機能特論第二 dei  
（Advanced Design and Engineering of Materials Processing II 
 dei） 

１  

プロセス機能特論第三 dei  
（Advanced Design and Engineering of Materials Processing III 
 dei） 

１  

プロセス機能特論第四 dei  
（Advanced Design and Engineering of Materials Processing IV 
 dei） 

１  

Nanofabrication and Nanogrowth I 
（ナノ加工成長特論Ⅰ） 

１  

Nanofabrication and Nanogrowth II 
（ナノ加工成長特論Ⅱ） 

１  

総合理工学セミナー A 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering A） 

２  

化学・物質理工学系科目 
無機化学 
（Inorganic Chemistry） 

１ 
 

量子化学 
（Quantum Chemistry） 

１  

分子分光学 dei 
（Molecular Spectroscopy dei） 

２ 
 

ソフトマター科学 
（Soft Matter Science） 

２ 
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素子材料工学  
（Device Material Engineering） 

２ 
 

高分子材料物性学Ⅰ 
（Physical Property of Polymer Material I） 

２ 
 

高分子材料物性学Ⅱ  
（Physical Property of Polymer Material II） 

２ 
 

機能有機化学 
（Organic Materials Chemistry） 

１ 
 

生命化学 
（Biochemistry） 

１ 
 

有機合成化学  
（Synthetic Organic Chemistry） 

１ 
 

超分子物理化学 
（Physical Chemistry of Supramolecules） 

１ 
 

精密合成化学  
（Fine Synthetic Chemistry） 

２ 
 

分子物理学  
（Molecular Physics） 

１ 
 

有機金属化学  
（Organometallic Chemistry） 

２ 
 

先端有機化学  
（Advanced Organic Chemistry） 

２ 
 

分子・反応設計  
（Design of Molecule and Reaction） 

２ 
 

レーザー化学 dei  
（Laser Chemistry dei） 

２ 
 

材料電気化学基礎 
（Fundamentals of Electrochemistry for Materials） ２  

材料電気化学 de 
（Materials Electrochemistry de） ２  

計算化学 
（Computational Chemistry) １  

有機機能材料 
（Organic Functional Materials） 

２ 
 

材料機能創製特論第一 di  
（Advanced Materials Science and Technology I di） 

１ 
 

材料機能創製特論第二 di  
（Advanced Materials Science and Technology II di） 

１ 
 

材料機能創製特論第三 di  
（Advanced Materials Science and Technology III di） 

１ 
 

材料機能創製特論第四 di 
（Advanced Materials Science and Technology IV di） 

１ 
 

材料機能創製特論第五 di  
（Advanced Materials Science and Technology V di） 

１ 
 

材料機能創製特論第六 di  
（Advanced Materials Science and Technology VI di） 

１ 
 

材料機能創製特論第七 di 
（Advanced Materials Science and Technology VII di） 

１ 
 

材料機能創製特論第八 di  
（Advanced Materials Science and Technology VIII di） 

１ 
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総合理工学セミナー B 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering B） 

２ 
 

核酸化学 
（Chemistry of Nucleic Acids） 

１ 
 

Basic Organic Chemistry I 
（有機化学基礎Ⅰ） 

１ 
 

Basic Organic Chemistry II 
（有機化学基礎Ⅱ） 

１ 
 

化学・物質理工学演習 
（Exercises on Chemistry and Material Sciences） 

２ 
 

光・電子機能化学特論 de 
（Advanced Photo- and Electro-Functional Chemistry de） 

２ 
 

デバイス理工学系科目 
光デバイス・システム基礎 
（Basic Optical Device System） １ 

 

パワーデバイス工学基礎 
（Basic Power Device Engineering） 

１  

非線形システム基礎  
（Basic Nonlinear System） １ 

 

電子デバイス基礎 
（Basic Electronical Device） １ 

 

電気エネルギー変換工学基礎 
（Basic Electrical Energy Conversion Engineering） １ 

 

パワーデバイス材料工学 
（Basic Power Device Materials） １ 

 

光デバイス・システム特論 
（Advanced Optical Device System） ２ 

 

IoTデバイス特論 
（Advanced IoT Devices） ２ 

 

デバイス理工学メジャー演習 
（Exercises on Device Science and Engineering) １ 

 

デバイス理工学特論Ⅰ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering I） １ 

 

デバイス理工学特論Ⅱ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering II） １ 

 

デバイス理工学特論Ⅲ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering III） １ 

 

デバイス理工学特論Ⅳ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering IV） １ 

 

デバイス理工学特論Ⅴ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering V） １ 

 

デバイス理工学特論Ⅵ 
（Advanced Topics of Device Science and Engineering VI） １ 

 

総合理工学セミナー C 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering C） ２ 

 

複雑系数理 
（Complex Systems Science） １ 

 

Semiconductor Physics 
（半導体物性） １ 
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Fundamentals of Opto-Electronics 
（光エレクトロニクス基礎） ２ 

 

プラズマ・量子理工学系科目 
プラズマ特論Ⅰ 
（Advanced Plasma I） １ 

 

プラズマ特論Ⅱ 
（Advanced Plasma II） １ 

 

放射線理工学 
（Radiation Science and Engineering） １ 

 

応用原子核物理 
（Applied Nuclear Physics） １ 

 

核融合エネルギー概論 
（Introduction to Fusion Energy） １ 

 

シミュレーション物理学基礎 
（Basic Simulation Physics） １ 

 

核融合炉システム工学 
（Fusion Reactor System Engineering） １ 

 

プラズマ概論 
（Introduction to Plasma Physics） １ 

 

プラズマ物理Ⅰ 
（Plasma Physics I） １ 

 

プラズマ物理Ⅱ 
（Plasma Physics II） １ 

 

プラズマ理工学演習 
（Plasma Science and Engineering Exercises） ２ 

 

プラズマ応用概論 
（Introduction to Plasma Application） １ 

 

プラズマ・量子理工学実践演習 
（Practice of Plasma and Quantum Engineering Science） ２ 

 

原子・分子・光科学特論 
（Advanced Atomic Molecular Optical Science） １ 

 

プラズマ科学特論 
（Advanced Fusion Science） １ 

 

量子ビーム理工学特論 
（Advanced Applied Quantum Beam Engineering） １ 

 

プラズマ・量子理工学特別講義第一 
（Special Lecture on Plasma and Quantum Science and Engineering 
I） 

１ 
 

プラズマ・量子理工学特別講義第二 
（Special Lecture on Plasma and Quantum Science and Engineering 
II） 

１ 
 

総合理工学セミナー D 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering D） ２ 

 

機械･システム理工学系科目 
生体固体力学概論 
（Solid Biomechanics） ２ 

 

先端熱工学Ⅰ 
（Advanced Engineering Thermodynamics I） １ 

 

先端熱工学Ⅱ １ 
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（Advanced Engineering Thermodynamics II） 
微気候と境界層気候Ⅰ 
（Microclimatology and Boundary Layer Climatology I） １ 

 

微気候と境界層気候Ⅱ 
（Microclimatology and Boundary Layer Climatology II） １ 

 

圧縮性流体力学 
（Compressible Fluid Dynamics） ２ 

 

反応性流体力学 
（Reactive Fluid Dynamics） ２ 

 

再生可能エネルギー工学 
（Renewable Energy Engineering） ２ 

 

熱エネルギー利用システム工学Ⅰ 
（Thermal Energy Utilization Systems I） １ 

 

熱エネルギー利用システム工学Ⅱ 
（Thermal Energy Utilization Systems II） １ 

 

エネルギーシステム分析I 
（Energy Systems Analysis I） １ 

 

エネルギーシステム分析Ⅱ 
（Energy Systems Analysis Ⅱ） １ 

 

風車システム工学基礎 
（Basics of Wind Turbine System Engineering） ２ 

 

数値流体力学入門 
（Introduction to Computational Fluid Dynamics） ２ 

 

風工学 
（Wind Engineering） ２ 

 

機械・システム理工学特別講義第一 
（Special Lecture on Mechanical and Systems Engineering I） １ 

 

機械・システム理工学特別講義第二 
（Special Lecture on Mechanical and Systems Engineering II） １ 

 

総合理工学セミナー E 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering E） ２ 

 

Sustainable Development and Climate Change Mitigation 
（持続可能な開発と気候変動の緩和） １ 

 

地球環境理工学系科目 
宇宙流体環境学 
（Space Environmental Fluid Dynamics） ２ 

 

大気物理Ⅰ 
（Atmospheric Physics I） １ 

 

大気物理Ⅱ 
（Atmospheric Physics II） １ 

 

気候変動科学Ⅰ 
（Climate Change Science I） １ 

 

気候変動科学Ⅱ 
（Climate Change Science II） １ 

 

環境流体力学 
（Environmental Fluid Dynamics） ２ 

 

水資源環境工学 
（Water Resources and Environmental Engineering） ２ 

 

大気力学Ⅰ 
（Atmospheric Dynamics I） １ 
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大気力学Ⅱ 
（Atmospheric Dynamics II） １ 

 

大気環境モデリングⅠ 
（Atmospheric Environment Modeling Ⅰ） １ 

 

大気環境モデリングⅡ 
（Atmospheric Environment Modeling Ⅱ） １ 

 

大気海洋相互作用Ⅰ 
（Ocean-Atmosphere Interaction I） １ 

 

大気海洋相互作用Ⅱ 
（Ocean-Atmosphere Interaction II） １ 

 

海洋動態解析論Ⅰ 
（Data Analysis in Physical Oceanography I） １ 

 

海洋動態解析論Ⅱ 
（Data Analysis in Physical Oceanography II） １ 

 

海洋循環力学Ⅰ 
（Ocean Circulation Dynamics I） １ 

 

海洋循環力学Ⅱ 
（Ocean Circulation Dynamics II） １ 

 

海洋変動力学 
（Ocean Variability Dynamics） ２ 

 

海洋波動力学Ⅰ 
（Ocean Wave Dynamics I） １ 

 

海洋波動力学Ⅱ 
（Ocean Wave Dynamics II） １ 

 

海洋モデリング 
（Ocean Modeling） ２ 

 

海洋乱流観測実習 
（Turbulence Measurements in the Ocean） １ 

 

海洋観測実習 
（Shipboard Training for Ocean Observation） １ 

 

地球環境理工学特別講義第一 
（Special Lecture on Earth System Science and Technology I） １ 

 

地球環境理工学特別講義第二 
（Special Lecture on Earth System Science and Technology II） １ 

 

総合理工学セミナー F 
（Seminar on Interdisciplinary Science and Engineering F） ２ 

 

海洋流体力学Ⅰ 
（Oceanic Fluid Dynamics I） １ 

 

海洋流体力学Ⅱ 
（Oceanic Fluid Dynamics II） １ 

 

大気環境科学Ⅰ 
（Atmospheric and Environmental Sciences I） １ 

 

大気環境科学Ⅱ 
（Atmospheric and Environmental Sciences II） １ 

 

 
   異分野展開力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

共通科目 
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異分野特別演習 
（Special Exercises in Another Field） 

２ 
全メジャー選択必修  
ＧＡ選択必修ａ  

材料機器分析学 
（Instrumental Analysis for Materials） 

２  

シンクロトロン光概論 
（Synchrotron Radiation） 

１  

材料理工学系科目 
材料機能設計基盤特論Ⅰ e  
（Advanced Design of Material Properties Ⅰ e） １  

材料機能設計基盤特論Ⅱ e 
（Advanced Design of Material Properties Ⅱ e） １  

材料機能設計基盤特論Ⅲ e  
（Advanced Design of Material Properties Ⅲ e） １  

材料機能設計基盤特論Ⅳe  
（Advanced Design of Material Properties Ⅳ e） １  

化学・物質理工学系科目 
高分子科学基盤特論 e 
（Essentials of Polymer Science e） 

１  

有機機器分析 ei  
（Instrumental Analytical for Organic Chemistry ei） 

１  

有機化学基盤特論 e 
（Essentials of Organic Chemistry e） 

１  

無機化学基盤特論 e 
（Essentials of Inorganic Chemistry e） 

１  

分析化学基盤特論 ei 
（Essentials of Analytical Chemistry ei） 

１  

熱力学基盤特論 ei 
（Essentials of Thermodynamics ei） 

１  

化学結合基盤特論 e 
（Essentials of Chemical Bonding e） 

１  

生命有機化学基盤特論 e 
（Essentials of Life Organic Chemistry e） 

１  

Basic General Chemistry I 
（一般化学基礎Ⅰ） 

１  

Basic General Chemistry II 
（一般化学基礎Ⅱ） 

１  

デバイス理工学系科目 
IoTデバイス基礎 
（IoT Device Basics） 

１  

回路概論 
（Introduction to Circuit Theory） 

２  

プラズマ・量子理工学系科目 
物理概論 
（Introduction to Fundamental Physics） 

２  

量子エネルギー工学概論 
（Introduction to Quantum Energy Engineering） 

２  

プラズマ医工農応用特論 
（Advanced Plasma Medicine and Agriculture） 

１  

未来エネルギー概論 １  
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（Introduction to Frontier Energy） 
機械･システム理工学系科目 

生体流体工学概論 
（Computational Bio-Fluid Engineering） 

２  

エンジン工学 
（Thermal-Relating Engine Technology） 

２  

地球環境理工学系科目 
海洋リモートセンシング 
（Ocean Remote Sensing） 

２  

宇宙プラズマ物理学 
（Space Plasma Physics） 

２  

 

２．博士後期課程 Doctoral Program 
   講究科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

総合理工学特別講究第一 
（Tutorials on Advanced Engineering Sciences I） 

４ 全メジャー必修 

総合理工学特別講究第二 
（Tutorials on Advanced Engineering Sciences II） 

４  

 
   博士論文演習科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

総合理工学博士論文演習 
（Tutorial Exercises on Advanced Engineering Sciences） 

２ 全メジャー必修 

研究指導演習 
（Research Guidance Exercises） 

２ ＧＡ選択必修ｃ 

Exercise for Journal Paper Writing 
（研究論文執筆演習） 

２ ＧＡ選択必修ｃ 

 
   産学・国際連携力強化科目 

授 業 科 目 名 
Course Title 

単 位 
Credit 

備 考 
Remarks 

国内研究インターンシップＤ 
（Internship Research D） 

２ ＧＡ選択必修ｄ 

国際研究インターンシップＤ 
（International Internship Research D） 

２ ＧＡ選択必修ｄ 

Fundamentals on Green Engineering 
（グリーンエンジニアリング基礎） 

２ ＩＥＩ必修 

Exercise of Project Management 
（プロジェクトマネジメント演習） 

１ ＩＥＩ必修 

Conference Design & Organizing 
（国際会議企画・組織・運営実習） 

１ ＩＥＩ必修 

International Collaborative Research 
（国際共同研究演習） 

１ ＩＥＩ必修 

Industrial Structure of Japan 
（日本産業論） 

１ ＩＥＩ選択必修 
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Fundamentals of Japanese Communication 
（日本語基礎） 

１ ＩＥＩ選択必修 

Introduction to Japanese Studies 
（日本学） 

２ ＩＥＩ選択必修 

Practical Internship I 
（実践的インターンシップⅠ） 

１ ＩＥＩ選択必修 

Practical Internship II 
（実践的インターンシップⅡ） 

１ ＩＥＩ選択必修 

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering III（エネルギー・環境理工学特論Ⅲ） 

１  

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering IV（エネルギー・環境理工学特論Ⅳ） 

１  

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering V（エネルギー・環境理工学特論Ⅴ） 

１  

Advanced Course on Energy and Environmental Science and 
Engineering VI（エネルギー・環境理工学特論Ⅵ） 

１  

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and 
Engineering III（エネルギー・環境理工学演習Ⅲ） 

１  

Advanced Seminar on Energy and Environmental Science and 
Engineering IV（エネルギー・環境理工学演習Ⅳ） 

１  

IGSES Career Development 
（総合理工学キャリア形成演習） 

１ ＩＥＩ選択必修 
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   九州大学大学院総合理工学府規則の一部を改正する規則（案） 

令 和 ６ 年 度 九 大 規 則 第  号  

制  定：令和 ７年  月  日 

 大学院総合理工学府に九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻を設置することに

伴い、九州大学大学院総合理工学府規則（平成１６年度九大規則第１３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

（新） （旧） 
（略） 

 （専門分野） 
第２条 本学府の次の表の左欄に掲げる専攻に、それ

ぞれ右欄に掲げる専門分野（以下「メジャー」とい

う。）を置く。 

専攻 メジャー 

総合理工学専攻 材料理工学 

化学・物質理工学 

デバイス理工学 

プラズマ・量子理工学 

機械・システム理工学 

地球環境理工学 

九州大学・アントワー

プ大学総合理工学国際

専攻 

－ 

（略） 

（国際連携教育課程） 

第２条の５ 本学府九州大学・アントワープ大学総合

理工学国際連携専攻（以下「国際連携専攻」という

。）は、「九州大学とアントワープ大学（ベルギー

）間のジョイント・ディグリー・プログラム開設に

関する協定書」（以下単に「協定書」という。）に

基づき、アントワープ大学と国際連携教育課程を編

成し、実施する。 

２ 国際連携専攻において、この規則と異なる取扱い

をする場合は、協定書の定めるところによる。 

（略） 

（授業科目、単位、履修方法及び試験等） 

第６条 本学府（国際連携専攻を除く。）の授業科目

、単位及び履修方法は、別表のとおりとする。 

（略） 

（博士課程の修了要件） 

第１４条 本学府（国際連携専攻を除く。）の博士課

程の修了要件は、博士課程に５年（修士課程に２年

以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当

該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学

し、第６条第１項に定める授業科目について４０単

位以上（ＩＥＩ教育プログラムにあっては４５単位

以上）を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上

、博士論文の審査及び最終試験に合格することとす

る。ただし、総長が認めるときは、在学期間に関し

ては、優れた研究業績を上げた者については、博士

課程に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程

（略） 
 （専門分野） 
第２条 本学府の総合理工学専攻に、次の専門分野

（以下「メジャー」という。）を置く。 
 

専攻 メジャー 

総合理工学専攻 材料理工学 

化学・物質理工学 

デバイス理工学 

プラズマ・量子理工学 

機械・システム理工学 

地球環境理工学 

 

 

 

 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
（授業科目、単位、履修方法及び試験等） 

第６条 本学府の授業科目、単位及び履修方法は、

別表のとおりとする。 

（略） 
（博士課程の修了要件） 

第１４条 本学府の博士課程の修了要件は、博士課

程に５年（修士課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年

の在学期間を含む。）以上在学し、第６条第１項

に定める授業科目について４０単位以上（ＩＥＩ

教育プログラムにあっては４５単位以上）を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文

の審査及び最終試験に合格することとする。ただ

し、総長が認めるときは、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者については、博士課程

に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を
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   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学大学院総合理工学府規則は、令和７年４月１日に本学府に

入学する者から適用し、令和７年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引き続き

在学する者については、なお従前の例による。 

を修了した者にあっては、当該課程における２年の

在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとす

る。 

２・３ （略） 

（国際連携教育課程の修了要件） 

第１４条の２ 本学府の国際連携教育課程の修了要件

は、国際連携教育課程に３年以上在学し、かつ、両

大学の研究指導の下で行う国際共同研究（相手方大

学における原則６か月以上の研究を含む。）に参画

し、博士論文の審査及び最終試験に合格することと

する。 

（略） 

第１６条 博士論文は、博士後期課程に２年以上在学

し、必要な研究指導を受け、かつ、本学府教授会の

議を経て、本学府長の承認を得て提出するものとす

る。この場合において、専攻ごとに別に定める単位

数を修得しておかなければならない。 

２ （略） 

３ 国際連携専攻に在学する学生の学位論文の審査及

び最終試験を行う期日は、別に定めるところによる

。 

（略） 

別表 （略） 

 

修了した者にあっては、当該課程における２年の

在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものと

する。 
２・３ （略） 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
第１６条 （同左） 
 
 
 
 
２ （略） 
 
 
 

（略） 
別表 （略） 
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九州大学教授会通則

平 成 １ ６ 年 度 九 大 規 則 第 ８ 号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ３年 ４月２７日

（令和３年度九大規則第３号）

（趣旨）

第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）第３１条第２項の規定に基

づき、教授会の組織、審議事項、議事の手続その他必要な事項を定めるものとする。

（構成員）

第２条 各学部の教授会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 研究院の所属で当該学部の教育研究又は附属教育研究施設を担当する教授

(2) 病院の所属で学部の教育研究を担当する教授

２ 各学府の教授会の構成員は、当該学府の教育研究を担当する教授とする。

３ 各研究院の教授会の構成員は、当該研究院所属の教授とする。

４ 基幹教育院の教授会の構成員は、基幹教育院所属の教授とする。

５ 各附置研究所の教授会の構成員は、当該附置研究所所属の教授とする。

６ カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（以下「国際研究所」という。）の教授会の

構成員は、国際研究所所属の教授とする。

７ 情報基盤研究開発センター（以下「センター」という。）の教授会の構成員は、センター所

属の教授とする。

８ 教授会には、准教授その他の職員を加えることができる。

（教授会の審議事項等）

第３条 教授会は、総長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが

必要なものとして総長が定めるもの

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、総長及び教授会が置かれる部局の長（以下この項に

おいて「総長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び総長等

の求めに応じ、意見を述べることができる。

（議長）

第４条 教授会に議長を置き、当該部局の長をもって充てる。

２ 議長は、教授会を主宰する。

（議事）

第５条 教授会は、構成員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができ

ない。

２ 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

３ 前２項の規定にかかわらず、特に重要な事項の審議については、別段の定めをすることがで

きる。

（構成員以外の者の出席）

第６条 教授会が必要であると認めた場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことが

できる。

（代議員会等）

第７条 教授会は、その定めるところにより、教授会の構成員のうちの一部の者をもって構成さ

れる代議員会、専門委員会等（次項において「代議員会等」という。）を置くことができる。

２ 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすること

ができる。

（補則）
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第８条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、

各教授会の議を経て当該部局長が定める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年度九大規則第２４６号）

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規則第４０号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規則第１４号）

この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規則第３２号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規則第５０号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規則第４１号）

この規則は、平成２５年１１月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規則第１４号）

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規則第８３号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規則第３号）

この規則は、令和３年５月１日から施行する。
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１ 設置の趣旨及び必要性 

（１）設置の背景と趣旨 

20 世紀後半からの世界的な人口増加や経済発展、化石燃料の枯渇等により、地球的規模

の環境・エネルギー問題が深刻化しており、これらを解決し、持続可能な国際社会を実現す

ることが求められている。このような環境・エネルギー問題解決の有効な手段の一つとして、

脱炭素化社会の実現に向けたナノ材料・ナノ科学に基づく新エネルギーの創生や貯蔵、水素

利用、環境浄化等に資する革新的物質・材料の研究・開発があり、当該分野において国や地

域を越えた科学技術の変革を先導する優れた研究人材の育成が求められている。 

加えて、我が国においては、国際頭脳循環を推進し、次世代を牽引するトップ研究者の育

成が急務となっているが、これらは、新たな教育・研究の枠組みの下で海外の最先端科学の

現場において実践的な研究に取り組むことによって達成されると考えられる。 

このような状況に鑑み、九州大学大学院総合理工学府（以下、IGSES-Kyushu-U）とアント

ワープ大学理学部（Faculty of Science、University of Antwerp、以下、SC-UAntwerp）が、これ

までの交流実績を発展させ、両大学が国際的なリーダーシップを発揮している電子顕微鏡

に関連する優れた人的及び教育・研究資源を核として、ナノ材料・ナノ科学を基盤として地

球的規模の環境・エネルギー問題を解決し、持続可能な国際社会の実現に資する革新的物

質・材料の研究・開発を牽引する国際性豊かな理工系リーダーを育成することを目的として、

令和７年４月に「九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻（博士後期課程）」

（以下、本専攻）を設置する。 

九州大学大学院総合理工学府（IGSES-Kyushu-U）は、昭和 54 年に学際的な教育研究を展

開する総合理工学研究科として設立され、平成 10 年の改組を経て、日本の産業の強みであ

る「もの創り」を支える物質・材料を、環境・エネルギー問題を解決する基盤技術として位

置付け、「物質・エネルギー・環境」を標榜した大学院教育を実施してきた。 

令和３年には、環境・エネルギー問題の多様化、グローバル化に対応するために、物質、

エネルギー、環境とそれらの融合分野における環境共生型科学技術に関する高度の専門知

識と課題探求・解決能力を持ち、持続発展社会の構築のためにグローバルに活躍できる技術

者・研究者の育成を目的に、基礎から実践に及ぶ学修目標を設定し、修士・博士の両課程に

おいて、専門分野をメジャー、情報科学をマイナー分野として、学年進行に伴い専門分野を

深化させ、他分野、学際分野へと幅を広げる教育を実施できる総合理工学専攻に改組した。

この理念に従い、博士課程においては、他分野・学際分野への展開とともに、専門分野にあ

っては更なる深化が希求される。 

アントワープ大学理学部（SC-UAntwerp）の傘下にある「材料科学のための電子顕微鏡セ
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ンター（Electron Microscopy for Materials Science、以下、EMAT）」は、本学超顕微解析研究

センターと並ぶ世界有数の電子顕微鏡研究拠点である。 

IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp は平成 21 年以降、独立行政法人日本学術振興会「二国

間交流事業」（平成 21 年度採択「電子顕微鏡拠点施設の協力によるナノ構造解析技術の開発

と先端材料研究への展開」（ベルギーとの共同研究））、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略

的海外派遣プログラム」（平成 24 年度採択「先進材料の実次元マルチスケール解析と機能設

計のための超顕微国際ネットワークの構築」）によって、IGSES-Kyushu-U との交流を深めて

きた。特に「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」では平成 26 年度

に博士後期課程の学生を 10 ヶ月間アントワープ大学に派遣し、国際共同研究を実施した。

なお、この時点では本学側の制度上の問題により実現しなかったものの、当該学生に対し

SC-UAntwerp より共同学位（以下、ジョイントディグリー：JD）を授与するという本専攻設

置の先駆けとも言える提案がなされている。 

今回、両大学のこれまでの交流実績を発展させ、さらに高い次元で総合的かつ学際的な

視点から革新的な材料開発を図り地球的規模の環境・エネルギー問題を解決し持続可能な

国際社会を実現するために、IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp が国際的なリーダーシップ

を発揮している電子顕微鏡に関連する優れた人的及び教育・研究資源を核として、アント

ワープ大学において EMAT が構成員の一つとなっている Nanolab Center of Excellence

（https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/nano/、以下、NCE）と連携して、ナノ材料・

ナノ科学を基盤として地球的規模の環境・エネルギー問題を解決し、持続可能な国際社会

の実現に資する革新的物質・材料の研究・開発を牽引する国際性豊かな理工系リーダーを

育成することを目的として令和４年６月より協議を重ね、JD 専攻の開設及び実施に関わる

協定書を共同で策定し、学生定員２名の「九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連

携専攻（博士後期課程）」を設置することに合意した。 

なお、本取組は SC-UAntwerp との国際共同研究を通して欧米の最先端科学研究の現場に

博士後期課程学生を派遣し、海外との交流や連携強化を図ることで、近年、喫緊の課題とな

っている国際頭脳循環を推進し、次世代を先導するトップ研究者の育成を大学独自で恒常

的に行うことから、以下の（２）（Ｂ）に述べる九州大学の活動指針である「Kyushu-University 

VISION 2030」における「VISION６:国際協働」にも合致するものである。 

 

（２）設置の必要性 

（A）社会的な必要性 ～ 国際性豊かなナノ材料・ナノ科学人材の養成 

  内閣府の第２期（平成 13～17 年度）及び３期（平成 18～22 年度）科学技術基本計画に
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おいて研究開発の重点推進４分野の１つに指定されたナノテクノロジー・材料は、環境・

エネルギー問題をはじめとした社会的課題を解決し、持続可能な国際社会を実現する推

進力となる。これに伴い、我が国では文部科学省の主導のもと「ナノテクノロジー総合支

援プロジェクト（平成 14～18 年度）」が創始され、以降「ナノテクノロジーネットワーク

（平成 19～23 年度）」、「ナノテクノロジープラットフォーム（平成 24～令和３年度）」、

「マテリアル先端リサーチインフラ（令和３年度～）」として事業が継続されている。最

先端機器による物質材料のナノ構造解析はこれらの事業の中核をなすものであり、現在

展開中の「マテリアル先端リサーチインフラ」においては、我が国が有する世界最高水準

の共用施設・設備群を駆使した良質なマテリアルデータの収集・蓄積、利活用促進、持続

的創出・共用化によるデータ駆動型研究開発が課題となっている。この分野における国際

的競争力を持続的に強化するためには、優れた研究人材の育成が必須となる。IGSES-

Kyushu-U と本学の共同利用施設として電子顕微鏡に関わる最先端設備を備えている九州

大学超顕微解析研究センター、総合理工学府・研究院、工学府・工学研究院が有する装置

群は、「マテリアル先端リサーチインフラ」における７つの重要技術領域の１つである「次

世代ナノスケールマテリアル」のハブ機関に指定されており、上記の人材育成に関して恵

まれた環境と研究資源を提供することができる。 

本専攻設置の目的は、十分な教育研究遂行能力を持つ異なる組織が共同運営によって

先端的な教育研究の場を提供し、国際共同研究を中核とする「リサーチワーク」型のカリ

キュラムを設定し、従来のコースワーク型の教育よりもさらに深化した研究実践能力と

国際的視点を持った優秀な博士学位保持者を持続的に育成する取り組みを行っていくこ

とに帰結される。したがって、双方の大学院は共通する専門分野において卓越した国際的

研究競争力を有し、かつ、それらがほぼ拮抗しつつも、異なる研究の方向性や方法論を展

開していることが望ましく、それにより協奏・相乗的かつ相補的な教育研究効果が期待で

きる。その意味において、世界に冠たる電子顕微鏡施設を有する IGSES-Kyushu-U と SC-

UAntwerp による本専攻は、ナノ材料・ナノ科学分野の次世代を担い世界を牽引する国際

性豊かな自立した研究人材の育成に最適な組み合わせである。 

 

（B）教育研究上の必要性 

九州大学では「総合知で社会変革を牽引する大学」を目指し、これを実現するために

「Kyushu University VISION 2030」において８つのビジョンを策定している【資料１】。こ

れらのうち「教育」においては、“新たな社会をデザインする力と課題を解決する力を有

し、グローバルに活躍できる価値創造人材を育成する”ことを掲げ、“課題解決・価値創造
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の視点や発想を学ぶ教育の全学展開”、“分野融合型学位プログラムの展開による社会的課

題の解決を牽引できる博士人材の育成”等を具体的な目標としている。「研究」においては、

“学術基盤研究から社会変革に貢献する展開研究まで広く研究力を強化し、国際競争力を

高めるとともに社会的課題の解決に貢献する”ことを掲げ、“自由闊達な研究を担う多様な

人材の獲得・育成と研究環境の充実”を謳っている。「国際協働」においては“組織的な国

際協働を通じて、国際頭脳循環のハブとなり、国際社会においてリーダーとなる人材の輩

出及び地球規模の課題解決に貢献する”ことを掲げ、“戦略的な国際連携の推進による国際

協働の深化と拡大”、“若手研究者の長期的な研究教育連携ネットワークを構築”、“外国人

教員や留学生が活躍できる研究教育環境の充実”を打ち出している。言い換えれば、これ

らのビジョンは本学に対する社会からの要請に応える取組として策定されたものであり、

その達成によって本学が持続可能な社会の発展と人々の多様な幸せを実現できる社会に

貢献することを意味しているとともに、本専攻の設置の趣旨そのものであると言っても

過言ではない。 

IGSES-Kyushu-U は昭和 54 年に大学院総合理工学研究科として理魂工才の分野横断の

学際大学院教育のパイロットプロジェクトとして設置され、平成 12 年以降、本学におい

て①「魅力ある大学院教育」イニシアティブ：ものづくり型実践的研究人材の戦略的育成・

平成 13～14 年度、②大学の世界展開力強化事業：エネルギー環境理工学グローバル人材

育成のための大学院協働教育プログラム・平成 23～27 年度、エネルギー環境理工学グロ

ーバル人材育成のための大学院協働教育プログラム・ダブルディグリープログラムの高

度化と定着・恒常化・平成 28～令和２年度（平成 28 年に工学教育賞（文部科学大臣賞）

を受賞、平成 30 年度の第２期中間評価及び令和４年度の事後評価において S 評価）、エ

ネルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協働教育プログラム・令和３～

７年度、③博士課程教育リーディングプログラム：グリーンアジア国際戦略プログラム」

（平成 24～30 年度、最終評価 A、令和３年度の学府改組後も教育組織を改編した上で、

プログラムの教育研究のエッセンスを発展的に統合し、新プログラムとして実施）等の大

学院国際化教育プログラムを先導してきた。 

今回、設置する本専攻は、上述したこれまでのアジア圏の大学との連携による「コース

ワーク型」の大学院国際化教育とは異なり、ヨーロッパ有数の大学である SC-UAntwerp

との国際共同研究を中核とする「リサーチワーク型」のカリキュラムを構築し、従来のコ

ースワーク型の教育よりもさらに深化した研究実践能力と国際的視点を持った優秀な博

士学位保持者を持続的に育成し、国際頭脳循環によるナノ材料・ナノ科学分野を世界的に

牽引する国際性豊かな次世代トップ研究者の育成を目指す。具体的には、国際的に必要と
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される脱炭素社会を実現するための新奇な金属・無機、有機・高分子材料等の開拓に向け

た基盤研究、半導体産業の強靭化のためのデバイスの開発等に資する能力を有する人材

を育成する。 

 

（３）アントワープ大学の特徴 

 アントワープ大学はベルギー王国アントワープ市に本拠地を置く同国の主要大学であ

る。同大学は以下の３つの機関を起源として、1970 年代初頭に連合大学となり、2003 年

に３者が合併して発足した新しい大学である。 

UFSIA（Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen）：1852 年設立のヨーロッパで最

初のビジネススクール。 

RUCA（Rijksuniversitair Centrum Antwerpen）：1965 年に３つの研究機関を統合して設立

された総合大学。 

 UIA（Universitaire Instelling Antwerpen）：1971 年に設立された UFSIA と RUCA の大学院

大学。 

 Times Higher Education 2023 ではベルギー国内３位、世界 131 位、QS World Ranking 2024

ではベルギー国内５位、世界 248 位に位置する国際的認知度の高い大学である。

（https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisation/facts-figures-rankings/rankings/【資

料２】） 

 本専攻のアントワープ大学側の連携先である SC-UAntwerp の NCE は６つの研究グルー

プで構成されており、連携の中心となる EMAT（Electron Microscopy for Materials Science: 

https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emat/ 【資料３】）は理学部物理学科の傘下にあ

り、本学の総合理工学府・研究院と超顕微解析研究センターと同様に世界を先導する電子

顕微鏡に関連する優れた人的及び教育・研究資源を有する電子顕微鏡施設である。同施設

には物理学科兼任の教員８名、協力教員１名、客員教員２名が在籍し、2012～2021 年に専

門誌に掲載された学術論文は 1,425 報、博士学位授与者は 59 名にのぼる。また、同セン

ターは EU が資金提供するヨーロッパ圏の電子顕微鏡プロジェクト ESTEEM3（Enabling 

Science and Technology through European Electron Microscopy: 

https://www.esteem3.eu/index.php?index=104【資料４】）において、ケンブリッジ大学やオッ

クスフォード大学と並んで主導的な役割を担っている。 

本学と EMAT に共通する特徴は世界の追随を許さない最先端電子顕微鏡を用いた物質・

材料の階層的かつ多次元的なナノ構造解析技術である。加えて EMAT では、高分解能電子

顕微鏡像からピコメータ（10-12m、１兆分の１）オーダーで原子位置を決定する手法の開
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発等の電子顕微鏡データの定量化、EELS（Electron Energy Loss Spectroscopy:電子エネルギ

ー損失分光）データの高精度解析、先端 EDX（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy:エネル

ギー分散型 X 線分析）による低濃度不純物元素の検出等において、本学を凌ぐ成果を挙げ

ている。 

さらに NCE を構成する研究グループから「固体物性研究所、Condensed Matter Theory（以

下、CMT）」、「持続性および医療応用のためのプラズマ研究所、Plasma Lab for Applications in 

Sustainability and Medicine（以下、PLASMANT）」に所属する教員が参画する。 

 

（４）育成する人材像 

（A）育成する人材像と修得すべき能力（ディプロマ・ポリシー） 

理学と工学の両面から革新的な材料開発を通じた持続可能な国際社会の実現を目指し、

ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する諸問題に対し、総合的かつ学際

的な視点から創造的な解決策を提案・実行できる国際性豊かな自立した学術研究者およ

び高度専門職業人を養成することを目的とする。具体的には、本専攻を修了する学生は以

下の能力（ディプロマ・ポリシー）を修得する必要がある。 

１）材料科学工学に関する高度かつ専門的な知識と技術 

２）ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する最新の高度な知識と技術 

３）国際的視野と異文化適応力を備えた人類・社会への奉仕を実践する実行力 

４）自立した研究者として国際的な活動の場における十分な意思疎通能力とリーダー

シップ 

 

（B）修了後の進路、社会の人材需要の見通し 

本学府の博士後期課程修了者の産業別就職状況【資料５】が示すとおり、平成 30 年度

から令和４年度までの５年間の IGSES-Kyushu-U の博士後期課程修了者は 245 名で、本専

攻に関連する物質・材料、デバイス系の修了者は 146 名である。そのうち 34 名（23％）

が素材開発部門の研究者・技術者等として素材製造業、電気・電子機器、輸送機器関連の

企業に、62 名（43％）が大学や高専等の学校教育機関や、独立行政法人等の公的研究機

関などの学術研究分野に就職している。この傾向は今後も継続すると考えられる。加えて

令和５年５～６月に本専攻の専任予定教員を通して各自の専門分野に関連の深い企業や

研究機関の研究開発担当者、人事採用担当者へ企業アンケートを実施し、依頼件数 31 件

に対して 28 件の回答が得られた。これらの企業や研究機関は IGSES-Kyushu-U の既存専

攻の実績に基づき選択したものであるが、本専攻が育成しようとする国際的視野を備え
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ナノ構造解析・制御を基盤としてナノ材料・ナノ科学の分野において高い研究能力を持っ

た人材へ高い関心が寄せられた（詳細は「学生の確保の見通し等を記載した書類」参照）。 

加えて本専攻の修了生はそれぞれの大学において「国際共同研究」に携わることにより、

以下のような進路の選択が可能となる。 

IGSES-Kyushu-U をホーム大学とする学生は、SC-UAntwerp が NCE を中心として共同

研究を実施している国際的な企業、例えば世界最大の半導体製造装置メーカーである

ASML（https://www.asml.com/en/）、世界 20 カ国以上に拠点を持つ貴金属・レアメタル・

触媒・電池材料メーカーである Umicore（https://www.umicore.com/en/）、オランダに起源を

持 ち 電 子 顕 微 鏡 の 世 界 的 シ ェ ア を 誇 る Thermo Fisher Scientific

（https://www.thermofisher.com/）や世界最大級の半導体研究開発機関である IMEC

（https://www.imec-int.com/en/）等への就職も視野に入れることができる。また、NCE はマ

ックス・プランク研究所、アルゴンヌ国立研究所、ケンブリッジ大学、オックスフォード

大学、ライデン大学、カールスルーエ工科大学、スタンフォード大学等の世界各国の著名

な研究機関や大学等とも共同研究を行っていることから、SC-Uantwerp はもとより上記の

研究機関・大学において研究職（博士研究員：ポスドクを含む）として継続して研鑽を積

むことで研究の深化や新たな研究領域への挑戦、更なる国際的視野や異文化適応力の獲

得が期待できる。一方、SC-UAntwerp をホーム大学とする学生が、IGSES-Kyushu-U にお

いて６ヶ月以上の国際共同研究に携わることによって、我が国の企業や研究機関への就

職に関心を持った場合、IGSES-Kyushu-U として積極的に支援する。 

付言するなら本プログラムは１（１）で述べたように IGSES-Kyushu-U が独自に実施す

る国際頭脳循環による次世代のトップ研究者の育成であると言える。IGSES-Kyushu-U は

平成 24 年度に採択された「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」

では博士後期課程学生４名と 40 歳以下の若手助教３名を本プログラムの相手校である

SC-UAntwerp をはじめとしてオックスフォード大学、バーミンガム大学、デンマーク工科

大学、イリノイ大学，アリゾナ州立大学，ヴァージニア工科大学等に各々10 ヶ月超の長

期派遣を行った。博士後期課程４名の学生はこれをキャリアパスとして本学助教、我が国

の大手素材メーカー、大手計測機器・電子顕微鏡メーカーの中堅技術者、電子顕微鏡関連

の周辺機器を設計・製造するベンチャー企業の技術開発部門の責任者として活躍してい

る。若手助教３名については本学で准教授、他大学の准教授、海外の大学に常勤講師とし

て教育・研究を遂行している。本専攻修了生は、このようなキャリアパスも想定できる。 

 

（５）アントワープ大学の教員との目的等の共有について 
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 教育研究上の目的、育成する人材像等については、本専攻に係る協定書に記載のとおり共

有・合意している。 

組織的な連携として、専攻の管理、運営、入試業務、カリキュラム、学生の学籍、修学状

況、学位審査等の諸事項を一括して協議、承認する JD 連絡協議会を設け（詳細は「９ 管理

運営」に記載）、定期的に開催し専攻の管理・運営・教学上の問題を協議することで組織レ

ベルの共有を図る。 

また、学生が参画する国際共同研究においては、個々の学生ごとに研究指導委員会（詳細

は「６ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件」に記載）を組織し、学生の博

士論文研究に関わる教育研究上の目的を教員間で共有する。国際共同研究は実渡航の留学

による対面指導を原則とするが、未だ新型コロナウィルス感染症も鎮静化しておらず、加え

て新たなパンデミックの発生や国際紛争等に対処する必要が生じた場合、大学の世界展開

力強化事業：エネルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協働教育プログラ

ム・令和３～７年度で活用しているオンライン国際交流学習（Collaborative Online 

International Learning：COIL）で培ったシステムを本専攻においても有効利用する。双方向

の遠隔会議システムを活用して、両大学の主・副指導教員と当該学生が議論を行う場を設け、

実際の留学期間に限定されずに教育研究指導できるように、実渡航とオンラインを併用し

たハイブリッド型交流を構築する。 

 

２ 専攻の特色と両大学の連携分野におけるメリット 

（１）専攻の特色 

前段においても述べたように、本専攻では革新的な材料開発によって地球的規模の環境・

エネルギー問題を解決し持続可能な国際社会を実現するために、IGSES-Kyushu-U と SC-

UAntwerp が国際的なリーダーシップを発揮している電子顕微鏡に関連する優れた人的及び

教育・研究資源を核として、アントワープ大学において EMAT が構成員の１つとなってい

る NCE と連携して、ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する様々な課題

に対して創造的な解決策を提案・実行できる国際性豊かな理工系リーダーを育成すること

を目的としている。 

 本専攻では以下の３つを特色として、この目的を達成する。 

 

特色１：電子顕微鏡を用いた物質・材料のナノ構造解析を核としてナノ材料・ナノ科学の教

育・研究分野において日本・ベルギーのみならず世界を牽引する研究者を教員とし

て配置した専攻である。 
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特色２：IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp のナノ材料・ナノ科学に関連する環境、人的およ

び教育・研究資源を協奏・相乗的かつ相補的に有効利用し、当該分野において最新

かつ高度な知識と技術を備えた人材を育成できる教育課程を編成し、国際共同研究

を実施する。 

 

特色３：国際共同研究等で得られた知見や成果を国際会議・国際シンポジウム等で国内外に

広く公表し、博士論文研究の成果を高水準の国際共著論文として国際的専門誌へ投

稿することで、国際的な視野、優れた情報発信能力と高い専門性を涵養する。 

 

（２）両大学のメリット 

本専攻の創設によって両大学にもたらされるメリットとして、国際的な研究活動に意欲

を持つ積極的かつ能動的な学生の入学が期待できる。 

IGSES-Kyushu-U の特徴は材料創製から評価までを一貫して行う点にあるが、電子顕微鏡

データの定量化、EELS（Electron Energy Loss Spectroscopy: 電子エネルギー損失分光）、EDX

（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: エネルギー分散型 X 線分析）の高精度解析等につい

ては SC-UAntwerp から得るところが多い。また、実践的な材料創製より物性論や理論計算

による材料設計や物性予測に重点を置いてきた SC-UAntwerp は、IGSES-Kyushu-U から研究

対象となる先端材料が定常的に供給されることに対して期待を寄せている。 

国際共同研究の推進によってより大きな研究成果が挙がれば、独立行政法人日本学術振

興会「大学の世界展開力強化事業」や EU の Horizon Europe（ https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-

calls/horizon-europe_en）等への申請に繋がる。これらを通して日本とベルギー及びヨーロッ

パとの研究文化やスタイルを理解した国際的研究者が育成され、両大学の当該分野におけ

る国際的な地位の更なる向上が期待される。 

また、IGSES-Kyushu-U および九州大学全学として、既に様々な形態の JD 専攻を実践し

ているアントワープ大学から JD 専攻の運営や実施方法について学ぶ点が多い。 

 

３ 専攻の名称及び学位の名称 

（１）専攻の名称及び理由と国際的通用性 

専攻の名称とその英語名称は次のとおりとする。 

専攻の名称：九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻、International Joint 

Degree Doctoral Program for Interdisciplinary Science 
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専攻の名称については IGSES-Kyushu-U の博士課程において学際分野への展開と専門分

野におけるさらなる深化を希求していること、SC-UAntwerp は理学部であるが、とりわけ、

EMAT においては産業界との共同研究を重視し強固な関係を築いていることから

（https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emat/cooperation-with-industry/）、工学と理学の

融合を象徴した国際連携専攻であることを明示するため、「九州大学・アントワープ大学総

合理工学国際連携専攻」とする。英語名称は協定書に記載のとおり“International Joint 

Degree Doctoral Program for Interdisciplinary Science”. 

 Interdisciplinary Science を名称とする学科、専攻、教育プログラムは以下の大学に設置さ

れている。 

 Leicester 大学（https://www.advance-he.ac.uk/cate-team/university-leicester-centre-interdisciplinary-science）  

  Leeds 大学（https://courses.leeds.ac.uk/3430/interdisciplinary-science-with-foundation-year-bsc）  

 Wisconsin 大学（https://www.uwstout.edu/interdisciplinary-science） 

 Texas 大学（https://catalog.uta.edu/archives/2017-2018/science/interdisciplinary/） 

また、Interdisciplinary を名称の一部とする学科、専攻、教育プログラムは IGSES-Kyushu-

U 以外にも以下の大学等に設置されている。 

Indiana 大学（https://et.iupui.edu/departments/mee/programs/me/undergrad/bse/） 

Purdue 大学（https://engineering.purdue.edu/online/programs/masters-degrees/interdisciplinary-engineering） 

MIT（https://engineering.mit.edu/academics/graduate/interdisciplinary-programs/） 

また、IGSES-Kyushu-U は昭和 54 年に創設され、特に平成 12 年以降は多くの留学生に博

士（理学）、博士（工学）、博士（学術）の学位を授与し、いずれも出身国及び世界各地で活

躍している。以上より、専攻名の国際的通用性は担保されている。 

 

（２）学位の名称及び理由 

 学位の名称は「博士（理学）」、その英語名称は協定書に記載のとおり“Doctor of Science”

とする。これは SC-UAntwerp と同じ学位表記であり【資料６】、IGSES-Kyushu-U の母体と

なる学府においても授与可能な学位である。英語圏では“Doctor of Philosophy”として専門分

野を付さないが、ヨーロッパ、例えば、ドイツにおいては Doktor der Naturwissenschaften（略

称：Dr. rer. nat.（rerum naturalium：ラテン語で自然科学の意））をもって理学博士と称してい

る。よって、Doctor of Science は学位の分野を的確に判断することができ、かつ国際的通用

性の高い学位の名称である。 

 授与する学位記の様式を【資料７】に示す。 
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（３）アントワープ大学 EMAT の学位授与実績 

 アントワープ大学は連邦立憲君主制国家であるベルギー王国を構成するフランデレン

（フランダース）政府が制定している高等教育成典（Codex Higher Education【資料８】）の

II.2、II.57 及び II.80 条において博士の学位授与が認められている。 

本専攻のアントワープ大学側の母体である EMAT には１（３）に記載したように、物理

学科兼任の教員８名、協力教員１名、客員教員２名が在籍し、2012～2021 年の 10 年間で 59

名に博士の学位を授与した実績がある。 

 

４ 教育課程編成の考え方及び特色 

（１）ディプロマ・ポリシーを達成するためのカリキュラム・ポリシーと特色 

先にも述べたように本学では「Kyushu University VISION 2030」【資料１】において、“新

たな社会をデザインする力と課題を解決する力を有し、グローバルに活躍できる価値創造

人材を育成する”ことを掲げている。これを具体化するために本専攻では、九州大学とアン

トワープ大学において実践的な「リサーチワーク」型の国際共同研究に参画し、前述のディ

プロマ・ポリシーに規定した革新的な材料開発を通じた持続可能な国際社会の実現を目指

し、ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する諸問題に対し、総合的かつ学

際的な視点から創造的な解決策を提案・実行できる国際性豊かな自立した学術研究者およ

び高度専門職業人に相応しい能力を有する博士人材を育成する。そのために次の４項目を

カリキュラム・ポリシーとする。 

１）材料科学工学に関する高度かつ専門的な知識と技術を修得すること 

２）ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する最新の高度な知識と技術を修

得すること 

３）国際的視野と異文化適応力を携えて人類・社会への奉仕を実践する実行力を修得するこ

と 

４）自立した研究者として国際的な活動の場における十分な意思疎通能力とリーダーシッ

プを修得すること 

具体的には、１）は主に６（１）で述べる個々の学生ごとに設置される研究指導委員会と

の議論や委員会からの助言や指導に基づく研究計画書の作成と博士課程学生としての自覚

に基づく自学・自習によって培われる。２）と３）は、相手側大学に滞在し遂行する「リサ

ーチワーク」型の国際共同研究によって涵養される。４）は国際共同研究の成果を国際会議、

国際学術誌等へ公表することによって達成される。 

また、専攻に共通する活動として遠隔会議システムを利用して年３回の共同セミナーを
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実施する。IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の教員で構成する研究指導チームによる国際共

同研究のテーマと内容として以下のようなものが想定される。 

 

例１）計算材料科学と電子顕微鏡データの融合 

 格子欠陥は材料の特性を大きく変化させる重要な因子であり、これを制御するには格

子欠陥の理論モデルと実験データとの関係性を構築するために両者のエキスパートを育

成することが必要である。そこで計算科学を用いた構造材料、機能性材料の開発を専門と

する本学教員の下で金属材料の電子状態や熱力学的性質について研究指導を受ける学生

が、透過型電子顕微鏡を専門とする連携教員の下で金属材料の原子像を精緻に計測する

技術を身につけることで、計算科学とナノスケール観察の両面で材料開発に貢献できる

人材の育成を行う。 

 

例２）2.5 次元物質のナノ構造解析と制御 

 グラフェンを始めとする二次元物質の合成から、それらの集積化、イオンの層間への挿

入による新奇な「2.5 次元物質」の創製に関して強みをもつ IGSES-Kyushu-U の主指導教

員の下で、材料合成やプロセッシングについて習熟するとともに、電子顕微鏡による微細

構造解析を専門にする SC-UAntwerp の副指導教員により、「2.5 次元物質」のナノ構造解

析に関する指導を受ける。これにより、新たな「2.5 次元物質」の創出や超伝導などの新

規物性の発現、将来的なエレクトロニクスへの応用に向けた総合的な研究を指導する。 

 

例３）電子線トモグラフィー技術の融合 

原子分解能電子線トモグラフィー観察、電子線トモグラフィーその場観察など、IGSES-

Kyushu-U と SC-UAntwep でそれぞれに進めつつも共通点のある電子線トモグラフィー技

術を融合させる。例えば、動力学的電子散乱回折の回避もしくは利用を考慮した手法開

発などを背景に、ナノ粒子に観察対象が限定されてきたこれらの三次元観察手法を、結

晶界面や結晶欠陥など、バルク材料の局所構造解析に適用可能な手法へと発展させる。

これにより、界面や結晶欠陥の課題を抱える物質・材料研究者と先端的な共同研究を先

導できる人材を育成する。 

 

例４）情報・計算科学を取り入れた四次元ナノ計測科学の革新 

例３と同様に電子顕微鏡計測科学を専門とする両大学の指導教員は、機械学習による

画像処理・情報抽出技術を取り入れ、三次元ナノ空間を計測する電子線トモグラフィー
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技術を発展させ、冷却・加熱、応力印加等の外部刺激による物質・材料の時間的変化を追

跡観察する四次元ナノ計測科学を推進している。今後さらに両者が協力して国際共同研

究を通じて学生を指導し、電子顕微鏡による先端計測において情報科学・計算科学を複

合的に活用し学際領域を発展させることのできる人材を育成する。 

 

例５）次世代接着剤開発のための接着界面相互作用の分子論の確立 

計算化学を専門とする IGSES-Kyushu-U の主指導教員の下で、接着界面の分子間相互作

用についての理論化学的な研究の指導を受ける学生が、高度な表面分析技術を有する SC-

UAntwerp の副指導教員の下で、接着界面破壊後の被着材試料の破断表面に対する電子顕

微鏡観察についての指導を受ける。また、第一原理計算を専門とする副指導教員の下では、

高精度電子状態計算の指導を受ける。金属や合金材料の表面モルフォロジーが接着・接合

界面の相互作用に及ぼす影響について、理論計算のみならず、実験的な観点からも解明す

る。複眼的な視点で材料開発に取り組むことのできる研究者を養成し、Society5.0 および

カーボンニュートラルの実現に向けた次世代接着技術の創出に役立てる。 

 

前述のディプロマ・ポリシーは、例１～５に示すようなリサーチワーク型の国際共同研究

に参画することにより達成可能である。 

 

（２）連携大学での学修について 

本専攻の教育課程は IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp が設定する国際共同研究に参画す

ることが基本である。よって原則として６ヶ月以上、連携する大学において研究に従事する。

実施時期については一律の規定は設けず、学生と研究指導委員会との協議により柔軟に対

応する。国際共同研究以外においても、遠隔会議システム、電子メール等を用いて入学手続

を行った大学、相手側大学どちらの滞在時でも両大学の指導教員から指導を受けられる体

制を整え、学生が継続的かつ多角的な指導を受けられるよう配慮する。 

 

５ 教員組織の編成の考え方及び特色 

（１）教員組織の編成の考え方 

本専攻の専任教員は、IGSES-Kyushu-U から 10 名、SC-UAntwerp から９名の教員で組織

する。IGSES-Kyushu-U は教授５名、准教授５名、助教１名を、SC-UAntwerp は教授相当９

名を配置する。IGSES-Kyushu-U の構成は、電子顕微鏡学・ナノ構造解析を主たる専門とす

る者５名、物質創製・ナノ構造制御を主たる専門とする者３名、計算材料学・ナノ構造制御
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を主たる専門とする者２名である。これらの教員はディプロマ・ポリシーを達成するための

カリキュラム・ポリシーに沿って、ナノ材料・ナノ科学分野の次世代を担い世界的に牽引す

る国際性豊かな自立した研究人材の育成に資する十分な能力を有している。また、当該教員

（調整を行う専任教員１名を除く）は IGSES-Kyushu-U の総合理工学専攻と本専攻を兼務す

るが、本専攻の学生定員は既設専攻の内数であることから、兼務による教育研究上の支障は

生じない。また本専攻における教育研究以外の職務については後述するように、連携大学と

調整を行う教員および専門職員、テクニカルスタッフが対応する。 

SC-UAntwerp の構成は EMAT に所属する電子顕微鏡学・ナノ構造解析を主たる専門とす

る者５名、固体物性、計算材料学を専門として CMT に所属する者２名と PLASMANT に所

属する者１名、PLASMANT に所属しプラズマのナノ科学、医療への応用を専門とする者１

名である。加えて、IGSES-Kyushu-U では部局を超えて SC-UAntwerp からの学生受け入れや

研究指導において専任教員を補助する工学研究院、超顕微解析研究センターに所属する協

力教員も配置する。SC-UAntwerp においても EMAT に所属する理学部長経験者の教授と新

進気鋭の若手教員（助教相当）を協力教員として配置する。これら両大学の教員の有機的な

連携によって４（１）に例示した国際共同研究を遂行することにより、ディプロマ・ポリシ

ーに適合した国際性豊かな理工系リーダーを養成することが可能となる。 

 

（２）連携大学と調整を行う教員 

 IGSES-Kyushu-U の専任教員のうち１名を SC-UAntwerp との調整を行う教員に充てる。当

該教員は、本プログラムに関わる特定プロジェクト教員であり、IGSES-Kyushu-U の教育研

究の発展と国際化に貢献することを本務としている。また、SC-UAntwerp においても IGSES-

Kyushu-U との調整教員を配置することで合意している。調整や日常的な連絡事務は英語に

長じた在外経験のある IGSES-Kyushu-U 国際推進室専門職員およびテクニカルスタッフが

補助し、当該教員が調整において過度の負担を強いられることなく、自らの教育研究を支障

なく遂行できる体制を整える。 

 

（３）専攻長の選任 

本専攻に置く専攻長は、JD 連絡協議会のうち九州大学の構成員の中から互選により定め

る。専攻長は、専攻の責任者として本専攻の管理運営並びに教育研究活動の調整を統括する。 

 

６ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（１）教育方法と履修及び研究指導 

 IGSES-Kyushu-U で推進してきた国際化教育プログラム①Campus Asia 教育プログラム
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（ダブルディグリープログラム）、②グリーンアジア国際戦略プログラム（修士・博士５年

一貫プログラム）、③Intellectual Exchange and Innovation Program（国費優先配置プログラム）

https://www.tj.kyushu-u.ac.jp/en/exam/doctor/iei_program.php において、英語を共通言語として

教育・研究を実践してきた。SC-UAntwerp では全学の 40％超の授業が英語で実施されてお

り、本専攻においても英語による教育研究を行う。よって、年次進行に伴い学生が提出する

研究計画書、報告書、博士論文等は全て英語による記述とする。 

 また、双方向教育のために、両大学ともに複数のオンライン会議システムを整えており、

国際共同研究に関わるグループミーティングやオンライン個別指導など、様々な形態で教

育および研究の指導が可能である。学生はどちらの大学で研究活動していても、他方の大学

の指導教員からも容易に教育を受けられる環境が整備されている。 

本専攻においては、国際共同研究への参画を中心とした「リサーチワーク」型の教育を実

施することから、研究指導委員会を設け、１年次より博士論文研究を遂行する。 

以下に連携大学における国際共同研究の実施を２年次とした場合の教育および履修方法

を例示する。 

 

１）１年次 

    ① 研究指導委員会の決定 

学生は入学と同時に主指導教員と十分に協議し、希望する研究テーマ、研究指導委員

会の構成員を JD 連絡協議会に申請し承認を得る。研究指導委員会は主指導教員と研究

テーマに関連の深い連携大学に所属する副指導教員、両大学の専攻内外の複数名の専

任教員より成る５～６名を一般的な構成とし、研究内容に対して様々な視点から助言

や指導を行う。外部指導委員として学外大学院の教員や研究機関の研究員を加えるこ

とも可とする。 

  ② 研究計画書の作成と共同セミナーにおける発表 

   学生は JD 連絡協議会が承認した研究テーマに関して主・副指導教員と協議して、研

究計画書を立案・作成し、研究指導委員会に提出する。研究指導委員会は学生に対し適

切な助言や指導を与える。学生は研究計画書に従って研究を遂行し進捗状況や成果を、

遠隔会議システムを利用して両大学合同で年３回（５月、９月、１月）実施する「共同

セミナー」において発表する。 

  ③ 研究継続資格審査会 

 学生は研究の進捗状況を研究中間報告書として JD 連絡協議会に提出し、研究指導委

員会の構成員、主大学および連携大学の専攻所属教員による口頭試問（研究継続資格審
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査）を受ける。口頭試問は、両大学の専攻外の教員の参加も可とする。 

JD 連絡協議会は、研究継続資格審査の結果をもとに必要に応じて研究指導委員会を

通して研究計画書の修正や変更を指示する。修正を指示された学生は、改訂した研究計

画書を JD 連絡協議会へ再提出する。 

 

２）２年次 

 ④ 連携大学における国際共同研究 

 研究継続資格審査に合格した学生は、研究計画に従い連携大学において国際共同研

究に従事する。学生は、研究指導委員会に対して研究の進捗状況を定期的に報告する。

研究指導委員会は、報告に基づき適切な指導を行う。 

 

３）３年次 

⑤ 博士論文提出資格審査会 

 研究指導委員会は、研究継続資格審査と同様の形式の口頭試問を実施し、さらに向後

の研究活動によって下記の学位論文の提出資格を満足するか否かを判断し、３年次後

期における博士論文提出の可否を検討する。提出可と判断された学生は研究を継続し、

（２）に記載の学位論文の提出資格を満たした後、博士論文を所定の期日までに（４）

－２）に記載する博士論文調査委員会に提出する。 

 ⑥ 博士論文調査委員会 

研究指導委員会に JD連絡協議会が指名する両大学の委員を１名ずつ加えた博士論文

調査委員会は、論文内容およびディプロマ・ポリシーに関連する事項について口頭試問

を非公開で実施する。学生は、博士論文調査委員会において指摘された事項を修正した

博士論文を再提出する。 

⑦ 博士論文審査・公聴会 

博士論文調査委員会が博士論文を受理したのち、公開による論文公聴会を開催する。 

  以下に履修モデル【資料９】の具体例を示す。 

 

（A）「2.5 次元物質のナノ構造解析と制御」を研究課題とし、九州大学 IGSES-Kyushu-

U で入学手続きを行った学生の履修モデル 

   １年次は、構想・立案した研究計画書に従って IGSES-Kyushu-U で主指導教員の下

でグラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイドなどの２次元物質の合成や、それらの集

積化、イオンの層間への挿入によって新奇な 2.5 次元物質の創製に習熟し、新奇な物性
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や機能発現の可能性を探る。学生は１年次終了時に研究中間報告書を提出し、口頭試問

と合わせて研究継続資格審査を受ける。 

研究継続が承認された学生は、２年次に SC-UAntwerp で副指導教員の下で最先端収

差補正走査透過電子顕微鏡や電子エネルギー損失分光法（EELS）による 2.5 次元物質

のナノ構造解析に関する高度な知識と技術を修得するとともに、SC-UAntwerp の研究

者、留学生、ベルギーやヨーロッパ諸国の他の研究機関や企業の研究者との交流を通じ

て、彼我の研究文化やスタイルを理解することによって、研究者としての国際性を涵養

する。 

３年次は、IGSES-Kyushu-U においてこれまでの研究成果に基づき学位論文提出資格

審査を受ける。学位論文の提出資格を得た学生は SC-UAntwerp において得られたナノ

構造解析の成果を 2.5 次元物質の創製プロセスにフィードバックしつつ研究を継続し、

期日までに博士論文を提出する。 

物質創製とナノ構造解析・制御に関する高度な知識と技術に加えて国際的視野、異文

化適応能力、国際的な活動の場における意思疎通能力とリーダーシップを有する人材

は、国内外の研究機関や企業における活躍が期待できる。 

 

  （B）「結晶性材料解析のための電子線トモグラフィー技術の融合」を研究課題とし、ア

ントワープ大学 SC-UAntwerp で入学手続きを行った学生の履修モデル 

  １年次は、構想・立案した研究計画書に従って SC-UAntwerp で結晶性材料の電子線

トモグラフィー観察の定量化において問題となる３次元再構成アルゴリズム、画像処

理手順等の改良に関する研究に従事する。学生は１年次終了時に研究中間報告書を提

出し、口頭試問と合わせて研究継続資格審査を受ける。 

研究継続が承認された学生は、２年次に IGSES-Kyushu-U にて副指導教員の下で

IGSES-Kyushu-U が独自に開発した様々な電子線トモグラフィー用の試料ホルダーを用

いて結晶性材料の３次元観察、さらには温度変化、応力印加による構造の経時変化を追

跡する４次元観察を行うとともに、IGSES-Kyushu-U の研究者、留学生、日本の他の研

究機関や企業の研究者との交流を通じて、彼我の研究文化やスタイルを理解すること

によって、研究者としての国際性を涵養する。 

３年次は、SC-UAntwerp においてこれまでの研究成果に基づき学位論文提出資格審

査を受ける。学位論文の提出資格を得た学生は IGSES-Kyushu-U において得られた３次

元および４次元観察の結果を SC-UAntwerp の定量化技術を駆使して研究を継続し、期

日までに博士論文を提出する。 
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先進的な電子線トモグラフィーの融合は、物質・材料のナノ構造解析とそれに基づく

ナノ構造制御を新たなレベルに引き上げることは明らかであり、加えて国際的視野、異

文化適応能力、国際的な活動の場における意思疎通能力とリーダーシップを有する人

材は、ベルギー国内外さらには我が国の研究機関や企業における活躍が期待できる。 

  

（２）学位論文の提出資格 

当該学生が独自に行った研究の成果が、Web of Science に収録されている当該分野の学

術雑誌に第一著者あるいは責任著者として２編以上掲載されているか、または掲載が決定

していること。 

 

（３）修了要件 

本専攻の修了要件は協定書に記載のとおり、本専攻に３年以上在学し、相手側大学で６ヶ

月以上の研究を行い、必要な研究指導の下に国際共同研究に参画し、上記の学位論文の提出

資格を満たし、博士論文の審査及び最終試験に合格することである。 

ベルギー王国フランデレン（フランダース）政府が制定している高等教育成典（Codex 

Higher Education【資料８】）のⅡ.251 条において、“「博士」の学位は学位論文の公開審査を

経て授与される”と定められている。また、本専攻はアントワープ大学における Incoming 

joint PhD プ ロ グ ラ ム （ https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/joint-

phd/incoming-joint-phd/）に相当し、本修了要件との同等性がある。また、博士号取得に関す

る一般規定（General PhD Regulations）の第 43 条【資料 10】では、連携学位に関して学生が

所属する主たる機関の規則が優先されることが明記されている。 

 

（４）学位論文の審査体制及び公表方法等 

１）博士論文審査 

「６－（１）教育方法と履修及び研究指導」において記載したとおり、博士論文審査

は以下の４段階を設定している。 

① 研究継続資格審査会 

② 博士論文提出資格審査会 

    ③ 博士論文調査委員会 

    ④ 博士論文公聴会 

全ての審査は IGSES-Kyushu-U、SC-UAntwerp、他大学の教員および外部研究機関の研

究員を含む研究指導委員会と下記の博士論文調査委員会による審査を行うこと、④を公

開で開催することから、透明性および公平性は担保されている。 
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２）博士論文調査委員会の決定 

JD 連絡協議会は、博士論文提出資格審査会において博士論文提出可と判断された学生

について博士論文調査委員会を組織する。博士論文調査委員会の構成は、専門的な立場

から内容の独自性・普遍性などに加え、専攻の目的との整合性についても評価するため

主査１名、副査３名以上とし、IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の専任教員に加えて、

外部委員として IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の他部局および他大学教員を積極的に

招聘する。なお、審査の透明性を担保するために主・副指導教員は主査としないが、副

査となることは可とする。 

 

３）合否判定・修了認定・学位授与 

博士論文調査委員会は、学生が提出した学位論文を精査し、必要に応じて修正を指示し

再提出させ、再審査し結果を JD 連絡協議会に報告する。 

JD 連絡協議会は、学生および博士論文調査委員会と協議して公聴会及び最終試験の日

程を決定し学内外に公表する。JD 連絡協議会は博士論文の審査結果、公聴会及び最終試

験の結果を総合的に評価し、博士後期課程修了の合否と修了（学位）を両大学の総長に報

告する。 

な お 、 提 出 さ れ た 学 位 論 文 は 九 州 大 学 学 術 情 報 リ ポ ジ ト リ （ QIR ：

https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/collections/qir）に登録し、インターネット上で公表する。 

 

（５）学位審査教員の専門性の同等性と研究指導及び学位授与の実績 

５（１）に記載のとおり、IGSES-Kyushu-U の専任教員の構成は電子顕微鏡学・ナノ構造

解析を主たる専門とする者５名、物質創製・ナノ構造制御を主たる専門とする者３名、計算

材料学・ナノ構造制御を主たる専門とする者２名、SC-UAntwerp は電子顕微鏡学・ナノ構造

解析を主たる専門とする者５名、固体物性、計算材料学を専門とする者３名、プラズマ科学

を専門とする者１名である。IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の専任教員を著者とする学術

論文の掲載誌は、Acta Materialia、Advanced Materials、Applied Physics Letters、Microscopy、 

Physical Review B、Philosophical Magazine、Scripta Materialia、Ultramicroscopy 等であり共通

するものが多く、専門分野の同等性は確保されている。専任教員は物理学、化学、材料科学

工学の学位を有しており、EMAT を例にとると３（３）に記載したように 2012～2021 年の

10 年間で 59 名に博士の学位を授与し、2022 年度における博士課程在籍者は 40 名であるこ

とから、十分な実績を有していると判断できる。（https://www.uantwerpen.be/en/research-

groups/emat/about-us/members/non-permanent-resear-phd/） 
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７ 施設・設備等の整備計画 

（１）九州大学 

本専攻の教育研究の実施に必要な施設・設備は、両大学の既存の校地、校舎及び設備等を

共同利用する。本専攻の学生定員は２名であり、学府全体の定員 62 名と比較して著しく小

さいことから、既設の専攻等の教育研究に支障はない。 

１）校地、運動場の整備状況 

総合理工学府がある筑紫キャンパス内には、筑紫図書館、キャンパスライフ・健康支援

センター（健康相談室、学生相談室）、ビスタホール（食堂・売店等）の福利厚生施設が

充実している。身体活動の場については、筑紫キャンパス内に設置されている多目的グラ

ウンド、テニスコート、トレーニングルームが利用できる。学生が休息するスペースとし

て、食堂、中庭、建物によっては休憩スペース（リフレッシュスペース）が整備されてい

る。 

 

２）校舎等施設の整備状況 

教室については、本学府の特色ある教育を展開できるよう、現在の総合理工学研究院本

館（総合理工学研究院 C 棟、D 棟、E 棟）、先導物質化学研究所本館（総合理工学研究院

A 棟）、総合研究棟、総合理工学研究院 G 棟、H 棟等を中心として、次のような形で整備

されている。 

① 講義室・演習室 

総合理工学研究院本館  

   総合理工学研究院第１講義室  （69 名規模、88m2） 

   総合理工学研究院第２講義室  （80 名規模、101m2） 

先導物質化学研究所本館  

総合理工学研究院 A 棟 112 講義室（120 名規模、117m2） 

総合理工学研究院 A 棟 111 講義室（30 名規模、52m2） 

総合研究棟  

C cube２階 E-learning 室 （44 名規模、116m2） 

   303 講義室         （66 名規模、85m2） 

   筑紫ホール         （300 名規模、283m2） 

総合理工学研究院 G 棟  

G 棟 206 講義室     （60 名規模、101m2） 
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総合理工学研究院 H 棟  

H 棟 205 講義室        （60 名規模、96m2） 

H 棟 310 演習室      （20 名規模、49m2） 

② アクティブ・ラーニング・スペース 

グループで議論しあう協働学習を支える設備として、筑紫キャンパス内の総合研

究棟２階に、筑紫図書館の管理によるEラーニングラボラトリー（44名規模、116m2）、

E ミーティングルーム（25 名規模、81m2）が整備されている。また、いずれの講義室、

演習室もオンラインによる利用予約が可能である。 

③ 博士後期課程の実験、博士論文研究に取組むための活動スペース 

本学では、学生の学年と所属（学部・修士・博士後期の別、文系・理系の別等）に応

じてスペース配分を取り決め、スペースの有効利用を図る計画が進んでいる。複数の研

究所・研究センターが所在する筑紫キャンパスにおいては、既に十分以上の院生スペー

ス、研究者スペースが確保されている。教員室の近隣に論文研究を進めるための実験室

を含めての学生教育研究スペースが用意され、教員と学生の日常的なコミュニケーシ

ョンがスムーズに図られるよう整備されている。 

④ 電子顕微鏡関連の施設及び設備 

   IGSES-Kyushu-U および九州大学超顕微解析研究センターは、以下の電子顕微鏡設備

を有する。 

  ＊超高圧電子顕微鏡 １台 

＊収差補正走査型透過電子顕微鏡 ６台 

＊ホログラフィー電子顕微鏡 １台 

  ＊汎用電子顕微鏡 ４台 

  ＊走査電子顕微鏡 ２台 

  ＊集束イオンビーム加工装置付走査電子顕微鏡 ４台 

  ＊集束イオンビーム加工装置 １台 

   これらは国内外において最高水準の装備であり、ナノ構造解析・制御を主たる目的

とする本専攻の教育研究を推進するに足るものである。 

 

３）図書等の資料及び図書館の整備 

① 図書資料の整備状況 

九州大学附属図書館の全蔵書は、図書約 420 万冊、学術雑誌約 83,300 冊、アクセス

可能な電子ブック約 238,000 タイトル、アクセス可能な電子ジャーナル約 108,000 タ
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イトルを所蔵し、各種データベースサービスを提供している。データベースや電子ジャ

ーナルは、学外からもアクセス可能となっている（https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja）。そ

のうち、筑紫図書館には、図書約 148,000 冊が蔵書されている（https://www.lib.kyushu-

u.ac.jp/ja/libraries/chikushi）。 

② 図書館の整備状況 

筑紫図書館として主に筑紫地区各部局の学生・教職員へのサービスを行っており、自

動貸出機等の設備を備えた最先端の図書館である。館内にはキャンパス内から出土し

た貴重な埋蔵文化財の研究成果を展示したコーナーも設置しており、開館以来、学術交

流の拠点としての筑紫キャンパスを象徴した施設になっている。 

 

４）留学生宿舎 

  筑紫キャンパスのほど近くに位置する大橋キャンパスの近くには、学生寄宿舎（井尻寮）

が設けられている。加えて、令和６年度には筑紫キャンパスに留学生宿舎が竣工・供用

開始されており、本専攻に所属する学生にはホーム大学を問わず優先的な入居を認める

予定である。 

 

（２）アントワープ大学 

１）校地、運動場の整備状況 

   Campus Groenenborger はアントワープ市中心街の南に位置し、未来の科学者、技術者

のための理工系キャンパスの名のもとに理学部（Faculty of Science）と応用工学部（Faculty 

of Applied Engineering）が併設されている。このキャンパスの象徴ともいえる Z 棟では各

部屋のセンサーが温度、エネルギーの流れ、空気の質を常時測定することで、例えば夏

には、天気予報を考慮して窓が自動的に開き、余分な熱を排出するなど、サステナビリ

ティに配慮している。 

 

２）校舎等施設の整備状況 

① 講義室・演習室 

  SC-UAntwerp がある Campus Groenenborger には最大 558 席の大教室から 10～20 席の

小教室まで 46 教室があり、ほぼ全ての教室に最新の AV 機器、オンライン機器が整備さ

れている。 

② アクティブ・ラーニング・スペース 

 合計で 400 席の自習スペースが設けられており、個人机、グループ作業スペース、プ
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レゼンテーションエリア、大型コンピュータが整備されている。 

③ 博士後期課程の実験、博士論文研究に取組むための活動スペース 

下記の電子顕微鏡関連施設において活動するとともに、研究グループごとに十分な活

動スペースと個人机が確保されている。 

④ 電子顕微鏡関連の施設及び設備 

    SC-UAntwerp の EMAT は６台の透過型電子顕微鏡と３台の走査型電子顕微鏡を保有

している。さらに、２台の X 線回折装置、顕微鏡試料の調製、顕微鏡データの定量的評

価、画像処理等に必要な全ての装置を備えている。これらは IGSES-Kyushu-U と同様に

ナノ構造解析・制御を主たる目的とする本専攻の教育研究を推進するに十分なものであ

る。 

 

３）図書等の資料及び図書館の整備 

書架の総延長 1,150m、蔵書数約 35,000 冊、データベース数 125 に加えて、種々の電子

ジャーナルが完備されている。 

 

４）留学生宿舎 

   留学生宿舎は設置されていないが、担当部署により学生の状況に合わせた民間の宿舎

の斡旋が行われている。 

 

８ 入学者選抜の概要 

（１）出願資格 

アドミッション・ポリシーに基づき IGSES-Kyushu-U または SC-UAntwerp の修士課程を

修了した者およびそれと同等以上と IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の各々が判断した者

とする。 

なお、ベルギー王国フランデレン（フランダース）政府が制定している高等教育成典 

（Codex Higher Education【資料８】）ではⅡ.184 条において、博士課程への入学要件を修士

の修了証書の提出と定めている。また、同Ⅱ.185 条においては、修士号を取得していない学

生でも大学理事会が適格と判断した場合には入学が認められると定めている。これらの対

応は IGSES-Kyushu-U と同等のものである。 

 

（２）アドミッション・ポリシー 

協定書に記載したとおり、本専攻は革新的な材料開発を通じた持続可能な国際社会の実
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現を目指し、ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する諸問題に対し、総合

的かつ学際的な視点から創造的な解決策を提案・実行しようとする強い意志を持つ学生を

求める。具体的には以下の知識や意欲を持つ学生を受け入れる。 

１）材料科学工学の研究に不可欠な科学的素養と積極的に取り組む意欲を持つ学生 

２）ナノ材料・ナノ科学の基盤となる構造解析・制御に関する最新の知識と技術の修得に

意欲を持つ学生 

３）国際的視野と異文化適応力を携えて人類・社会への奉仕を実践する実行力の修得に意

欲を持つ学生 

４）国際的な活動の場において十分な意思疎通ができ、かつリーダーシップを発揮できる

自立した研究者となることに意欲を持つ学生 

 

（３）選抜方法・体制および募集人員 

IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp は、それぞれ入学希望者の募集を行う。募集人員は毎年

度各１名、計２名を標準とする。一次選考は、当該学生候補者のホーム大学となる当事者が

行い、その後、一次選抜された応募書類をもう一方の当事者と共同で審査し、最終決定を行

うものとする。入学希望者は上記のアドミッション・ポリシーに基づき、応募書類、および

面接に基づいて適正に評価されるものとする。選考過程、入学スケジュール及び要件の詳細

（学業成績、語学力、応募書類等）は、毎年両当事者間で協議し、書面による同意を得るも

のとする。 

 

（４）転専攻の基準及び手続 

母体専攻において本専攻の目的に適う博士論文研究に従事していることを前提とし、手

続きは上記（３）に準じる。JD 連絡協議会は学生との面談、指導教員へのヒアリングを参

考に転専攻の可否を決定する。手続きは IGSES-Kyushu-U では同学府内の学籍異動となり、

SC-UAntwerp でも同様の対応とする。 

 

（５）入学希望者への情報提供 

本専攻の教育・研究内容、取得学位、修了要件、研究指導方法、学年暦、学費、学生支援

等については、募集要項、パンフレット、ホームページ等を用いて両大学において十分な情

報を入学希望者に対して周知する。 

 

９ 管理運営 
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（１）管理・運営体制 

九州大学では大学院の各学府が適切に管理運営業務を遂行できるように、各学府に教授

会を設置している。本専攻の母体となる IGSES-Kyushu-U（大学院総合理工学府）および総

合理工学研究院では、主として以下の事項を審議する学府及び研究院教授会を原則毎月１

回開催している。 

① 学位授与に関する事項 

② 教育課程に関する事項 

③ 学生の身分に関する事項 

④ 入学者選抜に関する事項 

⑤ 研究指導の担当に関する事項 

⑥ その他必要な事項 

また、本専攻の母体専攻となる総合理工学専攻にも関わる上記①～⑥の事項は、先に物質

科学、エネルギー科学、環境理工学、IFC（Internationalization and Future Conception）部門の

部門長会議および材料理工学、化学・物質理工学、デバイス理工学、プラズマ・量子理工学、

機械・システム理工学、地球環境理工学メジャーの主任・副主任で構成される教務委員会で

審議され承認後に教授会に諮られる。 

本専攻では専攻の管理、運営、入試業務、カリキュラム、学生の学籍、修学状況、学位審

査等の諸事項を一括して協議、承認する JD 連絡協議会を設ける。JD 連絡協議会は IGSES-

Kyushu-U と SC-UAntwerp の専任教員で構成される。 

上記の部門長会議、教務委員会、教授会には、九州大学の構成員により附議される。SC-

UAntwerp においても、基本的な体制は同様で JD 連絡協議会の構成員が学内の審議を進め

る役割を担う。なお、JD 連絡協議会の協議事項や議事要旨などは全て英文で作成し、正確

な情報伝達が可能な体制を整備する。【資料 11】に管理運営体制の組織図を示す。 

 

（２）事務体制 

事務組織は各大学に置く。IGSES-Kyushu-U では教務を担当する既設の事務部門と５（２）

で示した国際推進室が JD 連絡協議会に協力して対応する。調整を担当する教員を介して、

本専攻の運営母体となる JD 連絡協議会の庶務を行うなど、互いに連携して大学間の調整を

行う。SC-UAntwerp では様々な形態の JD および DD（Double Degree）制度が確立されてお

り、それらを統括する事務部門が設置されている。 

（https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/joint-phd/) 

本専攻の学生は両大学に在籍するため、両大学の事務職員は連携して学籍登録などの教
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務に関する事務作業や、留学中の住居等の支援など、学生生活をサポートする。各大学の事

務の主な作業は、以下のとおりである。 

① 入学者選抜に関する事項 

② 連携大学への渡航等に関する事項 

③ 連携大学における学修・国際共同研究に関する事項 

④ 学籍異動に関する事項 

⑤ 就学状況の確認、生活状況の確認に関する事項 

⑥ 学位論文審査および授与に関する事項 

⑦ 遠隔会議システム等の管理に関する事項 

⑧ その他必要な事項 

なお、事務作業の効率化を図るため、国際推進室に配置された英語により業務遂行できる

専門職員が責任担当となり事務作業を進める。 

 

１０ 自己点検・評価 

   本専攻における教育内容の改善のための組織的な取組は、九州大学大学評価委員会及び

アントワープ大学の Quality assurance and innovation（教育研究の質保証と改革・改善：

https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisation/quality-assurance/）で実施している自

己点検・評価、FD 活動等の取組と密接な関係を保ちながら推進する。本専攻の質的保証は

JD 連絡協議会において年次評価を行い、運営上の課題ごとに PDCA（Plan、Do、Check、

Action）サイクルあるいは OODA（Observe、Orient、Decide、Action）ループに従い対応

する。専攻の完成年度（３年）経過後には外部評価を受審し、評価結果をホームページ等に

よって公表する。 

 

１１ 連携外国大学について 

（１）ベルギーにおける国際連携教育課程の実施 

 ベルギー王国フランデレン（フランダース）政府が制定している高等教育成典（Codex 

Higher Education【資料８】）のⅡ.２、Ⅱ.57、Ⅱ.171 およびⅡ.172 条において国際連携教育課

程の実施が認められている。これに基づき SC-UAntwerp では２（２）、９（２）に記載のと

おり、既に JD 制度が確立・運用されている。 

 

（２）アントワープ大学の質保証制度に基づく評価と結果の概要 

   SC-UAntwerp の所在地であるベルギー王国フランデレン（フランダース）地方では全ての

高等教育機関は、The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders（NVAO: 
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https://www.nvao.net/en）による機関別審査を定期的に受けることが義務付けられている。機

関別審査とは、教育プログラムの質を確認するための行為を含め、教育機関の教育方針の質

を定期的に評価することである。2021 年秋に行われたアントワープ大学の機関別レビュー

では【資料 12】に示すように非常に高い評価を得ている。以下にその概要を転載する。 

    ・アントワープ大学の教育・研究の質は高く、学習コミュニティと呼ぶにふさわしいもの

である。 

・学生インタビューにおいて、学生と教員との関係は良好であり、教員の専門性は高く信

頼に値することが判明した。 

・COVID 禍においてはオンライン教育への迅速な切り替えが行われ、事後の学生の心身

の健康に対する対応は適切であった。 

・アントワープ大学は、教育に関して明確なビジョンを持ち、そのビジョンは大学の運営

方針に反映されている。 

・アントワープ大学の戦略的テーマである「多様性」については、ガバナンス原理として

の組織の分権性が非常にうまく機能している。学部や研究プログラムは、個々の状況に

応じて発展を成し得ている。 

・学部は、明確で組織的な方針の枠組みの中で、大きな自治権を持っており、このことは

学際性と教育の革新に取り組む機会を学部に与えている。また、ボトムアップとトップ

ダウンのバランスがとれており、大学側と学生側の双方から高く評価される強力な活

力を生み出している。 

・教育プログラムの品質システムは国際基準に沿っており、堅牢である。６年周期で教育

ポートフォリオ（プログラムの品質に関する情報を収集するツール）を通じた体系的な

モニタリングと内部・外部監査の組み合わせは、システムとして有効だと評価された。 

 
１２ 協議及び協定について 

（１）JD 連絡協議会 

本専攻の管理・運営に関わる事項は、IGSES-Kyushu-U と SC-UAntwerp の専任教員の 2/3

名以上が出席する JD 連絡協議会を定例開催して審議する。不測の事態等が生じた場合、随

時、臨時会議を招集する。 

本会議の主な審議事項は、以下のとおりである。 

① 入学者選抜に関する事項 

② 学生の身分（在籍の管理）及び安全に関する事項 

③ 学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

④ カリキュラムの編成及び実施に関する事項 

⑤ 教育組織の編成に関する事項 

⑥ 成績評価の方針に関する事項 

設置の趣旨等を記載した書類-31
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⑦ 研究指導教員の選定に関する事項 

⑧ 博士論文調査委員会の設置に関する事項 

⑨ 学位授与及び課程修了に関する事項 

⑩ 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

⑪ その他両大学が必要と認めた事項 

なお、本協議会の議決事項は、総合理工学府教授会にて審議される。 

 

（２）連絡体制 

 緊急時・災害時に備えて、九州大学危機管理マニュアル及び九州大学災害対策マニュア

ルに従って連絡体制を整え、両大学に配置する連絡担当教員、所属担当事務職員及び危機

管理総合担当を介して連絡を行う。IGSES-Kyushu-Uから学生が渡航する際には渡航中の事

件・事故や傷病に対する危機管理のため、本学で定めている海外渡航危機管理ハンドブッ

クに則り、治安等の渡航に関する情報や日本大使館・総領事館の情報の収集、安全な渡航

計画の立案、「在留届」の提出、外務省海外旅行登録（「たびレジ」の登録）、学研災付

帯海外留学保険及び海外旅行保険の加入を義務付ける。また、SC-UAntwerpからの留学生

に対しても同様の危機管理対応を義務付ける。 

 

（３）協定書の締結者 

本専攻に係る協定については、意思決定の最高責任者である両大学の部局長が署名する

予定である。 

 

（４）協定書の内容 

「協定書」および「協定書を説明する資料」のとおりである。 

 

１３ 学生への経済的支援等について 

 学生は両大学に入学し両大学に在籍することになるため、それぞれの大学が定める授業

料等を納付する必要があるが、IGSES-Kyushu-U で入学手続きを行う学生（九州大学をホー

ム大学とする学生）に対しては、アントワープ大学の入学検定料、入学料及び授業料は徴収

しないこととする。同様に、SC-UAntwerp で入学手続きを行う学生（アントワープ大学をホ

ーム大学とする学生）に対しては、九州大学の入学検定料、入学料及び授業料は徴収しない

こととする。ホーム大学にのみ授業料等を納付することから、授業料等の減免については、

両大学がそれぞれ自大学をホーム大学とする学生に対して各々の方針に基づき対応する。 

学生への経済的支援としては、両大学とも内外に奨学金制度があるため、これらを積極的
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に活用できるように学生への紹介等を行う。九州大学においては滞在先や滞在期間に応じ

た本学独自の留学奨学金制度が設けられている【資料 13】。また博士後期課程向けの「九州

大学次世代研究者挑戦的研究プログラム：未来創造コース（生活費 20 万円／月、研究費最

大 50 万円／年の支援）」に採用されれば十分な支援が受けられる。さらに本専攻に所属する

学生にはホーム大学を問わず令和６年度供用開始予定の筑紫地区国際交流会館（仮称）への

優先的な入居を認める予定である。

この他、派遣側大学が派遣学生の旅費を、受入側大学が受入学生の滞在費の支援を可能な

範囲で行う。さらに、両大学は在留資格やビザ申請の支援、宿舎（外国語対応可能な民間住

居）の紹介・斡旋、その他種々の生活情報の提供を行い、学生の経済的負担の軽減に努める。

１４ 外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる場合の計画の策定

天災、紛争、パンデミック等の不測の事態の発生により、いずれかの大学に専攻運営の継

続及び学位授与に困難が生じた場合には、在学中の学生が不利益を被ることのないよう各

大学の裁量により母体となる専攻への転専攻を認め、各大学が責任を持って適切な措置を

講じる。
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アントワープ大学の国際ランキング（大学ウェブサイトより）
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisation/facts-figures-rankings/rankings/

（2003 年に設立されたアントワープ大学は、Young University Rankings で非常
に高いスコアを獲得しています。）
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EMAT の研究ミッション

 EMATは世界でも有数の電⼦顕微鏡センターであり、
基礎電⼦顕微鏡と応⽤電⼦顕微鏡の両⽅において膨
⼤な専⾨知識を有しています。  
 EMATは、2台の収差補正⾛査透過電⼦顕微鏡、デ
ュアルビーム⾛査電⼦顕微鏡、環境制御型⾛査電⼦顕
微鏡を含む、複数の最新鋭電⼦顕微鏡を所有していま
す。 

EMAT(Electron Microscopy for Materials)ウェブサイトより抜粋 

32
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ESTEEM3 - Enabling Science and Technology through 
European Electron Microscopy （ヨーロッパ電⼦顕微鏡に
よる科学技術の実現） - は、EU が資⾦提供する電⼦顕微鏡プ
ロジェクトで、物理、化学、⽣物科学における新材料の分析お
よび設計のため、欧州の最先端電⼦顕微鏡研究インフラへのア
クセスを提供し、先端電⼦顕微鏡研究における最も強⼒な原⼦
スケール特性評価技術を、幅広い学術・産業研究コミュニティ
が国境を越えてアクセスできるサービスの促進と拡⼤を⽬指し
ています。
ESTEEM3 の⽬的は、より幅広い分野の利⽤者にアクセスを提
供することです。ESTEEM3 センターへのトランスナショナ
ル・アクセス（TA）は、価値と科学的優先度に基づいた透明で
シンプルな相互評価プロセスを通じて得られます。ユーザーへ
の最適なサービスは、ネットワーク活動（NA）と共同研究活動
（JRA）によって⽀えられています。これらの活動は、試料の
準備、データの解釈、理論やシミュレーションによる処理と⾃
動化、そして⼿順や⽅法論の標準化などの重要な問題に対処し
ています。
ヨーロッパの学術機関、研究機関、産業界の電⼦顕微鏡ユーザ
ーを対象に、スクール、上級者向けワークショップ、ウェビナ
ーなど、最先端の定量的透過型電⼦顕微鏡（TEM）技術に関す
る専⾨知識の普及、教育、トレーニングに特化した⾰新的な活
動を提供しています。
コンソーシアムの学術・産業パートナーが参加する指導型研究
プログラムは、イメージングや回折、分光法、in-situ（その
場）測定技術におけるさらなる⽅法論の開発に焦点を当ててい
ます。また、ICT（情報通信技術）、エネルギー、健康、輸送
に関連する材料の応⽤研究を推進し、欧州の科学者や産業界に
貢献することに重点を置いています。さらに、戦略的ロードマ
ップとオープンアクセスデータポリシーを明確にすることで、
コンソーシアムの⻑期的な持続可能性の確保を⽬指していま
す。総じて、ESTEEM3 は、電⼦顕微鏡の戦略的リーダーシッ
プを確⽴し、将来の開発を導くとともに、電⼦顕微鏡を広く⼀
般の研究コミュニティに普及させるための機関です。

ESTEEM3 – Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy – 

ウェブサイトより抜粋
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大学院総合理工学府（博士後期課程）修了者　産業別就職状況
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量子プロセス理工学専攻 19 7 12 1 1 2 1 1 1
物質理工学専攻 7 4 3 1 2 1
先端エネルギー理工学専攻 4 3 1 1 1 1
環境エネルギー工学専攻 8 8 0 1 2 1 4
大気海洋環境システム学専攻 5 4 1 1 3

計 43 26 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 6
量子プロセス理工学専攻 17 12 5 1 1 2 1 1 3 1 1 1
物質理工学専攻 11 9 2 1 1 1 2 1 2 1
先端エネルギー理工学専攻 5 4 1 1 1 1 1
環境エネルギー工学専攻 9 7 2 1 1 2 2 1
大気海洋環境システム学専攻 5 4 1 1 1 1 1
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量子プロセス理工学専攻 14 13 1 1 1 1 2 2 1 5
物質理工学専攻 18 12 6 1 1 2 1 1 6
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環境エネルギー工学専攻 13 11 2 2 1 1 5 1 1
大気海洋環境システム学専攻 2 1 1 1

計 55 45 10 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 2
量子プロセス理工学専攻 15 14 1 1 2 4 6 1
物質理工学専攻 15 14 1 3 1 1 5 4
先端エネルギー理工学専攻 5 5 0 1 1 1 1 1
環境エネルギー工学専攻 10 8 2 1 1 4 1 1
大気海洋環境システム学専攻 9 9 1 1 5 1 1

計 54 50 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 8 7 4 8 0 2 5 0 0 0 0 0 0 30 0 3 32 1 0 0 0 0 0 1
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34
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別紙 2： アントワープ大学博士号タイトル

研究分野と学位資格 担当学部

研究分野：理学

Doctor of Science 

Doctor of Science: Biochemistry and Biotechnology 

Doctor of Science: Biology 

Doctor of Science: Chemistry 

Doctor of Science: Physics 

Doctor of Science: Computer Science 

Doctor of Science: Mathematics 

理学部

薬学・生物医学・獣医学部（生化学）

https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/regulations-and-documents/

General PhD regulations

アントワープ大学における博士号取得に関する一般規定（抜粋）
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学 位 記
Diploma

九州大学及びアントワープ大学の間で令和６年 10 月 1 日に締結
された協定に基づく九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連
携専攻において学位論文の審査及び最終試験に合格をしたので博士
（理学）/Doctor in de wetenschappen (Doctor of Science - PhD)

の学位を以下の者に授与する

Kyushu Universirty and Universiteit Antwerpen

hereby confer upon the following person Doctor in de
wetenschappen (Doctor of Science - PhD) / 博士（理学） having
passed the prescribed final examination and completed a doctoral

dissertation in the International Joint Degree Doctoral Program for
Interdisciplinary Science based upon the Memorandum of

Agreement of October 1, 2024, between Kyushu University
and Universiteit Antwerpen

氏名
NAME

生年月日
Date of Birth

論文審査日
Date of Public Defence

授与日
Date of Conferment

九大 太郎
KYUDAI Tarou
平成元年１２月２４日
December 24, 1989
令和９年 1 月２０日
January 20, 2027
令和９年３月２０日
March 20, 2027

ISHIBASHI Tatsuro
【学長サイン】
President,
Kyushu University
○○博甲第△号
Diploma Number

Herwig Leirs
【学長サイン】
Rector,
Universiteit Antwerpen
学位番号/Diploma Number
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Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale 
bepalingen betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: 
"Codex Hoger Onderwijs") 

goedkeuringsdatum 11 oktober 2013 

publicatiedatum  B.S.27/02/2014 

datum laatste wijziging  14/04/2023 

De Vlaamse Regering, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; 

Na beraadslaging, 

Besluit: 

Artikel 1. 

De hierna genoemde bepalingen worden, met inachtneming van de wijzigingen die ze 

hebben ondergaan, gecodificeerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst: 

Art. 2. 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013. 

Art. 3. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

BIJLAGE - Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs 

DEEL 2. STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS 

TITEL 1. Hogeronderwijslandschap en zending 

Hoofdstuk 1. Instellingen 

Afdeling 1. Ambtshalve geregistreerde instellingen 

Art. II.2. 

De universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap zijn: 

1. de "Katholieke Universiteit Leuven";

2. a) de "transnationale Universiteit Limburg";

b) de Universiteit Hasselt;

3. de "Universiteit Antwerpen";

4. de "Universiteit Gent";

5. de "Vrije Universiteit Brussel".

https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/joint-phd/requirements/ 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650 

TITEL 3. Structuur van het hoger onderwijs 

Hoofdstuk 1. Definities en doelstellingen van opleidingen en graden 

Art. II.57. 

Het hoger onderwijs omvat opleidingen die leiden tot de graad van gegradueerde, de 

graad van bachelor en de graad van master. Het hoger onderwijs omvat ook de 

opleidingen die kunnen afgesloten worden met een postgraduaatgetuigschrift. 

Bovendien wordt in het hoger onderwijs ook de graad van doctor verleend. 

Aan een instelling voor hoger onderwijs kan geen secundair onderwijs of aanvullend 

beroepsonderwijs georganiseerd worden. 

Hoofdstuk 5. Onderwijsbevoegdheid 

Art. II.80. 

De Universiteit Antwerpen kan in het administratief arrondissement Antwerpen 

academisch gerichte opleidingen aanbieden en de daarop betrekking hebbende graden 

verlenen in of over de volgende studiegebieden of delen van studiegebieden: 

8. Wetenschappen, waarvoor de graden van bachelor en master kunnen worden verleend;

Hoofdstuk 10. Samenwerkingsakkoorden en gezamenlijke diplomering 

Art. II.171. 

§ 1. Twee of meer universiteiten kunnen binnen de perken van hun onderwijsbevoegdheid

een gezamenlijk diploma uitreiken en de betreffende graad van bachelor, master of

doctor verlenen aan de student die met succes een door de betrokken universiteiten

gezamenlijk georganiseerde opleiding heeft voltooid of na de succesvolle openbare

verdediging van een proefschrift voorbereid onder gezamenlijke supervisie.

§ 4. De hogescholen of de universiteiten die een gezamenlijk georganiseerde opleiding

zoals bedoeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 aanbieden, sluiten een overeenkomst die

afspraken bevat omtrent het opleidingsprogramma, de wijze van administratie van de

studenten en de financiële transacties tussen de instellingen.

§ 5. Universiteiten of hogescholen kunnen voor de toepassing van dit artikel besluiten de

uitreiking van gezamenlijke diploma's te differentiëren per afstudeerrichting.
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Art. II.172. 

§ 3. Een universiteit of een hogeschool kan binnen de perken van haar

onderwijsbevoegdheid met een of meer buitenlandse instellingen voor hoger

onderwijs of met de Koninklijke Militaire School in Brussel een gezamenlijk diploma
uitreiken en de betreffende graad van gegradueerde, bachelor of master verlenen

aan de student die met succes een door de betrokken instellingen gezamenlijke

opleiding heeft voltooid. Een universiteit kan binnen de perken van haar

onderwijsbevoegdheid met een of meer universiteiten van de Franse Gemeenschap

een gezamenlijk diploma uitreiken en de betreffende graad van bachelor of master

verlenen aan de student die met succes een door de betrokken instellingen

gezamenlijke opleiding heeft voltooid. Een hogeschool kan binnen de perken van

haar onderwijsbevoegdheid met een of meer hogescholen van de Franse of

Duitstalige Gemeenschap een gezamenlijk diploma uitreiken en de betreffende

graad van gegradueerde, bachelor of master verlenen aan de student die met succes

een door de betrokken instellingen gezamenlijke opleiding heeft voltooid. De

organisatie van de gezamenlijke opleiding vindt plaats in het kader van een

internationaal of Europees onderwijsprogramma of in het kader van een

samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken instellingen.

§ 4. Een universiteit kan samen met een andere binnenlandse of buitenlandse

universiteit of met de Koninklijke Militaire School in Brussel een dubbeldiploma of

een gezamenlijk diploma van de graad van doctor uitreiken na de openbare

verdediging van een proefschrift ten overstaan van een jury waarin ten minste

professoren van de betrokken instellingen zetelen en op voorwaarde dat de

promovendus ten minste 6 maanden aan de partneruniversiteit onderzoek heeft gedaan

in het kader van zijn proefschrift.

TITEL 4. Organisatie van de opleidingen 

Hoofdstuk 1. Toelatingsvoorwaarden 

Art. II.184. 

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de inschrijving voor de voorbereiding van een 

doctoraatsproefschrift geldt het bezit van een diploma van een masteropleiding. 

Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek verlangen, waarin gepeild wordt 

naar de geschiktheid van de student om in de betrokken discipline wetenschappelijk 

onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen. 

https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/joint-phd/requirements/ 
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Art. II.185. 

Het universiteitsbestuur kan een student die niet in het bezit is van een masterdiploma 

toelaten tot de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift indien 

het deze daartoe bekwaam acht. 

Het universiteitsbestuur kan deze vrijstelling afhankelijk maken van: 

1. een onderzoek waarin gepeild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen van een

doctoraatsproefschrift, of

2. het succesvol afleggen van een examen over door het universiteitsbestuur te bepalen

onderdelen van het academisch onderwijs.

Hoofdstuk 5. Bekrachtiging van de studies 

Art. II.251. 

De graad van 'doctor' wordt behaald na de openbare verdediging van een proefschrift. 
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教育方法と学位取得までの履修スケジュール

1学年＠九州大学筑紫キャンパス
2学年＠アントワープ大学グローネンボルガーキャンパス

3学年＠九州大学筑紫キャンパス

1学年＠アントワープ大学グローネンボルガーキャンパス
2学年＠九州大学筑紫キャンパス

3学年＠アントワープ大学グローネンボルガーキャンパス

研
究
指
導
委
員
会
設
置

研
究
計
画
書
作
成

合
同
研
究
継
続
資
格
審
査

国
際
共
同
研
究

合
同
学
位
論
文
提
出
資
格
審
査

博
士
論
文
調
査
委
員
会

合
同
博
士
論
文
審
査
・
公
聴
会

国際会議１

学術論文１

国際会議２

学術論文２
学術論文３

自大学に
おける研究

連携大学に
おける国際
共同研究

自大学に
おける研
究と博士
論文作成

共
同
学
位
記
取
得

共同セミナー
年3 回

5，9，1月

共同セミナー
年3回

5，9，1月
共同セミナー

年3回
5，9，1月

研究指導委員会 ：主指導教員と研究テーマに関連の深い連携大学に所属する副指導教員，両大学の専攻内外の複数名の専任教員より成る5～6名を一般的な構成とし，研究
内容に対して様々な視点から助言や指導を行う．他大学院の教員や研究機関の研究員を加えることも可とする．

学位論文の提出資格 ：Web of Scienceに収録されている当該分野の学術雑誌に第一著者あるいは責任著者として 2編以上掲載されているか，掲載が決定していること．
博士論文調査委員会：研究指導員会を基本として, JD連絡協議会が指名する両大学委員を1名ずつ加えた構成とする．
修了要件：本専攻に3年以上在学し，相手側大学で６か月以上の国際共同研究に参画し，学位論文の提出資格を満し，博士論文の審査及び最終試験に合格すること．

月
入
学

九
州
大
学
院
生

4

月
入
学

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
大
学
院
生
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履修モデル1 九州大学 → アントワープ大学 → 九州大学

研究テーマ：2.5次元物質のナノ構造解析と制御

共
同
学
位
記
取
得

研
究
指
導
委
員
会
設
置

研
究
計
画
書
作
成

合
同
研
究
継
続
資
格
審
査

国
際
共
同
研
究

合
同
学
位
論
文
提
出
資
格
審
査

博
士
論
文
調
査
委
員
会

合
同
博
士
論
文
審
査
・
公
聴
会

国際会議１ 学術論文１ 国際会議２ 学術論文２ 学術論文３

共同セミナー年3 回 5, 9, 1月

グラフェンや遷移
金属ダイカルコゲナ
イドなどの2次元物質
の合成や，それらの
集積化，イオンの層
間への挿入によって
新奇な2.5次元物質の
創製に習熟し，新奇
な物性や機能発現の
可能性を探る．

物
質
創
製
と
ナ
ノ
構
造
解
析
・
制
御
に
関
す
る
高
度
な
知
識
と
技
術
に
加
え
て

国
際
的
視
野
，
異
文
化
適
応
能
力
，
国
際
的
な
活
動
の
場
に
お
け
る
意
思
疎
通

能
力
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
有
す
る
人
材
は
，
国
内
外
の
研
究
機
関
や
企
業
に

お
け
る
活
躍
が
期
待
で
き
る
．

共同セミナー年3 回 5, 9, 1月 共同セミナー年3 回 5, 9, 1月

最先端収差補正走査透過電
子顕微鏡や電子エネルギー損
失分光法（EELS）による2.5
次元物質のナノ構造解析に関
する高度な知識と技術を修得
するとともに，研究者，留学
生，ベルギーやヨーロッパ諸
国の他の研究機関や企業の研
究者との交流を通じて，彼我
の研究文化やスタイルを理解
することによって，研究者と
しての国際性を涵養する．

アントワープ
大学において得
られたナノ構造
解析の成果を2.5
次元物質の創製
プ ロ セ ス に
フィードバック
しつつ研究を継
続し，博士論文
を作成する．

月
入
学

九
州
大
学
院
生

4
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履修モデル２ アントワープ大学 → 九州大学 → アントワープ大学

研究テーマ：結晶性材料解析のための電子線トモグラフィー技術の融合

共
同
学
位
記
取
得

研
究
指
導
委
員
会
設
置

研
究
計
画
書
作
成

合
同
研
究
継
続
資
格
審
査

国
際
共
同
研
究

合
同
学
位
論
文
提
出
資
格
審
査

博
士
論
文
調
査
委
員
会

合
同
博
士
論
文
審
査
・
公
聴
会

国際会議１ 学術論文１ 国際会議２ 学術論文２ 学術論文３

共同セミナー年3 回 5, 9, 1月

結晶性材料の電子
線トモグラフィー観
察の定量化において
問題となる3次元再構
成アルゴリズム、画
像処理手順等の改良
に関する研究に従事
する．

先
進
的
な
電
子
線
ト
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
技
術
の
融
合
は
，
物
質
・
材
料
の
ナ
ノ
構
造

解
析
と
そ
れ
に
基
づ
く
ナ
ノ
構
造
制
御
を
新
た
な
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
，
加
え
て
国
際
的
視
野
，
異
文
化
適
応
能
力
，
国
際
的
な
活
動
の

場
に
お
け
る
意
思
疎
通
能
力
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
有
す
る
人
材
は
，
ベ
ル
ギ
ー

国
内
外
さ
ら
に
は
我
が
国
の
研
究
機
関
や
企
業
に
お
け
る
か
活
躍
が
期
待
で
き
る
．

共同セミナー年3 回 5, 9, 1月 共同セミナー年3 回 5, 9, 1月

九州大学が独自に開発した
様々な電子線トモグラフィー
用の試料ホルダーを用いて結
晶性材料の3次元観察，さら
には温度変化，応力印加によ
る構造の経時変化を追跡する
4次元観察を行うとともに，
九州大学の研究者，留学生，
日本の他の研究機関や企業の
研究者との交流を通じて，彼
我の研究文化やスタイルを理
解することによって，研究者
としての国際性を涵養する．

九州大学にお
いて得られた3次
元および4次元観
察の結果をアン
トワープ大学の
定量化技術を駆
使して研究を継
続し，期日まで
に博士論文を提
出する．

月
入
学

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
大
学
院
生
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～中略～ 

41. アントワープ大学は、ベルギーまたは海外の他大学とのジョイントまたはダブル・ディグリーを授与す
ることができる。ただし、博士課程の研究者は、学位論文の一部として、関係する各パートナー大学で少な
くとも 6 ヶ月間の研究（連続でなくてもよい）を行うことが条件となる。以下の条文または提携協定（第 43
条）に別段の定めがない限り、これらの博士号に関する一般規定は、すべてのジョイントおよびダブル・デ
ィグリーに適用される。

42. ジョイントまたはダブル・ディグリーの取得を希望する博士課程の研究者は、論文草稿提出の少なくと
も 1 年前に、該当するすべての大学に申請書を提出しなければならない。アントワープ大学では、アントワ
ープ Doctoral School がこのための手続きを定めている。申請が学部で承認された場合、博士課程の研究者
は、博士課程の学生として登録されることに関して、両大学の管理要件に従わなければならない。

（本規定はオランダ語版のみが法的効力を有するのでご注意ください。 
この英訳はあくまで参考であり、法的手段として行使すことはできません。）  

（アントワープ大学における博士号取得に関する一般規定）

（2023 年 2 月 14 日、理事会にて承認）  

43. すべてのジョイントまたはダブル・ディグリーにおいて、博士課程研究者と関係する 2 校または 3 校の
間で連携協定を締結し、その中で標準手順の例外や追加規定を設けることができる。提携協定に別段の定め
がない限り、主たる教育機関の規定（第 44 条参照）が優先される。博士論文公聴会は、関係者全員による協
定の締結後、6 週間以降に行うことができる。その際、アントワープ大学を母校としない博士課程の研究者
については、学部はアントワープ大学の博士研究プログラムを免除することができる。

43
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44. 主たる教育機関の指定は、以下の 1 つ以上の要素に基づいて決定することができる。
a) 資金：博士課程研究の（大部分の）資金を提供する機関、または指導教員が所属し、外部資金の申請がそ
の権限において行われた機関；b) 所在地：博士課程研究の大部分が行われる機関、博士課程の研究者が研究
時間の大半を過ごす機関；c) 開始場所：博士課程研究が開始された機関、博士課程研究者が最初に登録した
機関。これらの基準で区別がつかない場合は、双方の合意により主となる機関を指定する。

45. 博士論文の公聴会は、関係する各機関から少なくとも 1 名の常勤教員（ZAP、または相手機関の同等の
区分）を含む博士論文審査委員の前で、実施されなければならない。

46. 公聴会の開催は 1 回のみ可能であり、その日付は学位記または学位記補足文書、あるいは該当する場合
は、複数の学位記や学位記補足文書に記載されるものとする。

47. ジョイントまたはダブル・ディグリーの学位記補足書類は、研究がすべての関係大学で行われたことを
明確に示す必要がある。
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JD連絡協議会
教育研究指導方針の決定、

入学者選抜、
修了判定原案作成

合同入試委員会（各大学●名）
・入学試験関係

審査委員会（各大学●名）
・論文等審査

理学部
Nanolab

Center of Excellence

アントワープ大学

アドバイザリーボード
外部評価委員会

運
営
委
員
3
名

九州大学

運
営
委
員
3
名

コーディネーター
（専任教員：内 1名）

総合理工学府
教授会

材料理工学メジャー

化学・物質理工学メジャー

デバイス理工学メジャー

プラズマ・量子理工学メジャー

機械・システム理工学メジャー

地球環境理工学メジャー

教務委員会, 入試委員会

総合理工学専攻 JD専攻

コーディネーター

JD 
Office

専攻長連
携

協 議 連 携 調 整

（プログラム名）九州大学・アントワープ大学
総合理工学国際連携専攻

点 検大学評価委員会 自己点検

評 価
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BESLUIT IINSTELLINGSREVIEW 

De NVAO besluit dat de 

UNIVERSITEIT AANTWERPEN 
een effectief onderwijsbeleid voert, evalueert en verbetert, met inbegrip van een 

eigen regie waarmee de kwaliteit van de opleidingen geborgd wordt. 

De NVAO komt tot dit besluit op basis van het positieve advies van de 
reviewcommissie ingesteld door de NVAO. Het beoordelingsrapport opgesteld 

door deze commissie maakt integraal deel uit van dit besluit. 

De NVAO neemt dit besluit met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in 
het bijzonder artikel II.170/8, en op basis van het door de reviewcommissie 

gevoerde onderzoek, opgenomen in het beoordelingsrapport. 

Dit besluit geldt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2027. 

Den Haag, 16 februari 2022 

Wouter Duyck, vicevoorzitter 

KWWSVZZZQYDRQHWQOEHVOXLWHQXQLYHUVLWHLWDQWZHUSHQ
KWWSILOHVQYDRRUJSGIILOHV1 9 $ 2 9 / %( 6/ 8 ,7 ,QVWHO OLQJVUHYLHZ8 QLYHUVLWHLW$ QWZHUSHQ
9 / SGI

（ 機関審査結果 ）

（ 教育の質を保証する 独自の方向性を含め、 効果的な教育政策の実施、 評価、 改善を行っている 。 ）

 （ NVAOは、 NVAOが設置し た審査委員会の適正な助言に基づき 、 こ の決定を下す。  委員会が作成し た評価報告書は、 こ の決定に不可欠である 。  ）

（  NVAOは、 高等教育成典、 特にII.170/8条を適用し 、  評価報告書に記載さ れた審査委員会が行った審査に基づいて、 こ の決定を行う 。  ）

（ 本決定は、 2021年10月1日から 2027年9月30日まで有効である 。  ）

（ 2022年2月16日 The Hague (ハーグ)  ）

（ 副会長  ）

KWWSVZZZQYDRQHWHQGHFLVRQVXQLYHUVLW\RIDQWZHUS
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諸外国の高等教育分野における

質保証シス テムの概要

Overview  o f  th e  Qu a l ity  Assu ran ce System

in  H ig h e r Ed u ca tio n : Th e N e th erla n d s 

オラ ン ダ

第 2 版（ 2018 年版）

© N atio n a l In stitu tio n  fo r Academ ic Deg rees an d  Qua lity En h an cem en t o f H ig h er Edu cation  

2011 年 3 月 初版発行 

2018 年 3 月  第 2 版発行 

独立行政法人 大学改革支援・ 学位授与機構 

〒187-8587 東京都小平市学園西町 1-29-1 

h ttps://w w w .n iad .ac.jp  

本資料の内容は、 原作者「 ( 独) 大学改革支援・ 学位授与機構」 のク レ ジッ ト を 表示し 、  

かつ非営利目的である こ と を 条件に、 改変し たり 再配布し たり する こ と ができ ま す。  

独立行政法人大学改革支援・ 学位授与機構 

2018 年 3 月 

h ttp ://w w w .n iad .ac.jp/n _ koku sai/in fo/h o llan d /overview _ n l_ j_ n s2.pd f 
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Ⅳ. 質保証機関の概要：

オラ ン ダ・ フ ラ ンダース アク レ ディ テーショ ン 機構（ N VAO）

1 基本情報 

組織名 

オラ ンダ・ フ ラ ンダース アク レ ディ テーショ ン機構（ N VAO）

( オラ ン ダ語)   N ederlan ds-Vlaam se Accred itatieorgan isatie

( 英 語)   Accred ita tion  Organ isation  o f  the Neth erlan d s an d Flan ders 

組織の性格 
オラ ンダおよ びベルギー・ フ ラ ンダース 地方の国際協定に基づき 設立さ れた独立の質保証

（ アク レ ディ テーショ ン） 機関

設立年 2003 年（ 正式には設置に関する 法的手続き が完了し た 2005 年）

所在地 Parkstraat 28, 2514 JK The Hague, The Neth erlan ds 

代表者 Anne Flierm an（ Cha irm an）

予算 年間予算： 600 万ユーロ （ オラ ンダと ベルギー・ フ ラ ンダース 地方の各政府が 6： 4 の比

率で拠出）  ※加えて、 評価手数料を受審機関から 徴収。  

組織体制 
管理運営：  諮問委員会、 理事会（ 15 名以内で組織） 等 

ス タ ッ フ ：  43 名
49

（ フラ ンダース 部門 9 名、 オラ ンダ部門 21 名、 支援部門 13 名）

2  使命と 役割 

N VAO は、 組織のミ ッ ショ ンと し て次に掲げる 事項を掲げ、 国際的な視点と ボロ ーニャ ・ プロ セス の

文脈に沿って業務に取り 組むこ と と し ている 。  

 オラ ンダおよ びベルギー・ フ ラ ンダース 地方における 高等教育の質文化を促進する 。

 国内外における あら ゆる ス テーク ホルダーと 関わり 、他の組織と 連携し て高等教育の発展に関与

する 。

 審査業務において、 高等教育機関の自治と 責任を尊重する 。

 重要な社会的役割と し て、 高等教育の質保証について透明性の高い保証を重視する 。

 質保証の発展において「 欧州高等教育圏における 質保証の基準と ガイ ド ラ イ ン」（ ESG） 50を適用

し 、 促進する 。

諸外国の高等教育分野における 質保証シス テム の概要： オラ ン ダ（ 第２ 版）  

49  出典： N VAO ウ ェ ブサイ ト  

 h ttp s://w w w .n vao .com /ab o u t-nvao org an isa tio n /o ff ice 
50 S tan d ard s an d  Gu id e l in es fo r Qua l ity Assu ran ce  in  th e  Eu rop ean  H igh e r Edu ca tio n  Area  ( ESG)  

諸外国の高等教育分野における 質保証システムの概要： オラ ンダ（ 第２ 版）

･

諸外国の高等教育分野における 質保証シス テム の概要： オラ ン ダ（ 第２ 版）  

3  主な業務内容 

1） アク レ ディ テーショ ン 業務

N VAO は、 オラ ンダと ベルギー・ フラ ンダース 地方において審査を実施する 二国間にわたる 機関であ

り 、オラ ンダにおける プロ グラ ム評価と 機関別オーディ ッ ト に関し ては、本書「 Ⅲ．質保証制度」 ( p.18)

で説明し ている 。 フラ ンダース 地方では、 N VAO は機関別レ ビュ ー（ institu tion a l review ） と プロ グ

ラ ム評価を実施し ている
51
。  

2） 国際業務

2003年にオラ ンダ政府と ベルギー・ フラ ンダース 地方自治政府間で締結さ れた国際協定では、 N VAO

の業務に国際性を具備する こ と が言及さ れていた。 NVAOは、 国際的な役割を果たすため、 次の5つの

国際業務方針を掲げている 。  

 ジョ イ ント ・ プロ グラ ムの質保証を先導し 、 プロ グラ ムや学位の相互認証を行い、 優良事例を広

める 。

 国境を越えた教育に関わり 、 専門的なプロ グラ ムの認証を行う 国際的な認証機関と 連携する 。

 「 欧州高等教育圏における 質保証の基準と ガイ ド ラ イ ン」（ ESG） を広め、 ESGに合致し た高等教

育を確保する 。

 多様な国際的な組織やプロ ジェ ク ト （ カリ ブ諸国やルク センブルグと の連携等） に参加する 。

51 フ ラ ンダース 地方では 2016 年に 3 つの評価枠組を 導入さ れ、高等教育機関の既存のプロ グラ ムに対する 評価は廃止と なっ た。

一方、 新規プロ グ ラ ム と 私立の高等教育機関が提供する プロ グ ラ ムについては N VAO が審査を 行っ ている 。  

諸外国の高等教育分野における 質保証システムの概要： オラ ンダ（ 第２ 版）
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九州⼤学独⾃の留学奨励⾦

名称 ⽀援区分 対象者 援助内容
 給付/

  貸与
応募⽅法

【留学ガイド 世界にはばたけ九⼤⽣ 抜粋】

 交換留学のみ  交換留学⽣  6万円／⽉ 給付

 原則、交換留学、
 ダブルディグリー

 学部⽣・⼤学院⽣
 渡航先に応じ
 5〜25万円を
 ⼀律⽀給

給付

 学内選考結果の成績上位者が対象。
 留学課から対象者に個別に連絡します。

 九州⼤学
 交換留学
 奨学⾦

 九州⼤学基⾦
 ⽀援助成事業
「海外留学⽀援事業」
（学部・⼤学院共通
 海外留学渡航⽀援）

 九州⼤学
「海外留学⽀援事業」
（⼤学院 中・⻑期
 留学⽀援）

 九州⼤学基⾦
 ⽀援助成事業
「海外留学⽀援事業」
（⼤学院 国際会議等
 参加⽀援）

 国際会議等での
 研究成果発表

 ⼤学院⽣

 国際会議参加費⽤
 現地参加：地域に
 応じて5〜25万円
 （定額⽀給）

オンライン参加：
2万円（定額⽀給）

給付
 所属学部／学府の学⽣担当係を通じて
 応募

 留学課へ直接応募（オンライン申請）

 交換留学、
 ダブルディグリー、
 研究留学

 ⼤学院⽣

 6ヶ⽉以下：50万円
 （定額⽀給）
 6ヶ⽉を超える：
 100万円（定額⽀給）

給付  留学課へ直接応募（オンライン申請）

 プログラム単位の応募であり、
 個⼈応募はできません。

 九州⼤学基⾦
 ⽀援助成事業
「海外留学⽀援事業」
（学部・⼤学院共通
 短期留学⽀援）

 交換留学以外

 学部⽣・⼤学院⽣
（学内申請し採択
 されたプログラム
 の参加者）

 現地派遣：6万円
 （定額⽀給）

オンラインプログ
ラム：2万円
（定額⽀給）

給付
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学生の確保の見通し等を記載した書類

九州大学大学院総合理工学府

九州大学・アントワープ大学 総合理工学国際連携専攻
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学生の確保の見通し等を記載した書類

１．学生確保の見通し

（１）入学定員設定の考え方

九州大学では「Kyushu University VISION 2030」において“新たな社会をデザインする力と課

題を解決する力を有し、グローバルに活躍できる価値創造人材を育成する”ことを掲げている。

これを具体化するために本専攻では、九州大学とアントワープ大学において実践的な「リサー

チワーク」型の国際共同研究に参画し、前述のディプロマ・ポリシーに規定した革新的な材料

開発を通じた持続可能な国際社会の実現を目指し、ナノ材料・ナノ科学の基盤となるナノ構造

解析・制御に関する諸問題に対して総合的かつ学際的な視点から創造的な解決策を提案・実行

できる国際性豊かな自立した学術研究者および高度専門職業人に相応しい能力を有する博士人

材を育成する。「リサーチワーク」型の国際共同研究においては電子顕微鏡を中心とする高精度

機器の使用が不可欠であり、両大学における研究者・学生一人当たりが機器を占有できる時間

や必要経費等の観点から、国際共同研究と授与する学位の質を担保することを前提として、各

1 名合計 2 名の定員を定めた。

（２）学生確保の見通しに関する調査

九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻（以下、「本専攻」という）の専任予定

教員を指導教員とする修士 1 年生 29 名を対象として、令和 5 年 4 月にアンケート調査を実施し

た。回答者の学年は本専攻の開設予定である令和 7 年度に博士後期課程に進学する年次であり、

適切な調査対象と考えられる。

資料 1 に基づき本専攻の概要等を説明し、資料 2 に示す「Q1.本専攻の教育研究内容への関

心」、「Q2.Q1 の回答選択の理由（自由記述）」、「Q3.九州大学とアントワープ大学からの共同学

位の授与への関心」、「Q4. Q3 の回答選択の理由（自由記述）」、「Q5.受験の意志」、「Q6. Q5 の回

答選択の理由（自由記述）」、「Q7.Q5 の受験希望者への進路調査」、「Q8.Q7 の回答選択の理由（自

由記述）」、「Q9.Q5 で受験を希望しない者への理由」、「Q10.本専攻への質問や要望（自由記述）」

についてアンケート調査した。

アンケート調査の結果を資料 3 に示し、調査結果の分析内容について、（4）において詳述す

る。

（３）既設組織の定員充足の状況

本専攻に関連する既設組織（総合理工学府博士後期課程）の定員充足状況を資料 4 に示す。

令和元（2019）年度から令和 4（2022）年度までの総合理工学府博士課程全体の平均定員充足率

は 97.5％である。学府改組前の令和元年度と 2 年度において、本専攻に関連の深い「物質理工

学専攻」と「量子プロセス理工学専攻」の博士課程の平均定員充足率は 98.2％である。令和 3
（2021）年度の改組（5 専攻→1 専攻）後の 2 年間においても、定員充足率はいずれも 100％を

超えており、加えて、本専攻に関連の深い上記 2 専攻を母体とする「材料理工学メジャー」と

「デバイス理工学メジャー」は、定常的に博士後期課程の学生を確保している。

（注）＊令和元（2019）年度、令和 2（2020）年度は、改組前の「物質理工学専攻」および「量子プロセス理工
学専攻」 

＊＊令和 3（2021）年度以降は、総合理工学専攻「材料理工学メジャー」および「デバイス理工学メジャー」 

（４）学生確保の見通しの確実性

資料 3 に示すとおり、「Q1.本専攻の教育研究内容への関心」については、「関心がある」の回

答が 52.0％であった。「Q3.九州大学とアントワープ大学からの共同学位の授与への関心」につ

いては、「とても関心がある」と「関心がある」の回答が合計 48.0％となっており、本専攻へ進

学する可能性がある学生の半数近くが関心を持っていることが判明した。

また、「Q5.受験の意志」については、Q1、Q3 の回答の両方もしくはいずれかにおいて「とて

も関心がある」、「関心がある」と回答した者 17 名を対象としたが、71.0％となる 12 名から「受

1

学生の確保の見通し等を記載した書類-3



験したい」、「受験を考えても良い」という回答を得ており、定員数 2 名を大幅に超える結果と

なった。

Q1 から Q5 における肯定的な回答の割合は、資料 4 に示す令和元年度から令和 5 年度の総合

理工学府全体の内部進学率と本専攻に関連の深い専攻ならびにメジャーの博士後期課程への内

部進学率を大幅に超えるものであり、本専攻への関心の高さと国際的な質の保証となる共同学

位への高い期待がうかがえる。

「Q7.Q5 の受験希望者への進路調査」では、「日本国内の企業」が 42.0％と最も高い回答率で

あり、「グローバル展開をしている国内企業」、「海外企業」、「海外でのアカデミックポスト」が

各々17.0％、「国際機関の職員」が 8.0％と、回答者の半数以上が海外あるいは国際的な場におい

て活躍を希望していることが判明した。一方で、「日本国内のアカデミックポスト」を希望する

者は 0 名であった。これは資料 5 から明らかなように、近年国内の有力企業が博士課程修了者

を積極的に採用していることが浸透しているためであり、一方で、これまで一定数の博士修了

生が「日本国内のアカデミックポスト」に職を得ていることから、あくまで現在の希望と捉え

るべきであろう。

「Q9. Q5 の受験を希望しない者への理由調査」については、「経済的な理由」が 60.0％と最も

多く、「語学力への不安」が 20.0％、その他が 20.0％であった。「Q10.本専攻への質問や要望」

では、「国際共同研究に関する情報の提供」が要望事項として回答された。各項目において肯定

的な回答が得られなかった理由は、Q9 の「経済的な理由」、「語学力の不安」に加えて、「海外

生活における不安」、「修士修了後は就職希望」等である。

1 の（3）で示す既設専攻の定常的な定員充足率の高さ及び内部進学率を超える本専攻受験

への前向きな回答数からも本専攻への学生の期待は高く、定員の確保は可能である。また、今

後、さらに社会の国際化が進むにつれて、国際共同学位の取得を希望する学生は増加すると予

想される。一方で、定常的に学生を確保するために、対象者に対してガイダンスやホームペー

ジを介して「JDP の意義やメリット」、「国際共同研究の概要」等を積極的に情報提供するとと

もに、アンケートにおいて不安要素として挙げている「経済的な理由」、「語学力の不安」、「海

外生活における不安」等を解消するため、本学独自の留学奨学金の周知（資料 6）、英語クラス

受講の奨励など、学生支援の充実を図っていく。

２．学生確保に向けた具体的な取組

本専攻では、質の高い学生を確保するため、以下の取組を行う。

・両大学のホームページへの本専攻案内の掲載や本専攻を紹介するパンフレット等を作成し

て在学生に配布するなどの広報を行い、本専攻の情報を積極的に配信する。

・両大学が共同して年 3 回の開催を予定している共同セミナーに修士課程の学生を参加させ、

本専攻への理解を促す。

・本学府および専攻が開催する国際フォーラムや研究発表会において、本専攻の設置の趣旨、

目的、活動状況等について広く周知・広報を行う。

・学生アンケートにおいて学生が不安要素として挙げている「経済的な理由」、「語学力の不安」、

「海外生活における不安」等を解消するため、本学独自の留学奨学金の周知（資料 6）、英語

クラス受講の奨励、その他の学生支援の充実を図る。

３．社会的な人材需要の見通し

（１）人材需要の見通しの調査結果

令和 5 年 5～6 月に本専攻の専任予定教員の専門分野（ナノ科学、半導体、電子顕微鏡等）に

関連の深い企業や研究機関の研究開発担当者、人事採用担当者へアンケート（資料 7～9）を実

施し、依頼件数 31 件に対して 28 件の回答を得た。（依頼件数 31 件の内訳：化学 5 社、鉄鋼 5
社、非鉄金属 4 社、電気機器 6 社、輸送用機器 4 社、機械・精密機器等のその他 5 社、国立研

2
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究開発法人 2 機関） 

調査項目は資料 9 に示す「Q1.本専攻の教育研究内容への関心」、「Q2. Q1 の回答選択の理由

（自由記述）」、「Q3.修了生への関心」、「Q4.Q3 の回答選択の理由（自由記述）」、「Q5.修了学生の

採用について」、「Q6.修了学生に対する社会的需要の有無」、「Q7.本専攻への質問や要望（自由

記述）」についてアンケート調査した。

アンケート調査の結果を資料 10 に示し、調査結果の分析内容について、（2）において詳述す

る。

（２）人材需要の見通しの確実性

資料 10 に示すとおり「Q1.本専攻の教育研究内容への関心」については、「とても関心がある」

と「関心がある」という回答が合計 96.0％となった。「Q2. Q1 の回答選択の理由（自由記述）」

23 件の主な内容は、「研究の国際化や企業のグローバル化が進む中で人材育成が重要な課題で

あること」、「海外の大学で学位を取得できるメリットや広い視野を得られる取り組みとして評

価できること」、「新しい留学の形態としての興味」、「国際的な視野の養成や専門性の高い教育

研究への期待」、「アントワープ大学の研究水準の高さ」等に要約される。

「Q3.修了生への関心」については、「とても関心がある」と「関心がある」という回答が Q1
とほぼ同等の合計 93.0％となった。また、「Q4. Q3 の回答選択の理由（自由記述）」については、

Q2 の記述と同様に「国際的視野の獲得」、「海外における研究経験」、「海外ネットワークの構築

への期待」等が主なものとなっている。

「Q5. 修了生の採用について」は、「積極的に検討する」と「検討する」という回答が合計 75.0％
となり十分な評価が与えられているものの、Q1、 Q3、 Q6 の肯定的な回答と比べて幾分低い

値となった。その理由としては、Q4 において「採用に結びつくかは、学生個人とのマッチング

になるので、JDP での経験がプラスになるかは本人次第」との回答が示すとおり、採用におい

ては従来の採用活動と同様に個人を重視する傾向が現れたものと考えられる。

「Q6.修了生に対する社会的需要の有無」については、「とても思う（ある）」、「思う（ある）」

という回答が合計 93.0％となり、Q1、Q3 と同様に人材需要の観点から本専攻への関心は高いも

のと判断できる。

「Q7.本専攻への質問や要望（自由記述）」については、「本専攻の設置を期待する意見」とと

もに、「修了年限を（相手大学での研究期間を含めて）3 年とすることによるプログラムの実効

性を危惧するもの」もあったが、相手側大学への留学期間を含め 3 年間で修了できるよう、事

前にホーム大学の主指導教員、相手側大学の副指導教員および研究指導委員会が十分に協議し

承認した研究計画書に基づき国際共同研究を実施するものであり、実効性に問題は無いと考え

る。

以上の結果をまとめると、人材需要については個人重視の傾向はあるものの、本専攻が育成

しようする「国際的視野を備えナノ構造解析・制御を基盤としてナノ材料・ナノ科学の分野に

おいて高い研究能力を持った人材」への関心は高く、将来的にも需要は拡大していくものと判

断される。
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ｲｼﾊﾞｼ　ﾀﾂﾛｳ
石橋　達朗

＜令和2年10月＞
医学博士

九州大学学長
（令和2年10月～令和8年9月）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）

1
教員名簿-1



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授
ﾊﾀ ｻﾄｼ
波多 聰

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

教授
(平6.4)

5

2 専 教授
ｱｺﾞｳ ﾋﾛｷ
吾郷 浩樹

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

教授
(平15.4)

5

3 専 教授
ｲｲｸﾎﾞ ｻﾄｼ
飯久保　智

＜令和7年4月＞

博士
（理学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

教授
(令3.4)

5

4 専 教授
ﾖｼﾀｹ ﾂﾖｼ
吉武 剛

＜令和7年4月＞

博士
(情報工学)

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

教授
(平8.4)

5

5 専 准教授
ﾐﾂﾊﾗ ﾏｻﾄｼ
光原 昌寿

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

准教授
(平22.4)

5

6 専 准教授
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ
斉藤 光

＜令和7年4月＞

博士
（理学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
先導物質化学研究所

准教授
(平28.3)

5

7 専 准教授
ﾂｼﾞ　ﾕｳﾀ
辻　雄太

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

准教授
(平28.8)

5

8 専 准教授
ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｽｹ
山本　圭介

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

准教授
(平25.1)

5

9
専

（調）
准教授

ｲｼﾀﾞ　ﾖｳﾍｲ
石田　洋平

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

准教授
(令5.12)

5

10 専 助教
ｱｶﾐﾈ　ﾋﾛｼ
赤嶺　大志

＜令和7年4月＞

博士
（工学）

（研究指導） 1～3通 － －

九州大学大学院
総合理工学研究院

助教
(平29.4)

5

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る研
究科等の職務
に 従 事 す る
週当たり平均
日 数

別記様式第３号（その２の２）

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 員 の 氏 名 等

（総合理工学府 九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻）（九州大学）

調書
番号

教員
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

教員名簿-2



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 外国

教授相当
Full

Research
Professor

Sara BALS － Ph.D. Physics － （研究指導） 1～3通 － －
Full Research Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

2 外国

教授相当
Full

Research
Professor

Sandra VAN AERT － PhD － （研究指導） 1～3通 － －
Full Research Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

3 外国
教授相当

Full
Professor

Johan VERBEECK － Ph.D. Physics － （研究指導） 1～3通 － －
Full Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

4 外国
教授相当

Full
Professor

Joke HADERMANN － PhD － （研究指導） 1～3通 － －
Full Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

5 外国
教授相当
Professor

Dirk LAMOEN － PhD － （研究指導） 1～3通 － －
Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

6 外国
教授相当

Full
Professor

Milorad MILOSEVIC － Ph.D. Physics － （研究指導） 1～3通 － －
Full Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

7 外国
教授相当
Professor

Bart PARTOENS － Ph.D. Physics － （研究指導） 1～3通 － －
Professor,
Department of Physics,University
of Antwerp

－

8 外国

教授相当
Full

Research
Professor

Annemie BOGAERTS － PhD － （研究指導） 1～3通 － －
Full Research Professor,
Department of Chemistry,University
of Antwerp

－

9 外国
教授相当
Professor

Erik NEYTS － PhD － （研究指導） 1～3通 － －
Professor,
Department of Chemistry,University
of Antwerp

－

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る研
究科等の職務
に 従 事 す る
週当たり平均
日 数

別記様式第３号（その２の２）

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 員 の 氏 名 等

（総合理工学府 九州大学・アントワープ大学総合理工学国際連携専攻）（アントワープ大学）

調書
番号

教員
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

教員名簿-3



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 - - 1名 3名 - - - 4名

修 士 - - - - - - - -

学 士 - - - - - - - -

短 期 大
学 士

- - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -

博 士 - 3名 2名 - - - - 5名

修 士 - - - - - - - -

学 士 - - - - - - - -

短 期 大
学 士

- - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -

博 士 - - - - - - - -

修 士 - - - - - - - -

学 士 - - - - - - - -

短 期 大
学 士

- - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -

博 士 - 1名 - - - - - 1名

修 士 - - - - - - - -

学 士 - - - - - - - -

短 期 大
学 士

- - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -

博 士 - 4名 3名 3名 - - - 10名

修 士 - - - - - - - -

学 士 - - - - - - - -

短 期 大
学 士

- - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

４　「基幹教員の年齢構成・学位保有状況」欄の「基幹教員」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合，「専任教員」と読み替えること。

合 計
申請大学
の教員の
状況

准 教 授
申請大学
の教員の
状況

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基幹教員の年齢構成・学位保有状況

教 授
申請大学
の教員の
状況

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，基幹教員についてのみ作成すること。

講 師

助 教
申請大学
の教員の
状況

1

教員名簿-4
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